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要旨 

 

環境省の競争的資金制度である環境研究総合推進費、地球温暖化対策技術開発・実証研究事

業によって実施され、平成 26 年度に終了した研究開発課題を対象として、追跡評価を実施した。 

 

追跡評価に当たっては、「平成 28 年度環境研究･技術開発の推進戦略フォローアップ調査及び

追跡評価委託業務」において実施された追跡評価の結果を踏まえて、被評価者の自己点検（ア

ンケート調査）および被評価者へのインタビュー（個別ヒアリング調査）を実施し、各研究開

発課題終了後の成果の活用状況（成果の実用化の状況、環境行政への反映状況、環境保全への

貢献状況、終了後の研究開発の展開状況等）を把握するとともに、これらをもとに有識者 13 名

で構成する評価委員会で検討を行い、評価を行った。 

 

また、今後の制度運用に資する内容について、制度の運用のあり方等の観点から議論し、 

取りまとめた。 

 

  



Summary 
 

 

The Ministry of the Environment conducted a follow-up evaluation of two competitive funds 

implemented by the ministry, the Environmental Research and Technology Fund and the 

Global Warming Countermeasures Technology Development Project. In the current fiscal year, 

the follow-up evaluation targeted research and development topics that ended in fiscal 2014.  

 In carrying out the follow-up evaluation, bearing in mind the results of fiscal 2016 follow-up 

evaluation consigned work for the Environmental Research and Technology Development 

Promotion Project, the ministry conducted self-assessment by evaluated parties 

(questionnaire surveys) and interviews of evaluated parties (individual surveys) in order to 

gauge the state of use of results after the end of R&D topics (practical use of results, reflection 

in environmental administration, contribution to environmental protection, subsequent 

progress of R&D, etc.). In addition, on the basis of these surveys, the ministry conducted 

studies and made evaluations in the Evaluation Committee comprising 13 experts.   

Furthermore, from the perspective of the desirable form of system management, the 

ministry discussed and identified matters that will contribute to system management in the 

future.  
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第Ⅰ部 追跡評価結果 

 

１．はじめに 
１．１ 調査の目的 

「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成 13 年 11 月内閣総理大臣決定）が平成 17 年

度に見直され、研究開発の追跡評価等について新たに抜本的強化が必要になったことを受けて、

環境省では平成 18 年度から「環境研究･技術開発推進事業追跡評価」を実施している。 

追跡評価とは、研究開発が終了してから数年後に研究開発成果の活用状況等を把握するととも

に、過去の評価の妥当性を検証し、関連する研究開発制度の見直し等に反映することにより、国

民に対する説明責任を果たし、研究開発の効果的・効率的な推進および質の向上、研究者意欲の

向上、よりよい政策の形成等を図るものである。 

本業務においては、環境省が実施してきた環境研究総合推進費、地球温暖化対策技術開発・実

証研究事業の 2 つの競争的資金（いずれも名称は平成 26 年度時点）で実施し、平成 26 年度に終

了した研究開発課題について追跡評価を実施した。 

追跡評価に当たっては、「平成 28 年度環境研究･技術開発の推進戦略フォローアップ調査及び

追跡評価委託業務」において実施された追跡評価の結果を踏まえて、今年度の被評価者への自己

点検（アンケート調査）および被評価者へのインタビュー（個別ヒアリング調査）を実施し、各

研究開発課題終了後の成果の活用状況（成果の実用化の状況、環境行政への反映状況、環境保全

への貢献状況、終了後の研究開発の展開状況等）を把握するとともに、これらをもとに評価のと

りまとめを行い、今後の制度運用改善に資するための基礎資料を得た。 

 

１．２ 調査の内容と方法 

平成 29 年度の追跡評価では、環境省の競争的資金制度により実施した平成 26 年度の終了課題

について、アンケート（追跡アンケート調査）およびインタビュー（個別ヒアリング調査）によ

る調査を実施し、その結果をもとに評価委員会において検討を行い、評価をとりまとめた。また、

競争的資金制度の評価・改善を検討するための基礎的な情報収集として、直近の制度利用者（平

成 28 年度に終了した研究課題の代表者等：環境研究総合推進費のみ）を対象に、制度アンケート

調査を実施し、研究資金の利用における課題等の収集を行った。 

 

（１）アンケート調査 

追跡アンケート調査の対象とした研究開発課題は、環境研究総合推進費、地球温暖化対策技術

開発・実証研究事業の 2つの競争的資金（いずれも名称は平成 26年度時点）において、平成 26

年度に終了した 71の研究開発課題である。 

また、制度アンケート調査の対象とした研究開発課題は、環境研究総合推進費において平成 28

年度に終了した 58の研究開発課題である。 

 

表 1 平成 29 年度追跡アンケート調査の対象課題数 

終了年度 競争的資金名 対象課題数 

平成 26 年度 環境研究総合推進費 54 課題 

平成 26 年度 地球温暖化対策技術開発・実証研究事業 17 課題 
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表 2 平成 29 年度制度アンケート調査の対象課題数 

終了年度 競争的資金名 対象課題数 

平成 28 年度 環境研究総合推進費 58 課題 

 
対象となった 2つの競争的資金制度の概要（平成 26 年度時）を、表 3、表 4 に示す。平成 26 年

度当時、環境省の競争的資金制度では、環境研究総合推進費のうち、「全領域共通・領域横断」、

「脱温暖化社会」、「自然共生型社会」、「安全が確保される社会」分野の研究開発課題は委託研究

として実施され、「循環型社会」分野の研究開発課題は、補助事業として実施されている。 

また、地球温暖化対策技術開発・実証研究事業は、交通低炭素化、住宅・オフィル等低炭素化

（平成 25 年度からは建築物等低炭素化）、再生可能・分散型エネルギー低炭素化（平成 25 年度か

らは再生可能エネルギー・自立分散型エネルギー低炭素化）、バイオマス・資源循環低炭素化、等

の技術開発が実施され、委託事業と補助事業が行われている。本調査では、地球温暖化対策技術

開発・実証研究事業は、事業別に分割せず、1制度として評価を行った。 

 

表 3 研究資金制度の概要 

制度名 制度概要 資金形態 対象 

環境研究総

合推進費 
地球温暖化の防止、循環型社会の実現、

自然環境との共生、環境リスク管理等に

よる安全の確保など、持続可能な社会構

築のための環境政策の推進にとって不

可欠な科学的知見の集積及び技術開発

の促進を目的とし、環境分野のほぼ全領

域にわたる研究開発を実施する。 

委託費 全領域共通・領域横断 

脱温暖化社会 

自然共生型社会 

安全が確保される社会 

 

補助金 
 

循環型社会 

地球温暖化

対策技術開

発・実証研究

事業 

早期に実用化が必要かつ可能な CO2 削

減技術の開発及び開発成果の社会還元

を加速し、グリーンイノベーションを推

進するための実証研究を通じて、地球温

暖化対策を推進する。 

委託費 
補助金 

交通低炭素化技術開発 

住宅・オフィス等低炭素化技術

開発（※H25 年度～：建築物等

低炭素化技術開発） 

再生可能・分散型エネルギー

低炭素化（※H25 年度～：再生

可能エネルギー・自立分散型エ

ネルギー低炭素化技術開発） 

バイオマス・循環資源低炭素化

技術開発 

 

なお、アンケート調査では、調査・評価の継続性の観点を踏まえ、基本的に前年度の内容を継

承し実施した。  
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（２）個別ヒアリング調査（インタビュー調査） 

各研究課題に関するアンケート調査の回答結果と事後評価等を基に評価委員会で議論の上、特

徴的な成果の活用又は環境行政や環境保全への成果の反映が見られる事例を、個別ヒアリング調

査（インタビュー調査）の対象として 10 課題を抽出した。 

抽出した個別ヒアリング調査課題について、現在までの研究の流れ、アンケート調査項目の深

掘り、研究成果活用のための方策についてを中心に、インタビューを行った。 

 

（３）評価委員会 

環境研究・技術開発分野における専門家・有識者からなる評価委員会を設置し、前記（１）お

よび（２）の調査の進め方と調査結果について検討した。 

委員会では、アンケート調査及び個別ヒアリング調査の結果をもとに追跡評価を行い、今後の

競争的資金制度の運営に資する評価のあり方等に向けた議論を行った。 

 

【評価委員会の運営スケジュールと討議内容】 

◆第 1回評価委員会 平成 29 年 9 月 20 日 

議題１ 平成 29 年度追跡評価の概要 

議題２ 平成 29 年度追跡評価アンケート調査 

議題３ 平成 29 年度制度評価アンケート調査 

議題４ 平成 29 年度個別ヒアリング調査対象課題選定の考え方 

 

◆第 2回評価委員会 平成 29 年 11 月 24 日 

   議題１ 事務局への指摘事項とその対応 

   議題２ 平成 29 年度追跡評価アンケート調査結果について（中間報告） 

   議題３ 平成 29 年度制度評価アンケート調査結果について（中間報告） 

議題４ 平成 29 年度個別ヒアリング調査対象課題の選定について 

   議題５ 平成 29 年度個別ヒアリング調査項目について 

 

◆第 3回評価委員会 平成 30 年 3 月 5日 

   議題１ 平成 29 年度追跡評価アンケート調査結果（最終報告）について 

   議題２ 個別ヒアリング調査結果について 

   議題３ 平成 29 年度制度評価アンケート調査結果（最終報告）について 

議題４ 今後の競争的資金制度の改善にむけて 
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１．３ 調査フロー 

平成 29 年度追跡評価については、下記のような流れで事業を実施した。 

 

 

図 １ 追跡評価業務フロー 
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１．４ 調査の実施・評価体制 

評価対象となる研究開発課題には広範な分野が含まれていることから、評価に当たっては、①

各課題の成果を当該課題の属する分野（気候変動、自然生態学、酸性雨、廃棄物処理、温暖化対

策技術、等）の中での客観的な評価とともに、②それらの課題を環境分野における研究開発の全

般的状況の中で大局的な見地からの評価、という 2 つの側面を考慮する必要がある。また、調査

および評価の継続性の観点から、これまでの追跡評価業務の内容についても熟知した有識者に評

価していただく必要性がある。 

 このため、今年度の追跡評価委員会委員については、調査および評価の継続性の観点から、一

部委員には、平成 28 年度の追跡評価業務の委員に引き続き就任していただくとともに、今年度の

追跡評価の対象課題・テーマに対応できるよう、新たに２名の委員に委嘱を行い、以下の 13 名に

よる評価体制とした。 

 

表 5 追跡評価委員会委員名簿 

氏名 所属 

岩坂 泰信 名古屋大学名誉教授 

内山 洋司 筑波大学名誉教授 

河村 清史 元埼玉大学大学院理工学研究科教授 

◎近藤 洋輝 一般財団法人リモートセンシング技術センター 参与 

佐々 朋幸 フランス農業研究機構 森林科学部門 国際学術委員 

大聖 泰弘 早稲田大学 研究院 特任研究教授 

新田 裕史 国立研究開発法人国立環境研究所 フェロー 

藤江 幸一 横浜国立大学 客員教授 

藤吉 秀昭 一般財団法人日本環境衛生センター 副理事長 

堀尾 正靱 東京農工大学名誉教授 

柳井 薫 一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会 会長 

横田 勇 静岡県立大学名誉教授 

渡辺 美代子 国立研究開発法人科学技術振興機構 副理事 

◎印 座長（五十音順） 

 

 

２．追跡評価結果 

２．１ 追跡アンケートの結果 

（１）アンケート調査の実施 

調査は、平成 26 年度に終了した研究開発課題（71 課題）に対して実施し、回答者の利便性

を考慮して、代表研究者に調査依頼状および調査票のファイルを電子メールの添付ファイルと

して送付し、回答も電子メールにより回収した。このうち、59 課題について回答があり、回答

率は 83.09％であった。 

 

  ・調査票送付 平成 29 年 10 月 10 日 

  ・回答締切  平成 29 年 10 月 31 日（以降、12 月 4 日まで回収を継続） 
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表 6 調査票の回収状況 

 平成 26 年度終了 

課題数 回収数（回収率）

環境研究総合推進費 
委託費：戦略的研究開発、環境問題対応型研究等 28 24（85.7％）

補助金：循環型社会形成推進研究 26 22（84.6％）

地球温暖化対策技術開発・実証研究事業 17 13（76.47％）

総計 71 59（83.09％）

 

本年度の追跡評価の対象課題の一覧を下表に示す。 

 

表 7 環境研究総合推進費(平成 26 年度終了課題) 

 

No. 課題名 研究代表者 研究実施機関

1 温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究 三村　信男 茨城大学

2 街区型環境未来都市モデルの構築とそれに基づく都市政策提案 北詰　恵一 関西大学

3
再生可能エネルギー需給区連携による『もたせ型』分散エネル
ギー・システムの開発

小林　久 茨城大学

4
日本およびアジアの鉄鋼産業の中長期的な低炭素化実現へ向け
た研究

倉持　壮
（公財）地球環境戦略研究
機関

5
CMIP5マルチモデルデータを用いたアジア域気候の将来変化予
測に関する研究

高薮　縁 東京大学

6
GOSATデータ等を用いた全球メタン発生領域の特性抽出と定量
化

林田　佐智子 奈良女子大学

7 海洋生物が受ける温暖化と海洋酸性化の複合影響の実験的研究 野尻　幸宏 国立環境研究所

8
気候変動問題に関する合意可能かつ実効性をもつ国際的枠組み
に関する研究

亀山　康子 国立環境研究所

9
モンゴルの永久凍土地帯における脆弱性評価及び適応策の提言
に関する研究

王　勤学 国立環境研究所

10
衛星データを複合利用したモデル―データ融合による陸域炭素循
環モデルの高精度化

市井　和仁 福島大学

11 バイオマスモニタリングのための現地サンプリング手法の開発 加藤　顕 千葉大学

12 気候変動の緩和策と適応策の統合的実施研究に関する検討 沖　大幹 東京大学

13
シマフクロウ・タンチョウを指標とした生物多様性保全－北海道とロ
シア極東との比較

中村　太士 北海道大学

14
国際河川メコン川のダム開発と環境保全-ダム貯水池の生態系
サービスの評価

福島　路生 国立環境研究所

15
希少種の人為的導入による、在来種への交雑を介した遺伝子浸透
－愛媛県タナゴ類の事例

畑　啓生 愛媛大学

16
在来マルハナバチによる環境調和型ポリネーション様式の確立に
関する研究

高橋　純一 京都産業大学

17
阿蘇を構成する植生の蒸発散の比較研究：草原の維持は水資源
涵養に寄与するか？

宮沢　良行 九州大学

18 沿岸生態系における放射性物質の拡散過程の解明 荒川　久幸 東京海洋大学

19
上流域水系ネットワークにおける森林農地生態系の放射性物質移
動と生物濃縮の評価

五味　高志 東京農工大学



 

8 
 

 

No. 課題名 研究代表者 研究実施機関

20
１,４-ジオキサン汚染地下水の生物浄化可能性の評価診断
ツールの開発と浄化戦略の実証

池　道彦 大阪大学

21
PM2.5規制に影響する汚染混合型黄砂の組成的特徴と飛来
量/降下量に関する研究

杉本　伸夫
（西川　雅高）

国立環境研究所

22
ダイオキシン類曝露による継世代健康影響と遺伝的感受性要
因との関連に関する研究

和氣　徳夫 九州大学

23
妊娠中及び胎児期における内分泌攪乱物質が性分化および
性腺機能に及ぼす影響について

野々村 克也 北海道大学

24
マグネシウム化合物を吸着剤として利用するほう素、ふっ素の
処理技術の開発

亀田　知人 東北大学

25
低分子ポリジメチルシロキサンの高精度分析法開発と環境汚
染実態の解明

堀井　勇一
埼玉県環境科学国際セ
ンター

26
河口域における残留性有機汚染物質の循環とそれが沿岸生
態系に与える影響の定量的評価

小林　淳 熊本県立大学

27
水銀汚染土壌および底質中のメチル水銀の簡易・迅速・高感
度な分析システムの開発

児玉谷　仁 鹿児島大学

28
セシウムの動態解析に基づく除染シナリオの構築と磁気力制
御型除染法の開発

秋山　庸子 大阪大学

29
使用済み自動車（ELV)の資源ポテンシャルと環境負荷に関す
るシステム分析に関する研究

酒井　伸一 京都大学

30
静脈産業の新興国展開に向けたリサイクルシステムの開発とそ
の普及に係る総合的研究

細田　衛士 慶應義塾大学

31
繊維強化プラスチック材の100％乾式法よる完全分解と強化繊
維の回収・リサイクル技術

水口　仁 信州大学

32
地域エネルギー供給のための廃棄物系バイオマスのガス化／
多段触媒変換プロセスの開発に関する研究

川本　克也 岡山大学

33
破砕・凝結プロセスを伴う生物スラッジの超高圧圧搾脱水法の
開発

入谷　英司 名古屋大学

34
起泡クロマトによるGaの選択回収プロセスの確立とレアメタル回
収への展開

ニ井　晋 名古屋大学

35 微生物によるバイオディーゼル廃グリセロールからの燃料生産 中島　敏明 筑波大学

36
微生物を利用した地域バイオマスキノコ廃菌床からの化学工
業原料生産システムの開発

高久　洋暁 新潟薬科大学

37
ハロモナス菌による木材から3-ヒドロキシ酪酸等の生産技術開
発に関する研究

河田　悦和 産業技術総合研究所

38 廃有機溶剤の効率的再生処理技術の実用化 田中　茂 慶應義塾大学

39 伝熱管表面改質技術による廃棄物焼却炉発電効率の革新的向上 成瀬　一郎 名古屋大学

40
スラッジ再生セメントと産業副産物混和材を用いたクリンカーフリー
コンクリートによる鉄筋コンクリート部材の開発研究

閑田　徹志 鹿島建設㈱

41
炭素同位体分析による化石由来二酸化炭素排出量の高精度
推定手法の開発と適用

平井　康宏 京都大学

42
湿式分離とイオン液体電析を融合した省エネルギー型レア
アース回収技術の開発

松宮　正彦 横浜国立大学

43
乾式試金法を基にして鉛ガラスを媒介とした廃棄物からの各種
金属の回収方法

稲野　浩行
（地独）北海道立総合研
究機構

44
擬似酵素型光触媒システムによるプラスチック混合廃棄物の易
分解および部分生分解化

中谷　久之 北見工業大学

45 し尿汚泥等の焼却灰からのリン回収技術の開発研究 中村　洋祐
愛媛県立衛生環境研究
所

46
ホスト分子による希少金属オンサイト分離のためのマイクロリア
クターシステムの構築に関する研究

大渡　啓介 佐賀大学
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表 8 地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（平成 26 年度終了課題） 

 

No. 課題名 研究代表者 研究実施機関

47 廃棄竹材の次世代電池材料へのゼロエミッション利用技術の開発 衣本　太郎 大分大学

48 水熱処理技術を活用した新規下水処理システムに関する研究 小林　信介 岐阜大学

49 ネオジム磁石廃材からの非加熱式全元素回収プロセスの開発 笹井　亮 島根大学

50
ソフト水熱プロセスによる廃きのこ培地再生処理技術の開発に関す
る研究

宮本　徹
（笠井　憲雪）

㈱前田製作所
（東北大学）

51
廃液晶ガラス・廃自動車ガラス等の高度再資源化システムに関す
る研究

柳田 啓之 (株)イースクエア

52 廃棄物ガス化発電技術の高効率化の実証 田頭　成能
（株）神鋼環境ソリューショ
ン

53 無電解ニッケルめっき廃液のリサイクルシステム構築 溝上  利文 コ－ア（株）

54 災害廃棄物の処理における石綿の適正管理に関する研究 山本　貴士 国立環境研究所

No. 課題名 研究代表者 研究実施機関

1 大型トラック用統合型新HVシステムの研究
辻田　誠
榎本　英彦

日野自動車株式会社

2
小型ソーラー水素ステーションと燃料電池車を組み合わせた
CO2排出ゼロシステム開発

山本　芳春 本田技研工業株式会社

3
EVバス早期普及に向けた長寿命電池による5分間充電運行と
電池リユースの実証研究

石和　浩次
東芝インフラシステムズ株
式会社

4
超断熱サッシ開発による住宅の高断熱化検証とゼロ・エミッショ
ン住宅検証

青木　和壽
有限会社和建築設計事
務所

5
自立・分散型エネルギー社会の実現に向けた直流方式による
地域間相互エネルギー融通システムの開発

廣瀬　圭一
株式会社ＮＴＴファシリ
ティーズ

6
太陽光をエネルギー源とした災害時大規模ビル電源供給に関
する実証研究

増永　義彦 森トラスト株式会社

7
離島・漁村における直流技術による自立分散エネルギーシステ
ム技術の実証研究

玉置　久 神戸大学

8 自然共生型ブローホール波力発電システムの実証研究 飯田　誠 東京大学

9
被災地における自立型スマートコミュニティ形成に関する実証
研究

中嶋　崇史
株式会社早稲田環境研
究所

10
風力発電等分散エネルギーの広域運用システムに関する実証
研究

滝谷　克幸
一般財団法人日本気象
協会

11
既設熱源・電源を自立・分散型エネルギー化し鉄道網を利用し
た地域融通エネルギーシステムの開発

中尾　正喜 大阪市立大学

12
風車・太陽熱・バイオマスボイラをハイブリッドしたバイナリ発電
に関する技術開発

沖田　信雄
新関　良樹

株式会社東芝電力システ
ム社

13
車両適合性のある第二世代バイオディーゼル燃料利活用に向
けた技術開発実証研究

中村　一夫
公益財団法人京都高度
技術研究所

14
廃棄物系バイオマス熱分解ガスからのエタノール製造に関する
技術開発

土山　和夫 積水化学工業株式会社

15
木質廃棄物の酵素糖化を促進する二軸混練機を用いたアルカ
リ前処理技術の確立

綿崎　勇治 大栄環境株式会社

16 里山燃料棒の製造技術開発と社会実装のための実証研究 竹田　純一 東京農業大学

17
草木質・廃棄物系バイオマスの燃料化による汎用利用技術の
開発

酒井　利夫
株式会社マイクロ・エナ
ジー
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（２）アンケート調査の設問項目 

アンケート調査では、課題研究終了後の成果の活用状況を把握するために、以下のような設

問を設定した（第Ⅱ部 資料編 ４章を参照）。 

 

追跡アンケート（設問項目） 

 

１）課題研究について 

・課題研究の分野、アピールポイント、参加研究者数 

２）課題研究の成果の活用状況について 

・課題研究の成果の活用・実用化および市場等への波及について 

・課題研究の成果の環境行政への反映について 

・環境保全への貢献について 

・成果活用のための環境省の取組や努力について 

３）課題研究終了後の展開状況について 

・課題研究の展開状況 

・研究資金の確保について 

４）プロジェクト終了時と終了後一定期間を経た現在の評価 

・研究のステージについて 

・研究終了時と終了後一定期間を経た現在における研究開発の環境について 

５）課題研究や関連する継続的な研究の実績や波及効果について 

・論文等実績件数について 

・知的基盤の強化について 

・特許出願について 

・表彰等について 

・研究成果の評価すべき国際貢献の実績 

・一般市民への情報提供 

６）事後評価時の指摘事項について 

７）その他のご意見 
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（３）アンケート結果の概要 

①全体概要 

ⅰ）対象課題の概要 

・課題研究の分野は、環境研究・調査分野（社会科学分野を含む）とする回答が 39％であり、製

品開発・技術開発分野とする回答は 45.7％であった。また、両方を兼ねるとする回答は、15.3％

であった。 

・課題研究の参画者（最大値）は 10 人までが 59.3%を占める。一方で、30 人以上の大規模なプロ

ジェクトが 7 件あり、内訳は、環境研究総合推進費 2 件、地球温暖化対策技術開発・実証研究

事業 5件であった。 

 

ⅱ）成果の実用化（製品開発・技術開発分野のみ） 

・課題研究の成果（製品開発・技術開発分野のみ）は、52.8%が「実用化（見込みを含む）されて

いる」と回答した。実用化された成果については、現段階では試作品段階とする回答が約 10％

で、製品化段階とする回答が約 16％であった。約半数（52.6%）が「その他の段階」と回答し

ており、成果の内訳（関連技術への応用、応用研究へのデータ提供、実施設計におけるスペッ

ク見込み中、等）について記入があった。実用化の予定・見込みがないと回答があったものに

ついては、理由として、資金継続が困難、社会情勢や環境に係わる情勢に変化があった とす

る回答が見られた。 

  

ⅲ）成果の環境行政への反映、環境保全への貢献（環境研究・調査分野のみ） 

・課題研究の成果が環境行政に反映されているとの回答割合（環境研究・調査分野）は、37.5％

（見込みを含む）であり、反映先としては、法令・条例・行政計画等が 72.2％であった。 

・環境保全への貢献（環境研究・調査分野）は、既に貢献している、将来貢献する見込みを併せ

て 65.6％に達する。貢献の予定・見込みがない理由として、環境研究総合推進費では、「貢献

するための手段・方法が分からない（委託費）」、「貢献したいが有用性を理解してもらえない（補

助金：循環）」とする理由が挙げられた。 

・課題研究の成果が環境行政への反映や環境保全に役立つために、環境省に求める取組として、

環境研究総合推進費について、委託費及び補助金ともに最も多かったのは「情報交換・各種連

携の必要性」であった。地球温暖化対策技術開発・実証研究事業においては、対照的に、「計画・

資金の確保」が一番多く挙げられた。 

 

ⅳ）研究開発の展開状況 

・「研究終了後、課題研究から派生・発展した研究を実施している」との回答が一番多く、62.7%

であった。現在もほぼ同じ内容で研究を継続しているとの回答は、20.3%であった。 

・継続的・派生的な研究は、67.9％が公的もしくは民間資金で実施しているが、所属機関の自己

資金とする割合も 18.6％ある。なお、公的もしくは民間資金の中身については、83.7％が国内

の公的な資金であった。 

 

ⅴ）評価について 

・研究成果の評価すべき国際貢献指標としては、「学術論文」とする回答が 56.4％を占め、次い

で「規制・標準化」及び「途上国支援」（それぞれ 15.4%）への貢献が挙げられた。 



 

12 
 

・事後評価時の指摘事項については、大いに役に立った、役に立ったとする回答が 55.9％である

一方、どちらとも言えないとする回答も 30.5％を占めた。 

 

②経年分析 

ⅰ）成果の展開率 

・追跡評価の過去 3年間の終了課題別の成果展開率を見ると、環境研究総合推進費のうち、研究・

調査型の課題では、委託費の課題は、平成24年度終了課題は43％、平成25年度終了課題は58％、

平成 26 年度終了課題は 36％である。補助金の課題は、平成 24 年度終了課題は 45％、平成 25

年度終了課題は 41％、平成 26 年度終了課題は 38％と、研究課題の成果の環境政策への反映は

低下傾向である。 

技術開発型の課題では、地球温暖化対策技術開発・実証研究事業において、成果の展開率は

高いが、環境研究総合推進費（補助金）においては、平成 26 年度終了課題では、前年２年間に

比較し、「実用化されている」との回答が少なくなっている。環境研究総合推進費（委託費）で

実施された技術開発型の課題の成果の展開率は、平成 24 年度終了課題が 45％、平成 25 年度終

了課題が 75％、平成 26 年度終了課題が 33％、とばらつきが大きい。 

 
図 ２ 成果の展開率 

注 1）追跡評価アンケートでは、回答者に実施した研究開発課題のタイプを質問している（研究・調査、技

術開発・製品開発）。環境研究総合推進費では、研究・調査とする課題が中心のため、当該課題の成果の展

開率を示した。 

注 2） 
ｎ＝推進費（委託費〈研究・調査〉）： H24 年度終了（15/35 件）、H25 年度終了（19/33 件）、H26 度終了（8/22 件） 

＝推進費（補助金〈研究・調査〉）： H24 年度終了（5/11 件） 、H25 年度終了（11/27 件）、H26 年度終了（3/8 件） 

＝推進費（委託費〈技術開発〉） ： H24 年度終了（5/11 件）、H25 年度終了（6/8 件）、H26 年度終了（2/6 件） 

＝推進費（補助金〈技術開発〉）： H24 年度終了（13/17 件）、H25 年度終了（13/20 件）、H26 年度終了（7/17 件） 

＝温暖化対策技術〈技術開発〉 ：H24 年度終了（15/17 件）、H25 年度終了（10/13 件）、H26 年度終了（10/13 件） 

43%
45% 45%

59%
63%

58%

41%

75%

65%

77%

36%
38%

33%

41%

77%

平成24年度終了 平成25年度終了 平成26年度終了
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ⅱ）事後評価別の成果の展開率 

事後評価別の「成果の展開率」とは、研究課題の特性別に事後評価の区分（A、B、C）を設け、

事後評価別の「成果の展開率」を示したものである（研究・調査型は環境行政への反映、技術開

発型は成果の実用化）。事後評価の区分は、環境研究総合推進費では、事後評価結果 S、Aを「A」

とし、B、C はそれぞれ「B」、「C」とした。地球温暖化対策技術開発・実証研究事業では、事後評

価点（10 点満点）から上位 1/3 ごとに課題を振分け、「A」、「B」、「C」とした。事後評価別の「成

果の展開率」は、事後評価の区分に対する展開率を示したもので、事後評価にて高く評価された

課題群がどの程度、成果が展開されたかを把握するとともに、もし成果が十分に展開されていな

い場合、その理由を把握するための指標である。 

 

・研究・調査型課題の課題では、環境研究総合推進費の委託、補助金の双方において、事後評価

結果が高いものほど、行政への反映が高い傾向である。 

・技術開発型の課題のうち、環境研究総合推進費の委託費で実施した課題では、事後評価の高い

課題ほど、成果を活用している傾向が見られた。また、環境研究総合推進費（補助金）で実施

した課題では、本年度の調査対象課題において事後評価が「B」であった課題においても成果の

活用が見られた。地球温暖化対策技術開発・実証研究事業では、本年度の対象課題である平成

26 年度終了課題について、事後評価時に一定の評価が得られた課題の多くが成果の活用につな

がった。 

 

図 ３ 事後評価別成果の展開率（研究・調査型課題の成果の環境行政への反映） 

 
注）委託費：【H24 年度終了】n=A（14/36）,B（1/36）,C（0/36） 

【H25 年度終了】n=A（16/33）,B（3/33）,C（0/33） 

【H26 年度終了】n=A（9/22）,B（1/22）,C（0/22） 

  補助金：【H24 年度終了】n=A（2/11）,B（3/11）,C（0/11） 

【H25 年度終了】n=A（16/27）,B（3/27）,C（0/27） 

【H26 年度終了】n=A（3/8）,B（0/8）,C（0/8） 
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図 ４ 事後評価別成果の展開率（技術開発・製品開発型課題の成果の活用） 

 
注）委託費：    【H24 年度終了】n=A（3/11）,B（2/11）,C（0/11） 

【H25 年度終了】n=A（5/8）,B（1/8）,C（0/8） 

【H26 年度終了】n=A（1/6）,B（0/6）,C（0/6） 

  補助金：    【H24 年度終了】n=A（6/17）,B（4/17）,C（0/17） 

【H25 年度終了】n=A（4/22）,B（9/22）,C（2/22） 

【H26 年度終了】n=A（3/17）,B（3/17）,C（0/17） 

温暖化対策技術：【H24 年度終了】n=A（5/24）,B（8/24）,C（2/24） 

【H25 年度終了】n=A（4/13）,B（4/13）,C（2/13） 

【H26 年度終了】n=A（4/13）,B（4/13）,C（2/13） 

 

 

 

２．２ 個別ヒアリング調査の結果 

（１）個別ヒアリング調査対象課題の選定 

個別ヒアリング調査対象課題の選定にあたっては、第 2 回追跡評価委員会までに回答のあった

54 課題について、回収されたアンケートから、『研究成果の活用（実用化）』、『環境行政への反映』、

『環境保全への貢献』の項目に具体的な内容が記載されている研究開発課題をリストアップし、

それぞれについて、『環境省に必要な取組』と『研究者に必要な努力』等の記載内容を追加し、事

後評価結果も含め、まとめた。 

これらの候補課題について、研究成果の活用状況、環境行政や環境保全への反映、事後評価の

高さ、等の視点から、研究代表者に対してインタビュー（個別ヒアリング調査）を実施する必要

性がある課題を、計 10 課題を選定した。候補課題として選定された課題代表者（あるいは連絡者）

にインタビューを行った。 
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表 9 個別ヒアリング調査対象課題 

 

資金 

制度 

領域 

 
課題 研究代表者

研究費 

（千円） 

中

間

評

価

事

後

評

価

研

究

の

分

野

＊ 

成

果

の

活

用 

行

政

へ

の

反

映 

保

全

へ

の

貢

献 

研

究

の

継

続

性 

国際貢

献 

 

1 

環境研

究総合

推進費 

戦略 

 

温暖化影響評価・適応政

策に関する総合的研究 

茨城大学 

三村信男 
1,919,237 A A

研

究 
◎ ◎ ◎ ◎ 

規制・報

告、 

学術論

文等 

2 

環境研

究総合

推進費 

全領域共

通・領域

横断 

街区型環境未来都市モ

デルの構築とそれに基づ

く都市政策提案 

関西大学 

北詰恵一 
35,426 A A

研

究 
 - × ○ － 

3 

環境研

究総合

推進費 

脱温暖化 

CMIP5 マルチモデルデー

タを用いたアジア域気候

の将来変化予測に関する

研究 

東京大学 

高薮 縁 
138,349 A A

研

究 
 ◎ ◎ ○ 

規制・報

告、 

学術論

文等 

4 

環境研

究総合

推進費 

脱温暖化 

気候変動問題に関する合

意可能かつ実効性をもつ

国際的枠組みに関する研

究 

国立環境研

究所 

亀山康子 

67,555 A A
研

究 
  ◎ ○ 

規制・報

告書 

5 

環境研

究総合

推進費 

自然共生 

シマフクロウ・タンチョウを

指標とした生物多様性保

全－北海道とロシア極東

との比較 

北海道大学 

中村太士 
116,568 A A

研

究 
 ◎ ◎ ◎ － 

6 

環境研

究総合

推進費 

自然共生 

在来マルハナバチによる

環境調和型ポリネーション

様式の確立に関する研究

京都産業大

学 

高橋純一 

11,400 A A

技

術

開

発 

 ◎ ○ ○ 
学術論

文等 

7 

環境研

究総合

推進費 

安全確保 

PM2.5 規制に影響する汚

染混合型黄砂の組成的

特徴と飛来量/降下量に

関する研究 

国立環境研

究所 

杉本伸夫 

(西川雅高) 

115,102 A A
研

究 
◎ ◎ ◎ ○ 

その他 

TEMM

黄砂

WG1 

 

8 

環境研

究総合

推進費 

循環型 

【復興枠】 

 

災害廃棄物の処理におけ

る石綿の適正管理に関す

る研究 

国立環境研

究所 

山本貴士 

70,482 B A
研

究 
 ◎ ◎ ○ － 

9 

地球温

暖化対

策技術

開発・実

証研究

事業 

交通分野 

EV バス早期普及に向け

た長寿命電池による 5 分

間充電運行と電池リユー

スの実証研究 

東芝インフラ

システムズ株

式会社 

石和浩次 

909,300 7.0
両

方 
◎ ◎ ◎ ○ － 
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資金 

制度 

領域 

 
課題 研究代表者

研究費 

（千円） 

中

間

評

価

事

後

評

価

研

究

の

分

野

＊ 

成

果

の

活

用 

行

政

へ

の

反

映 

保

全

へ

の

貢

献 

研

究

の

継

続

性 

国際貢

献 

 

10 

地球温

暖化対

策技術

開発・実

証研究

事業 

住宅・オ

フィス等

分野 

超断熱サッシ開発による

住宅の高断熱化検証とゼ

ロ・エミッション住宅検証 

有限会社和

建築設計事

務所 

青木和壽 

167,780 7.3

技

術

開

発 

◎   ○ － 

*1 課題研究の分野：技術開発＝製品・技術開発分野、研究＝研究・調査分野、両方＝左記の両方 

*2 国際貢献：研究＝国際共同研究、規制＝規制・標準、技術＝技術移転、途上国＝途上国支援、その他 

 

（２）個別ヒアリング調査項目 

個別ヒアリング調査は課題代表者（あるいは連絡担当者）に対するインタビュー形式で実施し

た。個別ヒアリング調査の項目は、基本的には平成 28 年度追跡評価と同様であるが、平成 28 年

度競争的資金の追跡評価に係る評価委員における議論に基づき、１）③に 2 項目を追加した調査

項目を用いた。 

 

個別ヒアリング調査項目 

１）共通インタビュー項目 

①課題研究実施前から終了時、終了後から現在までの研究の流れ 

・課題研究終了後の現時点から、研究課題実施中の成果創出におけるボトルネックの克

服、研究者支援施策の可能性等 

 

②アンケート調査項目の深堀 

・成果の活用状況（成果の実用化および市場等への波及、環境政策への反映、環境保全

への貢献など） 

・課題研究終了後の展開状況（課題の展開状況、新たな資金の獲得など） 

・継続的な研究の OUTPUT、OUTCOME 

・研究課題の今後の見通し 

 

③研究成果活用のための方策 

・研究成果創出の促進要因・阻害要因 

・研究成果の活用の促進要因・阻害要因 

・成果活用のための支援策や研究者の取り組み 

・中間評価・事後評価の果たした役割 

・競争的資金制度の果たした役割 

・成果創出・普及のため、競争的資金制度以外で環境省に期待する施策 

・社会実装の状況、事例、社会実装することに関する阻害要因 

・中間評価後に実施した改善事項、改善内容 
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２）制度に固有の視点からの意見聴取 

各競争的資金制度に特有のインタビュー項目 

・制度の目的・目標と研究課題、研究成果について 

・研究開発のステージと資金制度の位置づけについて 

・企画・事前評価時と追跡評価時を比較し、競争的資金活用の効果 

・関連研究で利用した他の制度（競争的資金制度、それ以外の制度）と、それが 

当該研究課題の成果創出に果たした役割 

 

 

（３）個別ヒアリング調査結果概要 

①成果の活用（活用状況、成果創出の促進要因） 

ⅰ）研究・調査型課題研究 

環境政策に資する競争的資金として環境研究総合推進費を活用し、様々な国際的な研究が展開

されてきている。本年度追跡評価を実施した課題の中で、国際的に高く評価される研究の中には、

環境研究総合推進費で支援することにより、温暖化モデルの国際的評価が高まったケースや IPCC

の AR5 に貢献した例、パリ協定に貢献した例等がある。しかし、これらを実施してきた研究者側

には、成果のさらなる創出・活用に向けて、国際的に研究が展開できるような枠組みを期待する

声が多い。 

「地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（以下、SATREPS）」では、海外の共同研究者

等の研究活動にも資金を活用できる。EU では、アジア等の新興国、途上国の研究者との共同研究

について研究資金を拠出しており、気候変動分野、大気科学研究分野では、EU や中国が研究を主

導して、研究開発成果も質量ともに充実してきている。このような国内外の取組みを踏まえ、環

境省の競争的資金でも、国際的な研究活動を支援する枠組みが期待されている。 

環境研究総合推進費では、「持続可能な社会構築のための環境政策の推進にとって不可欠な科学

的知見の集積及び技術開発の促進」を目的とすることが明確にされている。他の省庁で実施して

いる競争的資金と比較して、この目的に合致した研究を実施しようとする研究者にとって、環境

研究総合推進費は、研究の計画や実施が適切に行えるため、大変有用であったとの意見があった。

具体的には、科研費では研究の分野が広く、そのため競争相手も多いが、環境政策に資する研究

課題は応募しやすい、また、基礎的な研究にとどまらず政策貢献を意図することで研究が進展す

る等の意見があった。 

成果の社会展開に向けては、研究分野によっては、社会科学系の研究者や自治体等との協力が

必要となるテーマがある。社会実装フェーズにあっては、マッチングファンド、公共調達等の支

援策があると成果の社会実装が進むとの意見があった。 

 

ⅱ）技術開発型課題研究 

本年個別ヒアリング調査を実施した技術開発型の課題では、全ての課題で、量産モデルに発展

することを前提としたプロトタイプまで開発が終了しており、研究の成果が十分に上がっていた。

しかし、いずれの課題でも、量産や普及に至る過程には、多くの課題を抱えていた。 

いずれの課題でも、第 1 に価格面の競争力の低さが挙げられた。研究開発段階では、価格は問

題とされないが、普及させるには価格競争力向上が避けられない。解決の手段として、製品に対

する段階的な政府・自治体の補助や、大量に供給することで価格低下を図る、あるいは、民間の
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幅広い協力関係を構築し、互いに補い合う等のアイデアが考えられていた。 

第 2 には、社会的な受容性の変化が必要な点が挙げられた。例えば電気自動車について、現在

は、ガソリン・ディーゼル車と同等の仕様（航続距離、短い充電時間）が求められており、これ

が普及の障害の一つとなっているが、電気自動車に適したインフラが整備されれば、電気自動車

の有意性が勝るとの考えが表明された。また、木材を用いた断熱建材では、我が国において、木

材設計・加工・評価など一連の技術が諸外国に比べ遅れている現実があり、建築業や建材メーカ

ーにおける認識の変化が、木製製品の普及には欠かせない。これらの解決のために、公的機関や

関連企業との、製品の実用化推進を目指した連携が必要との指摘があり、現在既にコンソーシア

ムを立ち上げた例も見られた。 

これらの技術開発型の研究課題における問題点を解決するためには、環境研究総合推進費だけ

で展開できることは限られることから、研究者側においても、他の競争的資金の獲得を得て、研

究開発フェーズごとに研究を進めるための研究計画を立てる必要がある。本年個別ヒアリング調

査を実施した課題では、環境研究総合推進費の成果を基に、すでに他省庁の研究資金を獲得し研

究を進展させていた。 

 

ⅲ）課題研究共通 

個別ヒアリング調査では、科学的知見を環境政策に貢献するにあたり、行政側との関与が重要

であるとの意見が複数見られ、既に行政側との関係が構築されている研究例があった。具体的に

は、研究の各段階で、環境省の関連部局に於いて研究者からの解説や、行政と研究者間の対話の

場がもたれた。このようなことにより、研究者が実施する課題研究が環境政策に資する内容に定

まっていくとの意見が見られた。また、研究開始段階で、行政との密接な連携が図られ、その後、

研究成果が環境省や自治体の施策に貢献している例も多くあった。一方、どのように連携するか

不明であるとのことから、研究者側から、課題研究に対する行政側からの関与を求める意見が出

された課題もあった。 

 

②評価について 

個別ヒアリング調査では、中間評価・事後評価の果たした役割、評価結果の活用状況、中間評

価後に評価結果を基に実施した改善事項、改善内容についてヒアリングした。本年度は、さらに

アドバイザリー会合の効用についても調査した。個別ヒアリング調査を実施した研究者からは、

中間・事後評価について、大きな問題点は指摘されなかった。これには、本個別ヒアリング調査

が、中間・事後の評価が高い課題から選択されたという要因も考えられる。 

全ての研究代表者は、国の資金を得て研究をしているのであるから、中間評価・事後評価を受

けるのは当然であると認識していた。多くの研究者は、中間評価・事後評価を、実施する研究の

進捗管理として活用しており、また、中間評価・事後評価の直前にアドバイザリー会合を開催し

てアドバイザーの意見を考慮して評価に臨んでいた。アドバイザーは、研究代表者が選任できる

ので、研究内容に非常に近い研究者を選べる利点が強調された。 

中間評価結果を基に、研究内容を変更したり、新たに研究項目を追加したりした課題が複数あ

り、そのことが中間評価よりも事後評価の評価点が高くなった要因ではないかとの感想が聞かれ

た。中間評価では、評価委員会からのコメントは概ね有用であったが、一部、事実誤認に基づく

と考えられたり実現困難な要求であったりしたとの意見があった。研究者側から評価者に向け、

この点の再確認のプロセスが必要ではないか。中間評価では、現行の研究開始後 1 年で実施され
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た場合、評価者への報告に苦慮している実態が見られた。研究分野・テーマに即した評価のあり

方、手順の改善が期待された。 
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２．３ 制度アンケートの結果 

（１）アンケート調査の実施 

競争的資金制度に関するアンケート調査は、環境省の競争的資金により実施し、平成 28 年度に

終了した課題研究の代表者を対象にして実施した。 

調査の対象は、環境研究総合推進費の 58 課題である。調査は、回答者の利便性を考慮して、調

査依頼状および調査票のファイルを電子メールの添付ファイルとして送付し、回答も電子メール

により回収した。なお、アンケート調査票は研究代表者に送付したが、可能であれば、共同研究

者からの回答についても依頼した。 

 

・調査票送付 平成 29 年 10 月 13 日 

・回答締切 平成 29 年 10 月 31 日（締切日以降も継続して回収。） 

 

本項においては、競争的資金制度の領域・テーマ区分について次のように略記する。 

 

【環境研究総合推進費】 

戦略的研究開発領域   → 「1.戦略研究」 

統合領域         → 「2.統合」 

低炭素領域       → 「3.低炭素」 

資源循環領域      → 「4.資源循環」 

自然共生領域      → 「5.自然共生」 

安全確保領域      → 「6.安全確保」 

 

課題の研究代表者に調査票を発送し、54 課題から回答を得た（回収率 93.1%）。制度別の回収状

況は下表のとおりである。 

 

表 10 調査票の回収状況 

競争的研究資金制度 対象 回収数 回収率 

環境研究総合推進費 1.戦略研究（1 課題） 

2.統合（8 課題） 

3.低炭素（5 課題） 

4.資源循環（19 課題） 

5.自然共生（11 課題） 

6.安全確保（14 課題） 

1.戦略研究（1 課題） 

2.統合（8 課題） 

3.低炭素（4 課題） 

4.資源循環（18 課題） 

5.自然共生（9 課題） 

6.安全確保（14 課題） 

100% 

100% 

80% 

94.7% 

81.8% 

100% 

合計 58 54 93.1% 

 

 

本年度の制度評価の対象課題の一覧を下表に示す。 
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表 11 環境研究総合推進費(平成 28 年度終了課題) 

 

No. 課題名 研究代表者 研究実施機関（終了時）

1 地球規模の気候変動リスク管理戦略の構築に関する総合的研究 江守　正多 （国研）国立環境研究所

2 環境保全オフセット導入のための生態系評価手法の開発 岡部　貴美子 （国研）森林総合研究所

3 資源価値を引き出す次世代マテリアルストックに関する研究 谷川　寛樹 名古屋大学

4
愛知ターゲットの調和的達成のための生物多様性可視化技術の開
発

北山　兼弘 京都大学

5 簡易型乾式メタン発酵による養豚排水処理と発酵残渣の有効利用 細見　正明 東京農工大学

6
衛星リモートセンシングによる広域スケール生物多様性モニタリン
グ及び予測手法の開発

原　慶太郎 東京情報大学

7
一般市民の科学技術リテラシーと環境政策に関する合意形成のあ
り方に関する調査研究

青柳　みどり （国研）国立環境研究所

8
二次的自然「里海」の短寿命生態系におけるブルーカーボン評価
に関する研究

矢部　徹 （国研）国立環境研究所

9
社会経済性分析を用いた地域エネルギーシステムの低炭素化シ
ナリオの策定

菊池　康紀 東京大学

10
統合的観測解析システムの構築による全球・アジア太平洋の炭素
循環の変化の早期検出

三枝　信子 （国研）国立環境研究所

11
わが国を中心とした温室効果ガスの長期削減目標に対応する緩和
策の評価に関する研究

芦名　秀一 （国研）国立環境研究所

12 地球温暖化に関わるブラックカーボン放射効果の総合的評価 小池　真 東京大学

13
地域インベントリ解析による環境成長拠点の計画と評価モデルの
開発

藤田　壮 （国研）国立環境研究所

14
最近頻発し始めた新しい自然気候変動現象の予測とその社会応
用

山形　俊男 （国研）海洋研究開発機構

15
巨大地震に耐えうる環境安全で堅牢な最終処分場の新技術開発
に関する研究

島岡　隆行 九州大学

16
放射性CsおよびSrで汚染された廃棄物の熱処理を中心とした最終
処分技術に関する研究

米田　稔 京都大学

17
電子機器廃棄物および処理残渣中のガリウムとインジウムの分離
回収システムの構築

國仙　久雄 東京学芸大学

18
溶融塩電解法を用いたネオジム磁石からの希土類元素の選択的
分離回収

神本　祐樹 名古屋大学

19
将来の社会・技術変化を見据えた静脈系インフラの連携によるエ
ネルギー回収

吉田　登 和歌山大学

20
有用・有害金属挙動に着目した都市ごみ焼却残渣の循環資源化
トータルスキームの構築

肴倉　宏史 （国研）国立環境研究所

21 廃ネオジム磁石からのレアアースのリサイクルシステムの開発 吉塚　和治 北九州市立大学

22 水銀廃棄物の安定処分技術及び評価に関する研究 高岡　昌輝 京都大学

23
アジア諸国における使用済み電気電子機器・自動車の排出量推
計と金属・フロン類の回収システムの効果測定

寺園　淳 （国研）国立環境研究所

24
大量に廃棄される非飛散性アスベスト含有建材の常温分解処理と
再利用法の開発と研究

田端　正明 佐賀大学

25 汚染土壌の減容化実現に向けた粘土化学的手法の開発 佐藤　久子 愛媛大学
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No. 課題名 研究代表者 研究実施機関（終了時）

26
高性能・高耐久性リサイクルプラスチック創製のための再生技術に
関する基礎研究

八尾　滋 福岡大学

27
レアメタル高度分離のための新規抽出剤の開発と高効率リサイクル
プロセスの構築

後藤　雅宏 九州大学

28 震災に伴う人工資本・自然資本ストックの損失と対策の評価 田畑　智博 神戸大学

29
都市廃棄物からの最も費用対効果の高い資源・エネルギー回収に
関する研究

藤井　実 （国研）国立環境研究所

30
プラスチックと金属の結合物を分離する実用機(ＭＰセパレーター)
の開発と分離材料の再資源化の促進

三島　克己 ㈲サンプラスチック

31
災害廃棄物由来の分別土有効利用における木くず等有機炭素含
有量の評価

遠藤　和人 （国研）国立環境研究所

32 指定管理鳥獣の放置要件に関する研究 堀野　眞一 （国研）森林総合研究所

33 リチウムイオン電池の高度リサイクル 阿部　知和 本田技研工業㈱

34 特定外来生物の重点的防除対策のための手法開発 五箇　公一 （国研）国立環境研究所

35
小笠原諸島の自然再生における絶滅危惧種の域内域外統合的保
全手法の開発

川上　和人 （国研）森林総合研究所

36
希少植物・絶滅危惧植物の持続可能な域外保全ネットワークの構
築

瀬戸口　浩彰 京都大学

37
途上国での生物多様性と地域社会の相乗便益を目指したセーフ
ガード策定に関する研究

奥田　敏統 広島大学

38
釧路湿原にて超高密度化状態となったシカの管理を成功させる戦
略と戦術

吉田　剛司 酪農学園大学

39
水草バイオマスの持続可能な収穫と利活用による湖沼生態系保全
技術の確立

伴　修平 滋賀県立大学

40
持続的地域社会構築の核としての自然保護地域の評価・計画・管
理・合意形成手法 の開発

土屋　俊幸 東京農工大学

41
遺伝子編集技術を用いた不妊化魚による外来魚の根絶を目的とし
た遺伝子制圧技術の基盤開発

岡本　裕之
（国研）水産総合研究セン
ター

42
自然保護地域における協働管理のための情報交流システムの開
発：奄美大島をモデルとして

鷲谷　いづみ 中央大学

43
島嶼部におけるRAKUEN指標の開発：沖縄県石垣島・パラオ共和
国を事例として

飯田　晶子 東京大学

44
種内競争を用いた特定外来生物（オオヒキガエル）の駆除法の開
発

原村　隆司 京都大学

45
胎児期および幼児期における化学物質ばく露と児の発達やADHD
傾向との関連性

仲井　邦彦 東北大学

46
PM2.5成分および黄砂が循環器・呼吸器疾患に及ぼす短期曝露
影響に関する研究

高見　昭憲 （国研）国立環境研究所

47
黄砂、PM2.5の組成別毒性評価に基づく大気モニタリングと感受性
者検査システムの構築

渡部　仁成 鳥取大学

48
環境化学物質によるASD等の神経発達障害と環境遺伝－エピゲノ
ム交互作用の解明

岸　玲子 北海道大学

49
大気環境の異なる地域におけるPM2.5及びオゾンの呼吸器系への
影響に関する疫学研究

島　正之 兵庫医科大学

50
黄砂とPM2.5による複合大気汚染の肺炎、アレルギー疾患増悪作
用とメカニズム解明

市瀬　孝道 大分県立看護科学大学

51
妊婦の喫煙並びに家庭内喫煙が胎盤の糖・アミノ酸・脂肪酸輸送
に与える影響の研究

柴田　英治 産業医科大学



 

23 
 

 

 

（２）アンケート調査の設問項目 

 制度アンケート調査では、競争的資金制度の問題点を探るために、以下のような設問を設定し

た（第Ⅱ部 資料編 ４章を参照）。 

 

制度アンケート（設問項目） 

（１）公募について 

     ・公募から採択までの事務処理について 

     ・領域・テーマ区分のわかりやすさについて 

（２）課題研究について 

     ・研究資金の交付時期について 

     ・研究期間について 

     ・予算額について 

     ・研究経費の使用ルールについて 

     ・間接経費の有効活用について 

     ・事務局・PO・行政担当部署からのサポートについて 

（３）評価について 

     ・中間評価の実施方法について 

     ・事後評価の実施方法について 

（４）今後の意向 

     ・環境省・競争的資金制度への応募について 

     ・平成 28 年度における競争的資金の獲得実績 

     ・今後の当該研究における競争的資金の獲得意向について 

（５）その他の意見 

・他の競争的資金制度との比較で、本研究資金制度のよい点、改善すべき点、 

問題点等 

 

 

 

No. 課題名 研究代表者 研究実施機関（終了時）

52 安定同位体比を用いた二次生成粒子形成メカニズムの解明 川島　洋人 秋田県立大学

53
有機マーカーに着目したPM2.5の動態把握と正値行列因子分解モ
デルによる発生源寄与評価

熊谷 貴美代 群馬県衛生環境研究所

54
人工構造物に囲まれた内湾の干潟・藻場生態系に対する貧酸素・
青潮影響の軽減策の提案

中村　由行 横浜国立大学

55
水銀の全球多媒体モデル構築と海洋生物への移行予測に関する
研究

鈴木　規之 （国研）国立環境研究所

56
ネオニコチノイド系農薬の環境変化体の探索とその生態影響の調
査

高梨　啓和 鹿児島大学

57 ネオニコチノイド農薬による陸域昆虫類に対する影響評価研究 中牟田　潔 千葉大学

58
PM2.5予測精度向上のためのモデル・発生源データの改良とエア
ロゾル揮発特性の評価

菅田　誠治 （国研）国立環境研究所
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（３）アンケート結果の概要 

①公募から採択、研究開始に係る手続き等 

・ 課題研究の公募に関わる事務処理やテーマ区分は、8割以上の回答が適切だった、わかりや

すかったとしている。（昨年度および一昨年度調査と同様） 

・ 研究資金の交付時期は、75.5%は「妥当だった」（昨年度調査：75.7%、一昨年度調査：53.8%）

としている反面、「遅かった」との回答は 17.0%で減少している。（昨年度調査：67.6%、一

昨年度調査：38.5%）。 

 

②研究課題の実施：研究期間、予算額、研究経費の使用等 

・ 課題研究の研究期間は、63.0%は「妥当だった」としている。（昨年度調査：67.6%、一昨年

度調査：71.8%） 

・ 課題研究の予算額は、77.7%の回答者は「妥当だった」としている。（昨年度調査：81.1%、

一昨年度調査：71.8%） 

・ 研究経費の使用ルールは、「妥当なルールだった」とする回答の割合は 25.9%であった。 

・ 間接経費の有効活用は、自身の研究に直接もしくは間接的に役に立ったとする回答が 59.3%

を占めた。（昨年度調査：62.2%、一昨年度調査：61.5%） 

 

③事務局・PO 等からの支援 

・ 事務局・PO・行政担当部署からのサポートは、回答者の 81.5%が「適切だった」と回答して

いる。（昨年度調査：64.9%、一昨年度調査：79.5%） 

 

④中間評価、事後評価の実施方法 

・ 中間評価の実施方法は、「妥当だった」、「どちらかといえば妥当だった」とする回答が全体

の 70.3%を占めた。（昨年度調査：64.9%、一昨年度調査：71.8%） 

・ 事後評価の実施方法は、「妥当だった」、「どちらかといえば妥当だった」とする回答が全体

の 81.4%を占めた。（昨年度調査：81.1%、一昨年度調査：84.7%） 

 

⑤今後の競争的資金の獲得 

・ 環境省の競争的資金への今後の応募意向は、81.4%の回答者が「n 応募しようと思う」と回

答している。（昨年度調査：83.8%、一昨年度調査：71.8%） 

・ 研究終了以降の競争的資金獲得実績は、「公的もしくは民間の競争的資金」を獲得したとす

る回答者が 31.4%（昨年度調査：40.5%、一昨年度調査：25.7%）あり、「競争的資金を得て

いない」との回答は 55.5%（昨年度調査：43.3%、一昨年度調査：56.4%）あった。現在資金

を得ていない研究者の 80%（昨年度調査：68.8%、一昨年度調査：63.6%）は今後「獲得予定」

もしくは「獲得意向」を示した。 

・ 研究終了以降に獲得している競争的資金等は、環境省環境研究総合推進費を中心に、文部科

学省科学研究費補助金や、日本学術振興会（JSPS）科学研究費などである。 
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２．４ 競争的資金制度のよりよい運営に向けて（とりまとめ） 

 

平成 29年度の追跡評価においては、環境省の環境研究総合推進費、地球温暖化対策技術開発事

業の 2種類の競争的資金制度で平成 26年度に終了した 71課題を対象に追跡アンケート調査を行

い、59課題から回答を得た。また、回答のあった課題の中から、具体的な成果の記述があり、事

後評価等での評価を踏まえ、資金制度、分野等を鑑み 10課題を選定し、個別のヒアリング調査を

行った。また、直近の環境研究総合推進費の利用者（平成 28年度終了課題 58課題）を対象に制

度アンケートを実施し、54課題の回答を得た。 

環境研究総合推進費は、平成 28年 10月より環境研究総合推進費業務の一部が、環境省から独

立行政法人環境再生保全機構へ移管されたことにより研究資金の弾力的かつ効率的な運用を可能

とした。今年度調査対象とした研究課題は、平成 26年度に終了しており、移管による改善がなさ

れる前に終了している。 

このような背景を踏まえ、追跡アンケート調査、制度アンケート調査、個別ヒアリング調査の

結果等から競争的資金制度のよりよい運営に向けて、以下のように整理した。 

 

（１）追跡アンケート調査、制度アンケート調査結果からの示唆 

①製品開発・技術開発を主眼とする課題研究の成果の活用状況について 

環境研究総合推進費、地球温暖化対策技術開発・実証研究事業の研究課題のなかで、製品開発・

技術開発分野に属すると回答があった研究課題において成果が活用・実用化（見込みを含む）さ

れたとする回答は全体の 52.8％を占めた。 

環境研究総合推進費の課題では、製品化段階に至っているものは 1 件のみとなっており、試作

品段階やその他の段階という回答が多い。課題研究成果が環境行政への反映や環境保全に役立つ

ためには環境省からどのような取組みが必要と思われるかという問いについては、研究の継続的

支援、研究成果の実装支援という意見が見られた。このことから、環境研究総合推進費では、一

定の成果は得られているものの、その成果を次段階へ発展させるための仕組み等が期待される。

研究課題の研究開発フェーズに合わせた枠組みの新設や社会実装に向けたフィージビリティスタ

ディの実施などの検討が必要になる。 

 

②環境研究・調査を主眼とする課題研究の成果の環境行政への反映状況について 

環境研究総合推進費、地球温暖化対策技術開発・実証研究事業の研究課題のなかで、環境研究・

調査分野に属すると回答があった研究課題において、成果の国、地方自治体等の環境行政へ反映

（見込みを含む）されたとする回答は、全体の 37.5％であった。資金制度別では、環境研究総合

推進費のうち、委託費で実施された課題は、36.4％、補助金で実施された課題は、37.5％であっ

た。課題研究成果が環境行政への反映や環境保全に役立つためには環境省からどのような取組み

が必要と思われるかという問いについては、環境行政に反映するための方策の提示を求める意見

や、省庁、関係機関との連携の必要性についての意見が見られた。また、課題研究の成果が環境

行政への反映や環境保全に役立つための研究者側の努力については、環境政策の理解や行政官と

の対話の努力が必要という声が挙がった。平成 30年度環境研究総合推進費新規課題公募では、公

募の際に提示する行政ニーズを背景、目的や活用方法等の詳細な情報も併せて研究者に提示した。

引き続き、このように行政ニーズをより研究者にわかりやすく提示する等の取組みを通して、環

境政策への理解を促すとともに、研究者と行政官との連携の強化を図るための取組みの検討が必
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要になる。 

 

③研究資金の弾力的かつ効率的な運用に向けて 

制度評価アンケート結果における研究経費の使用ルールに関して、妥当なルールだったという

回答は 25.9%であった。それ以外の回答では、研究計画の変更をもっと柔軟に認めてほしかった、

使用にあたって制約が大きかった、他の研究費との直接費の合算使用を認めてほしかった等の回

答が多くを占めていた。研究経費の使用ルールについては、これまでも改善要望の回答が多数を

占めていたところであるが、環境研究総合推進費は、効率的、効果的な制度運営を目的に平成 28

年 10月より独立行政法人環境再生保全機構へ一部業務を移管し、研究資金の弾力的かつ効率的な

運用が可能になった。業務移管により研究費の繰り越し、年度をまたがる物品等の調達、四半期

ごとの概算払い等が可能になり、競争的資金の使用ルール等の統一への対応も行い、複数の研究

費の合算使用等も対応ができるようになった。今年度の制度アンケート調査対象課題は平成 28

年度終了課題のため、改善要望の回答の中には今回の業務移管によって解決されているものを含

むが、来年度以降は業務移管により研究が効率良く実施できたのか等についての調査を検討する

必要がある。 

 

（２）個別ヒアリング調査結果からの示唆 

○革新型研究開発（若手枠）の活用について 

革新型研究開発（若手枠）として実施した研究課題の研究者より、革新型研究開発（若手枠）

は、他の研究費に比べ額が大きく、継続を望む意見があった。環境研究総合推進費は、政策貢献

に資する環境研究の推進が求められるため、若手の研究者が革新型研究開発（若手枠）を利用し、

研究を実施することで環境行政への理解が深まることは非常に有益である。また、新しい経済政

策パッケージ（平成 29年 12月 8日閣議決定）においても若手研究者の活躍の促進が求められて

いる。若手研究者の環境研究への意欲を高めるともに環境研究全体の裾野を広げ、若手研究者の

安定・自立した研究環境を確保するために革新型研究開発（若手枠）の活用を促進していく必要

がある。平成 30年度環境研究総合推進費新規課題採択では、一定の予算枠を設け、革新型研究開

発（若手枠）を重点的に採択したが、引き続き、このような取組みについての検討が求められる。 

 

２．５ 追跡評価の改善に向けて 

 環境省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」、「環境省研究開発評価指針」等を踏ま

え、平成 18 年度以降、環境研究総合推進費、地球温暖化対策技術開発・実証研究事業の 2つの資

金制度を対象に追跡評価を実施してきた。 

平成 28 年 12 月 21 日に改訂された「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（内閣総理大臣決

定）では、新しい取組みとして、①実効性のある『研究開発プログラムの評価』のさらなる推進、

②アイデアの斬新さと経済・社会インパクトを重視した研究開発の促進、③研究開発評価に係る

負担の軽減が示された。 

環境研究・技術開発の追跡評価では、過去に実施された研究課題の研究代表者からの意見収集

を重点的に行ってきたが、『研究開発プログラムの評価』においては研究開発成果が社会に受け渡

され、政策・施策等の目標に達することができたか、アウトカムを把握することが必要となる。

このため、平成 28 年度追跡評価結果報告書では、次年度以降の追跡評価のさらなる改善に向けて、

以下の点を検討事項として示した。 
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平成 28 年度追跡評価結果報告書より抜粋 

①行政側からの意見収集の実施 

環境研究・技術開発の追跡評価では、研究代表者からの意見収集を重点的に行ってきたが、研

究開発成果が社会に受け渡され、政策・施策等の目標に達することができたか、アウトカムを把

握することが必要となる。このため、これまでの研究代表者からの情報収集に加え、行政推薦さ

れた課題研究について、行政ニーズに対する成果の活用状況、研究者との連携状況等に関する情

報収集を行うことが求められる。 

 

②環境省における評価情報の統合 

研究開発評価に係る評価の実施主体や研究開発の実施者に係る負担を軽減し、評価業務の効率

化や効果的な評価の実施に向けて、環境省における評価情報の統合化を図る。具体的には、環境

研究総合推進費における事前評価－中間評価－事後評価－追跡評価の各段階で収集した情報の一

元的な管理を図る。情報の一元化にあたっては、硬直的な管理により、評価に係る負荷の増大が

懸念される。このため、現実的かつ機動的な管理を意識した設計が求められる。 

 

 

 上記の検討事項の内、①行政側からの意見収集の実施については、平成 29年度において個別ヒ

アリング調査の対象課題のうち行政推薦されていた課題について試験的に実施した。次年度以降、

行政側からの意見収集の方法や結果の追跡評価への反映の仕方等について検討することが必要と

考えられる。②環境省における評価情報の統合については、これまでの推進費課題のデータを整

理し、データベースの作成を進めている。今回の個別ヒアリング調査で中間評価から事後評価に

かけて評価が上がった課題を対象課題選定の際に考慮したように、事前評価－中間評価－事後評

価－追跡評価の各段階で収集した情報の一元的な管理を図ることができれば追跡評価だけでなく

新規課題採択時の参考等に活かすことができる。引き続き、データの蓄積、管理方法等の検討を

進めていくことが求められる。 
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第Ⅱ部 資料編 

１ 追跡アンケート調査結果 
１．１ 追跡アンケート調査の実施 

調査は、平成 26 年度に終了した研究開発課題（71 課題）に対して実施し、代表研究者に調

査依頼状および調査票のファイルを電子メールの添付ファイルとして送付し、回答も電子メー

ルにより回収した。このうち、59 課題について回答があり、回答率は 83.1％であった。 

 

  ・調査票送付 平成 29 年 10 月 10 日 

  ・回答締切  平成 29 年 10 月 31 日（以降、12 月 4 日まで回収を継続） 

 

競争的資金別の回収率、および昨年度調査との比較結果は以下のとおりである。 

表 12 調査票の回収率（昨年度調査との比較） 

 平成 29 年度調査 平成 28 年度調査 

課題数 回収数 回収率 課題数 回収数 回収率 

環境研究総

合推進費 

委託費：戦略的研究開発、環境問

題対応型研究等 
28 24 85.7% 54 37 68.5%

補助金：循環型社会形成推進研究 26 22 84.6% 43 39 90.7%

地球温暖化対策技術開発・実証研究事業 17 13 76.5% 15 13 86.7%

総計 71 59 83.1% 112 89 79.5%

 

１．２ 追跡アンケート調査結果 

 

  回答のあった 59 課題について、設問毎の回答状況は以下のとおりである。なお、各研究課題固有の

状況についての設問への回答は、省略している。ここでは、各競争的資金制度については、制度の特徴

別に以下のように略記する。 

 

【本報告における競争的資金制度の略記】 

・環境研究総合推進費                                   →「1.委託費」 

・環境研究総合推進費（循環型社会形成推進研究）     →「2.補助金：循環」 

・地球温暖化対策技術開発・実証研究事業      →「3.温暖化対策技術」 

 

 

（１）課題研究について 

○課題研究の分野について（追跡アンケート：問 1） 

課題研究の分野では、製品開発・技術開発分野が約 46％、環境研究・調査分野が約 39％であ

り、どちらにも当てはまるとした課題研究は約 15％を占めた。 

資金制度別では、「1.委託費」では、「環境研究・調査分野」に属す課題が多数（18 件）を占

め、「2.補助金：循環」では「製品開発・技術開発分野」に属す課題が 14 件、「環境研究・調査
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分野」に属す課題が 5 件であった。「3.温暖化対策技術」は、「どちらにも当てはまる」を含め

13 件すべて「製品開発・技術開発分野」であった。 

 

表 13 課題研究の分野属性（課題件数, n=59） 

 

環境研究総合推進費 温暖化対策

技術 
総計 比率（%）

委託費 補助金：循環

製品開発・技術開発分野 2 14 11 27 45.7% 

環境研究・調査分野 

（社会科学分野を含む） 
18 5 0 23 39.0% 

どちらにも当てはまる 4 3 2 9 15.3% 

その他 0 0 0 0 0.0% 

未記入 0 0 0 0 0.0% 

総計 24 22 13 59 100% 

 

 

○課題研究の意義や主たる成果について、アピールできる点 (自由回答) 

（追跡アンケート：問 2） 

課題研究の意義や主たる成果についてアピールできる点は 57 課題で記述があり、「基礎デー

タの構築」、「政策・技術の提案や可能性を示唆した」、「政策・技術の広報に貢献」、「新技術開

発の実施」、「モデル・データセットの構築」、「研究・観測による実証または貢献」、「その他」

の７つに分類した。（1件につき複数記述あり） 

資金制度別で最も多かったものは、「1.委託費」では「研究・観測による実証または貢献」（9

件）、「2.補助金：循環」では「新技術開発の実施」（10 件）、「3.温暖化対策技術」では、「政策・

技術の提案や可能性を示唆した」及び「研究・観測による実証または貢献」（各 6件）であった。 

 

課題研究の分野別の分類は、以下のとおりである。 

 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 基礎データの構築（5件） 

 政策・技術の提案や可能性を示唆した（7件） 

 政策・技術の広報に貢献（1件） 

 新技術開発の実施（3件） 

 モデル・データセットの構築（2件） 

 研究・観測による実証または貢献（9件） 

 その他（3件） 

・急増するダム開発（メコン川）に伴う環境の変化を生態系サービスに着目して評価し、近い

将来の予想を行った。 

・震災後の復興や自然環境の回復等については、時間とともに報道などが少なくなり、一般の

人々との認識も小さくなっていく。その中で、競争的資金による研究成果が出て行くことで、

継続的な研究が実施されていること、復興に向けた具体的な取り組みがおこなわれているこ

とがアピールできる。 



 

30 
 

・北海道の農業における外来種問題の解決 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 基礎データの構築（3件） 

 政策・技術の提案や可能性を示唆した（5件） 

 政策・技術の広報に貢献（2件） 

 新技術開発の実施（10 件） 

 モデル・データセットの構築（1件） 

 研究・観測による実証または貢献（2件） 

 その他（1件） 

・廃棄物焼却炉メーカーのみならずユーザーである自治体においても、焼却炉の寿命の延命化

や発電効率向上に関する必要性が理解されるようになった。 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

 政策・技術の提案や可能性を示唆した（6件） 

 新技術開発の実施（4件） 

 モデル・データセットの構築（1件） 

 研究・観測による実証または貢献（6件） 
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○課題研究の参画者数について（追跡アンケート：問 3） 

研究プロジェクトの最大メンバー数は、10 名以下の課題が最も多く全体の約 60％を占めた。

プロジェクト人数が 30 名以上とする課題は 7件あり、そのうち約 70％（5件）は「3.温暖化対

策技術」であった。 

 

表 14 課題研究の参画者数（課題件数, n=59） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策

技術 
総計 比率（%）

委託費 補助金：循環

1～10 名 14 19 2 35 59.3% 

11～20 名 6 3 4 13 22.0% 

21～30 名 2 0 2 4 6.8% 

30 名～ 2 0 5 7 11.9% 

未記入 0 0 0 0 0.0% 

総計 24 22 13 59 100% 

 

 

（２）課題研究の成果の活用状況について 

【課題研究の分野が、製品開発・技術開発分野(27 件)、どちらにも当てはまるとの回答者対象（9件）】 

 

○課題研究の成果の国内外での活用状況について（追跡アンケート：問 4） 

成果の実用化については、全体的には「実用化されている」、「実用化される見込みである」

を合わせると約 50％を占めた。一方で、「実用化の予定・見込みはない」とする回答が約 30％

を占めた。 

 

表 15 課題研究の成果の国内外での実用化状況（課題件数,n=36） 

（課題研究分野が、製品開発・技術開発分野、どちらにも当てはまるものを対象とした質問） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策

技術 
総計 比率（%）

委託費 補助金：循環

活用（実用化）されている 
0 3 5 8 22.2% 

(0.0%) (17.6%) (38.5%) 

活用（実用化）される見込みである 
2 4 5 11 30.6% 

(33.3%) (23.5%) (38.5%) 

活用（実用化）の予定・見込みはない 
1 8 1 10 27.8% 

(16.7%) (47.1%) (7.7%) 

その他 
3 2 2 7 19.4% 

(50.0%) (11.8%) (15.4%) 

総計 6 17 13 36 100% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 
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資金制度別にみると、「3.温暖化対策技術」の課題では、活用（実用化）されているまたは活

用（実用化）される見込みであるとする回答割合は比較的高い。 

 

 

 

 

図 ５ 資金制度別の成果の国内外の実用化状況 

 

「その他」の具体的な回答については、以下のとおりである。 

 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 パリ協定採択に至る毎年の COP でのサイドイベント等により、国外の研究者や政策決定者に対

してインプットし続けることで、間接的に、パリ協定の構造に影響を与えた可能性もある。実

際、最終的にまとまったパリ協定は我々の提案した制度構造に極めて類似するものとなった。 

 成果を利用して研究を進めているが製品化等の予定はない。 

 地下水・土壌浄化技術としてではなく排水処理技術として実用化することをめざし、新たな開

発を実施中である。将来は再度、地下水・土壌浄化技術の実用化に着手する可能性を残してい

る。 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 ソフト水熱プロセスを応用した実用化を実証している。(滅菌装置、藻油抽出装置、洗浄装置等)  

 後継の研究として、竹を原料として、純度の高いセルロースナノファイバーを低コストで化学

的に製造するプロセスを確立しつつあり、この成果も含めてイノベーションジャパン 2016, 

2017 や西日本製造技術イノベーション 2016, 2017 に出展し、多くの企業、自治体、ベンチャ

ーキャピタル等から注目を頂いている。また、これら成果技術に基づく基づくベンチャー起業

も検討している。 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 
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 成果の一部を実用化した。今後順次、実用化していく見込み。 

 本プロセスと平行して検討してきた「微生物系」でのエタノール製造プロセスを第一弾として

商用化予定である（商用レベルでのコンセプト実証）。今回の課題にて検討した金属触媒プロセ

スの実用化は、早くて第二弾プラント以降と考えている。 

 本技術開発の一部である再エネの気象予測・発電出力予測については既に実用化されている。 

 

○課題研究の成果の「活用（実用化）の予定・見込みがない」理由（追跡アンケート：問 4-1） 

追跡アンケート・問 4で課題研究の成果について「活用（実用化）の予定･見込みがない」と

の回答者に対して、その理由を質問した（複数選択可）。 

「活用（実用化）の予定・見込みがない」とする回答は 10 件であり、その内、「活用（実用

化）に障害があるが、課題研究は推進中」との回答が 53.3％を占めた。それ以外では、「研究

開発資金の継続が困難」との回答が 26.7%、「社会情勢、環境に関わる情勢に変化があった」と

の回答が 20.0％であった。 

 

表 16 研究成果について「活用（実用化）の予定・見込みがない」理由（課題件数, n=15） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策

技術 
総計 比率（%） 

委託費 補助金：循環

活用（実用化）に障害があるが、
課題研究は推進中 

0 7 1 8 53.3% 

(0.0%) (58.3%) (50.0%) 

技術的問題が生じ、活用（実用
化）の予定・見込みがない 

0 0 0 0 0.0% 

(0.0%) (0.0%) (0.0%) 

研究開発資金の継続が困難 
1 2 1 4 26.7% 

(100.0%) (16.7%) (50.0%) 

競合技術の出現 
0 0 0 0 0.0% 

(0.0%) (0.0%) (0.0%) 

コストが低くならなかった 
0 0 0 0 0.0% 

(0.0%) (0.0%) (0.0%) 

社会情勢、環境に係わる情勢に
変化があった 

0 3 0 3 20.0% 

(0.0%) (25.0%) (0.0%) 

その他 
0 0 0 0 0.0% 

(0.0%) (0.0%) (0.0%) 

総計 1 12 2 15 100% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 

 

「その他」の具体的な回答については無かった。 

 

 

○「実用化されている(8 件)」「実用化される見込みである(11 件)」とした課題研究の主たる成

果の状況について（追跡アンケート：問 4-2-1） 

 「実用化されている」と「実用化される見込みである」と回答した課題 19 件についてみると、
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競争的資金を活用し技術開発した主たる成果は現時点でどのような状況にあるかの設問に対し、

「その他の段階」であるとする回答が 52.6％と最も多く、次いで「ビジネスパートナー等との

対話・協議段階」及び「製品化段階」であるとする回答が各 15.8％であった。その他に「試作

品段階」であるとする回答が 10.5％あった。また、未記入が 5.3％あった。 

また、「製品化段階」とする回答のうち、普及展開の場として、未回答を除く 2件が「国内で

広く普及」を選択していた（表 5）。 

 

表 17 活用・実用化された成果の現時点の段階（課題件数, n=19） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%）

委託費 補助金：循環

ビジネスパートナー等との対話、
ライセンス等の協議段階 

0 1 2 3 15.8% 

(0.0%) (14.3%) (20.0%) 

試作品段階 
1 1 0 2 10.5% 

(50.0%) (14.3%) (0.0%) 

製品化段階 
0 1 2 3 15.8% 

(0.0%) (14.3%) (20.0%) 

その他の段階 
1 3 6 10 52.6% 

(50.0%) (42.9%) (60.0%) 

未記入 
0 1 0 1 5.3% 

(0.0%) (14.3%) (0.0%) 

総計 2 7 10 19 100% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 

 

表 18 製品化段階の成果の普及場面（課題件数, n=3） 

★製品化段階のうち、製品の普及の程度は以下の通り。 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%）

委託費 補助金：循環

国内で広く普及 
0 1 1 2 66.7% 

(0.0%) (100.0%) (50.0%) 

海外で広く普及 
0 0 0 0 0.0% 

(0.0%) (0.0%) (0.0%) 

国内外で広く普及 
0 0 0 0 0.0% 

(0.0%) (0.0%) (0.0%) 

未記入 
0 0 1 1 33.3% 

(0.0%) (0.0%) (50.0%) 

総計 0 1 2 3 100% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 
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一方で、「その他の段階」とする回答（自由記入）の内容は次の通りである。 

 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 JCM－MRV への適用の検討段階。 

 研究観測に活用され、疫学研究等の応用研究にも観測データを提供している。 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 ガラス製品の回収、分離・選別、資源化への分担協業できるサプライチェーン構築中。 

 自社より排出される無電解めっき廃液を対象として、リサイクルを実施中。 

 当該技術が石炭燃焼ボイラに応用されつつある。 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

 バイオ燃料の品質は確保できたので、コストの低減化に向けたより効果的な新規高活性触媒を

開発・選定中。 

 実用化に向けて継続的な試験運用を行っており、合わせて普及活動を行っている。 

 触媒プロセス改良、プラント CR を推進中。 

 成果の一部は製品化し、国内で普及を開始。その他の成果は研究を継続しており試作品段階。 

 特定のお客様や自社ビルに導入を開始。 

 

 活用・実用化した技術開発成果の反映先として、上記以外で、「ISO や IEC 等の取得により標

準化」、「法令・ガイドラインなどで公定法に指定」について該当するかどうか設問したが、こ

ちらについては、反映したとの回答は全体で 2件であった。 

 

表 19 活用・実用化した技術開発成果の標準化、法令・ガイドラインへの反映 

 
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%）

委託費 補助金：循環

ISO や IEC 等の取得に 
より標準化 

0 0 0 0 0.0% 

法令・ガイドラインなどで
公定法に指定 

0 1 1 2 100.0% 

総計 0 1 1 2 100% 

 

○「実用化されている」「実用化される見込みである」とした課題研究（追跡アンケート：問4-2-2） 

「実用化されている」と「実用化される見込みである」と回答した課題 19 件について、実用化の成果

について具体的な内容の記載を求めたところ、「3.温暖化対策技術」での回答が最も多く（10件）、次い

で「2.補助金：循環」が 7 件となっており、それぞれ成果事例の記述が見られた。また、「1.委託費」の 1

件も実証試験を行っているとの記述が見られた。 

委託費で実施された課題では、当該研究で構築されたモニタリングシステムが広く活用されている

例が示され、また、補助金で実施された課題では、自動車ガラス、太陽光パネル等のガラス分離技術

が開発され実用化段階にある例や、自社より排出される無電解めっき廃液を対象として、リサイクルを
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実施中他の例が示された。温暖化対策技術で実施された課題では、研究の成果として開発された小

規模な圧縮水素スタンドや高効率小規模バイオマス発電システム等が実用化段階にある、あるいは実

証試験を開始したことが示された。 

 

 

 

 

表 20 課題研究の成果について 

  

環境研究総合推進費 
温暖化対策 

技術 
総計 比率（%） 

委託費 
補助金 

：循環 

1 件書き込み 1 2 2 5 26.3% 

2 件書き込み 0 1 0 1 5.3% 

3 件書き込み 0 1 1 2 10.5% 

4 件書き込み 0 0 1 1 5.3% 

5 件書き込み 0 0 0 0 0.0% 

未記入 1 3 6 10 52.6% 

総計 2 7 10 19 100% 

 

 

 

（３）課題研究の成果の環境行政への反映について 

【課題研究の分野が、環境研究・調査分野(13 件)、どちらにも当てはまる(6 件)との回答者対象】 

 

○研究成果の環境行政への反映状況（追跡アンケート：問 5） 

 成果の環境行政への反映については、「反映されている」あるいは「反映される見込みである」という

回答が合わせて 37.5％あり、「反映されているかどうかは不明」とする回答も 31.2％見られる。 

 制度別にみると、「反映されている」、「反映される見込みである」とする割合は、環境研究総合推進費

のうち、「1.委託費」では 36.4％、「2.補助金：循環」では 37.5％、「3．温暖化対策技術」では 50.0%

であった。他方、環境研究総合推進費「1．推進費」、「2．補助金：循環型」、「3．温暖化対

策技術」では「反映されているかどうかは不明」とする回答も、それぞれ 31.8%、25.0%、50.0%

とある。 
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表 21 課題研究の成果の国、地方自治体等の環境行政への反映状況（課題件数，n=32） 

（課題研究の分野が、環境研究・調査分野、どちらにも当てはまるものを対象とした質問） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%）

委託費 補助金：循環

反映されている 
8 1 1 10 31.2% 

(36.4%) (12.5%) (50.0%) 

反映される見込みである 
0 2 0 2 6.3% 

(0.0%) (25.0%) (0.0%) 

反映の予定・見込みはない 
4 2 0 6 18.8% 

(18.2%) (25.0%) (0.0%) 

反映されているかどうかは不明 
7 2 1 10 31.2% 

(31.8%) (25.0%) (50.0%) 

その他 
2 1 0 3 9.4% 

(9.1%) (12.5%) (0.0%) 

未記入 
1 0 0 1 3.1% 

(4.5%) (0.0%) (0.0%) 

総計 22 8 2 32 100% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 

 

 
図 ６ 資金制度別の国・地方自治体等の環境行政への反映状況 

 

「その他」の具体的な回答については、以下のとおりである。 

 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 今後の報告書・審議会の報告書に依存する（これまではない）。 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 中国における資源循環ビジネスに、我が国にフォーマルな事業者がどのように参入し、貢献す
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るかというテーマであり、直接的に政策反映を課題としていない。 

 

 

○研究成果が環境行政に「反映の予定･見込みがない」とする理由（追跡アンケート：問 5-1） 

 成果が環境行政に「反映の予定･見込みがない」と回答した 6 件について、その理由は、「成

果自体が環境政策に直接反映するものではない」とする回答が 66.6％、「環境行政に直接反映

できるだけの成果に到達していない」及び「社会情勢、環境に係わる情勢に変化があった」と

する回答がそれぞれ 16.7%を占める。 

 

表 22 研究成果が環境行政に「反映の予定･見込みがない」との回答の理由（課題件数，n=6） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策

技術 
総計 比率（%）

委託費 補助金：循環

環境行政に直接反映できるだけ
の成果に到達していない 

1 0 0 1 16.7% 

(25.0%) (0.0%) (0.0%) 

成果自体が環境政策に直接反映
するものではない 

2 2 0 4 66.6% 

(50.0%) (100.0%) (0.0%) 

行政担当者との意思疎通が 
不十分 

0 0 0 0 0.0% 

(0.0%) (0.0%) (0.0%) 

社会情勢、環境に係わる情勢に
変化があった 

1 0 0 1 16.7% 

(25.0%) (0.0%) (0.0%) 

その他 
0 0 0 0 0.0% 

(0.0%) (0.0%) (0.0%) 

未記入 
0 0 0 0 0.0% 

(0.0%) (0.0%) (0.0%) 

総計 4 2 0 6 100% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 

 

その他の内容に該当する回答は無かった。 

 

○研究成果が環境行政に反映される内容について（追跡アンケート：問 5-2） 

 問 5 で研究成果が環境行政に「反映されている」「反映される見込みである」と回答した 12

件について、どのような場面で反映したか（複数選択有り）を集計すると、「法令･条例･行政計

画等に反映」が 72.2％、「報告書」への掲載は 27.8％であった。 

 制度別には、環境研究総合推進費のうち、「1.委託費」では「法令･条例･行政計画等に反映」

が 8 件、「報告書」が 5 件、「2.補助金：循環」では「法令･条例･行政計画等に反映」とする回

答のみであった（5 件）。また、「3.温暖化対策技術」では、何れにも該当する回答は無かっ

た。 

 

  



 

39 
 

表 23 研究成果が環境行政に「反映されている」「反映される見込みである」とする内容（課題件数 n=18） 

単位 反映先 
環境研究総合推進費 温暖化対策

技術 
総計 比率（%）

委託費 補助金：循環

国 
法令・行政計画 8 5 0 13 72.2% 

報告書 0 0 0 0 0.0% 

都道

府県 

条令・行政計画 0 0 0 0 0.0% 

報告書 1 0 0 1 5.6% 

市町

村 

条令・行政計画 0 0 0 0 0.0% 

報告書 0 0 0 0 0.0% 

国際 
条令・行政計画 0 0 0 0 0.0% 

報告書 4 0 0 4 22.2% 

全体 
条令・行政計画 8 5 0 13 72.2% 

報告書 5 0 0 5 27.8% 

未記入 0 0 0 0 0.0% 

総計  13 5 0 18 100% 

 

 

 

（４）研究成果の環境保全への貢献について 

【課題研究の分野が、環境研究・調査分野（23 件）、どちらにも当てはまる（9 件）との回答者対象】 

 

○課題研究の成果の環境保全への貢献状況について（追跡アンケート：問 6） 

 成果の環境保全への貢献については、「貢献している」、「貢献する見込みである」が 21 件あり、

全体の約 7割を占めている。他方、「貢献の予定・見込みはない」とする回答は、「1.推進費」が

13.6％、「2.循環型」では 12.5％、「3.温暖化対策技術」では 0％（0件）であった。 

資金制度別でも、「1.委託費」で 50%以上、「2.補助金：循環」で 80％以上が「貢献している」、

「貢献する見込みである」という回答であった。「3.温暖化対策技術」では、回答数は少ないも

のの、「貢献している」、「将来、貢献する見込みである」とする回答が全て（2件）を占めた。 
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表 24 課題研究の成果の環境保全への貢献状況（課題件数, n=32） 

（課題研究の分野が、環境研究・調査分野、どちらにも当てはまるものを対象とした質問） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%）

委託費 補助金：循環 

すでに貢献している 
4 3 1 8 25.0% 

(18.2%) (37.5%) (50.0%) 

将来、貢献する見込み
である 

8 4 1 13 40.6% 

(36.4%) (50.0%) (50.0%) 

貢献の予定･見込みは
ない 

3 1 0 4 12.5% 

(13.6%) (12.5%) (0.0%) 

その他 
4 0 0 4 12.5% 

(18.2%) (0.0%) (0.0%) 

未記入 
3 0 0 3 9.4% 

(13.6%) (0.0%) (0.0%) 

総計 22 8 2 32 100% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 

 

 
図 ７ 資金制度別の成果の環境保全への貢献状況 

 

「その他」の内容については、以下のとおりである。 

 

【その他の内容】 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 引き続き研究が継続されており、エコチル調査に含まれているので、最終結論は 6 年後以降に

出る。 

 成果を利用して研究をすすめているが環境保全に貢献するかは現時点では不明である。 

 研究成果は、地方創生に資する分散型エネルギー社会の実現に貢献できると考えている。 
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 環境保全という概念に該当しない。 

 

○環境保全への「貢献の予定･見込みはない」との理由について（追跡アンケート：問 6-1） 

「貢献の予定･見込みはない」との回答4件で、その理由は、「貢献するための手段がわからない」が3

件、「貢献したいが、有用性を理解してもらえない」が 1 件あげられている。 

 

表 25 環境保全への「貢献の予定･見込みはない」とする理由（課題件数, n=4） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%）

委託費 補助金：循環

環境保全に直接反映できるだけ

の成果に到達していない 

0 0 0 0 0.0% 

(0.0%) (0.0%) (0.0%) 

成果自体が環境保全に直接反映

するものではない 

0 0 0 0 0.0% 

(0.0%) (0.0%) (0.0%) 

貢献するための手段・方法が 

分からない 

3 0 0 3 75.0% 

(100.0%) (0.0%) (0.0%) 

貢献したいが、有用性を 

理解してもらえない 

0 1 0 1 25.0% 

(0.0%) (0.0%) (0.0%) 

その他 
0 0 0 0 0.0% 

(0.0%) (0.0%) (0.0%) 

未記入 
0 0 0 0 0.0% 

(0.0%) (0.0%) (0.0%) 

総計 3 1 0 4 100% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 

 

「その他」の内容についての回答は無かった。 

 

 

○課題研究の研究成果が環境保全に「すでに貢献している」「将来、貢献する見込みであとする

分野と具体的な内容等について（追跡アンケート：問 6-2） 

 環境保全に「貢献している」、「貢献する見込みである」と回答した 21 件について、どのよう

な点で貢献しているのか（複数選択有り）を整理したところ、「低炭素社会の構築」が 41.4％と

最も多く、次いで「資源循環社会形成」と「安全の確保（リスク管理、環境汚染対策）」がそれ

ぞれ 20.7 となっている。 
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表 26 研究成果が環境保全に「すでに貢献している」「将来、貢献する見込みである」とする分野（課

題件数，n=29） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策

技術 
総計 比率 

委託費 補助金：循環

低炭素社会の構築 

 
7 3 2 12 41.4% 

資源循環社会形成 

 
0 3 1 4 13.8% 

自然共生 

 
5 0 0 5 17.2% 

安全の確保（リスク管理、

環境汚染対策） 
4 2 0 6 20.7% 

その他 

 
2 0 0 2 6.9% 

未記入，無効 

 
0 0 0 0 0.0% 

総計 18 8 3 29 100% 

 

 

図 ８ 成果の環境保全に貢献している分野 

 

「その他」の内容については、以下のとおりである。 

 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 S-14 課題終了時までに成果が取りまとめられる見込みである。 

 ライダーデータから、黄砂、大気汚染の濃度と混合状態（内部混合、外部混合）の指標を導出し、大気

保全研究や疫学研究等に提供。 
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（５）成果活用のための環境省の取組や努力について 

○課題研究の成果が環境行政への反映や環境保全に役立つためには、環境省からどのような取組

みが必要と思われますか？ (自由回答) （追跡アンケート：問 7)  

課題研究の成果が、環境行政への反映や環境保全に役立つために、環境省に求める取組みに

ついては、主に「計画・資金の確保」、「行政側の姿勢」、「行政側の知識・政策等の整理」、

「情報交換・各種連携の必要性」に分けることができる。1 つの回答に対し複数の意見が見ら

れる場合は、複数回答として分類した。 

資金制度別にみると、環境研究総合推進費のうち、「1.委託費」では、「情報交換・各種連

携の必要性」（7件）に関する意見が多かった。中でも行政官と研究者との交流（3件）といっ

た意見が多く見られた。「2.補助金：循環」でも、「情報交換・各種連携の必要性」（9 件）

に関する意見が多かった。中でも行政官と研究者との交流が必要といった意見（5 件）が多く

見られた。「3.温暖化対策技術」では、「計画・資金の確保」（8 件）に関する意見が多かっ

た。中でも研究成果の実装支援（3件）といった意見が多く見られた。 

 

 

図 ９ 成果の環境行政への反映、環境保全への貢献に向けた環境省の取組み（件数） 

 

環境省に求める取組みについての主な内容は、以下のとおりである。 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

〈計画・資金の確保〉 

 研究の継続的支援（2件） 

 研究の継続的支援（人材育成等を含む）（1件） 

 研究成果の実装支援（1件） 

 行政を巻き込んだ制度構築（1件） 

 政策研究の取り組みの整理（2件） 

 

〈行政側の姿勢〉 

 積極的な関与（4件） 
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 国際的取り組みの支援・関係構築（2件） 

 環境行政に反映するための方策の掲示（2件） 

 

〈行政側の知識、政策等の整理〉 

 環境行政に反映するための方策の掲示（4件） 

 情報交換・各種連携（行政を含む）（1件） 

 

〈情報交換・各種連携の必要性〈行政担当者との連携〉〉 

 行政官と研究者との交流（3件） 

 省庁・関係機関との連携の必要性（2件） 

 省庁・関係機関（地方自治体等）との連携の必要性（2件） 

 その他（2件） 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

〈計画・資金の確保〉 

 研究成果の実装支援（3件） 

 行政を巻き込んだ制度構築（2件） 

 政策研究の取り組みの整理（1件） 

 

〈行政側の姿勢〉 

 積極的な関与（1件） 

 国際的取り組みの支援・関係構築（1件） 

 行政側の知識・政策等の整理（3件） 

 環境行政に反映するための方策の掲示（1件） 

 社会制度の整備（2件） 

 

〈行政側の知識、政策等の整理〉 

 環境行政に反映するための方策の掲示（3件） 

 情報交換・各種連携（行政を含む）（1件） 

 

〈情報交換・各種連携の必要性〈行政担当者との連携〉〉 

 行政官と研究者との交流（3件） 

 省庁・関係機関との連携の必要性（5件） 

 省庁・関係機関（地方自治体等）との連携の必要性（1件） 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

〈計画・資金の確保〉 

 研究の継続的支援（1件） 

 研究成果の実装支援（3件） 

 行政を巻き込んだ制度構築（2件） 

 産学官連携の支援・環境構築（1件） 
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 リソースの支援（1件） 

 

〈行政側の姿勢〉 

 積極的な関与（1件） 

 環境行政に反映するための方策の掲示（3件） 

 社会制度の整備（1件） 

 

〈情報交換・各種連携の必要性〈行政担当者との連携〉〉 

 行政官と研究者との交流（2件） 

 省庁・関係機関との連携の必要性（1件） 

 

○課題研究の成果が環境行政への反映や環境保全に役立つための研究者の努力 

（自由回答）（追跡アンケート：問 8） 

課題研究の成果が、環境行政への反映や環境保全に役立つための研究者側の努力については、

主に「環境政策への理解」、「行政官との対話の努力」、「自治体、民間企業への積極的なア

プローチ」、「成果の社会実装のための具体策の提示」、「成果の国際的な社会実装のための

具体策の提示」、「成果の積極的な広報の提示」、「成果の蓄積」、「幅広い関与者との連携」

に分けられる。1つの回答に対し複数の意見が見られる場合は、複数回答として分類した。 

資金制度別にみると、環境研究総合推進費のうち、「1.委託費」では、「行政官との対話の

努力」（7件）が必要とする意見が多い。「2.補助金：循環」では、「幅広い関与者との連携」

（6件）が必要との意見が多い。「3.温暖化対策技術」では、「成果の蓄積」（3件）が必要と

の意見が多い。 

 

 

図 １０ 成果の環境行政への反映、環境保全への貢献に向けた研究者の努力 
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研究側に求める努力の主な内容は、以下のとおりである。 

 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 環境政策への理解（5件） 

 行政官との対話の努力（7件） 

 自治体、民間企業への積極的なアプローチ（2件） 

 成果の社会実装のための具体策の提示（4件） 

 成果の国際的な社会実装のための具体策の提示（3件） 

 成果の積極的な広報の提示（5件） 

 成果の蓄積（2件） 

 幅広い関与者との連携（4件） 

 その他（5件） 

その他の意見：成果の論文化、潜在的環境リスク要因の分析など 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 環境政策への理解（4件） 

 行政官との対話の努力（4件） 

 自治体、民間企業への積極的なアプローチ（2件） 

 成果の社会実装のための具体策の提示（2件） 

 成果の国際的な社会実装のための具体策の提示（1件） 

 成果の積極的な広報の提示（5件） 

 幅広い関与者との連携（6件） 

 その他（2件） 

その他の意見：開発技術に対する精度の高い環境へのアセスメント技術など 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

 環境政策への理解（1件） 

 成果の社会実装のための具体策の提示（2件） 

 成果の積極的な広報の提示（1件） 

 成果の蓄積（3件） 

 幅広い関与者との連携（1件） 

 その他（6件） 

その他の意見：他の先進国と比べたときの国内での問題点を明確にし、評価方法や試験機等の

整備が必要など 
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（６）課題研究終了後の展開状況 

○課題研究終了後の研究の現状（追跡アンケート：問 9） 

課題終了後の研究が、現在、どのような状況にあるかについては、「研究継続している」「派生・発展

した研究を実施している」とする回答が 83.0％を占めている。直後に中止･終了した課題は 0件であっ

た。 

表 27 課題研究終了後の研究の現状について（課題件数，n=59） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策

技術 
総計 比率（%）

委託費 補助金：循環

課題研究とほぼ同じ目的、目標に
向けて、研究を継続している 

3 6 3 12 20.3% 

(12.5%) (27.3%) (23.1%) 

課題研究から派生･発展した 
研究を実施している 

17 15 5 37 62.7% 

(70.8%) (68.2%) (38.5%) 

課題研究終了後、研究を 
中止・終了した 

3 0 2 5 8.5% 

(12.5%) (0.0%) (15.4%) 

課題研究終了時に研究は 
中止･終了した 

0 0 0 0 0.0% 

(0.0%) (0.0%) (0.0%) 

その他 
1 0 2 3 5.1% 

(4.2%) (0.0%) (15.4%) 

未記入 
0 1 1 2 3.4% 

(0.0%) (4.5%) (7.7%) 

総計 24 22 13 59 100% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 

 

資金制度別にみると、「1.委託費」、「2.補助金：循環」、「3.温暖化対策技術」の全てで「課

題研究から派生・発展した研究を実施している」課題の割合が多い（それぞれ 17 件 70.8%、15

件 68.2％、5件 38.5%）。 

 

 

図 １１ 課題研究終了後の現状について（資金別） 
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「その他」の内容については、以下のとおりである。 

 

【その他の内容】 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 研究代表者は研究を中止したが、北海道大学医学研究院腎泌尿器科分野および環境健康科学教

育研究センターで研究は継続されている。 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

 課題研究終了後に、実用化へ移行。 

 プロジェクト全体としての研究は中止しているが、個別要素技術（再エネ予測、蓄電池制御、

バイオガス発電）については共同研究実施者各々で研究を継続している。 

 

 

○研究を「中止・終了した」理由について（追跡アンケート：問 9-1） 

課題研究終了時あるいは終了後に研究を中止･終了した課題は 5件あり、その理由として「当

初の目的、目標を達成した」が 3件（60.0%）、「成果の社会実装コストが低減できず、中止・終

了した」が 1件（20.0%）、「その他」が 1件（20.0%）であった。 

 

 

表 28 研究を「中止・終了した」理由について（課題件数, n=5） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%）

委託費 補助金：循環 

当初の目的、目標を達成し
た 

3 0 0 3 60.0% 

(100.0%) (0.0%) (0.0%) 

研究資金が続かなかった 
0 0 0 0 0.0% 

(0.0%) (0.0%) (0.0%) 

目標、目的達成の見込みが
立たなかった 

0 0 0 0 0.0% 

(0.0%) (0.0%) (0.0%) 

成果の社会実装コストが低
減できず、中止・終了した 

0 0 1 1 20.0% 

(0.0%) (0.0%) (50.0%) 

状況の変化により、目的、目
標の重要度が低下した 

0 0 0 0 0.0% 

(0.0%) (0.0%) (0.0%) 

他に関心のあるテーマがあ
った 

0 0 0 0 0.0% 

(0.0%) (0.0%) (0.0%) 

その他 
0 0 1 1 20.0% 

(0.0%) (0.0%) (50.0%) 

総計 3 0 2 5 100% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 
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「その他」の内容については、以下のとおりである。 

 

【その他の内容】 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

 自社内で展開を予定していた開発物件のプロジェクトスケジュールに変更があったため。 

 

 

○研究を「継続している」、「派生・発展した研究を実施している」理由について 

 （追跡アンケート：問 9-2） 

資金制度別に、研究を「継続している」、もしくは「派生・発展した研究を実施している」と

した課題は 49 件有り、その理由の回答割合を見ると、「1.委託費」「2.補助金：循環」では、概

ね、「プロジェクト遂行中に整備した基盤を元に研究の継続・展開を図っている」とする意見が

多い。「3.温暖化技術開発」では、回答数が少ない中（8件）で「研究が社会的に必要であると

判断した」とする意見が多い。 

 

 

 図 １２ 継続、派生・発展研究を実施している理由（資金別回答数） 

 
注）コメント数は、「1.委託費」は 18 件、「2．補助金：循環」は 20 件。「3．温暖化技術開発」は 7件。 

 

研究を｢継続している｣｢派生・発展した研究を実施している｣主な理由については、下記のと

おりである。 
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 継続的な資金を確保できた（2件） 

 得られた成果がその後の研究に有効であった（3件） 
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 プロジェクト遂行中に整備した基盤を元に研究の継続・展開（4件） 

 研究の方向性を変えた（2件） 

 プロジェクト遂行中に構築したネットワークを元に研究継続・展開（2件） 

 その他（4件） 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 継続的な資金を確保できた（4件） 

 得られた成果がその後の研究に有効であった（1件） 

 研究が社会的に必要であると判断した（1件） 

 研究成果に対する第三者からの要望等により派生展開（1件） 

 プロジェクト遂行中に整備した基盤を元に研究の継続・展開（5件） 

 研究の方向性を変えた（4件） 

 プロジェクト遂行中に構築したネットワークを元に研究継続・展開（3件） 

 その他（2件） 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化技術開発」） 

 継続的な資金を確保できた（1件） 

 得られた成果がその後の研究に有効であった（1件） 

 研究が社会的に必要であると判断した（3件） 

 プロジェクト遂行中に整備した基盤を元に研究の継続・展開（1件） 

 プロジェクト遂行中に構築したネットワークを元に研究継続・展開（1件） 

 その他（1件） 
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（７）研究資金の確保について 

○研究資金の確保について：課題研究終了後に関連する継続的な研究資金の確保 

（追跡アンケート：問 10） 

課題研究終了後に関連する継続的な研究を実施した研究代表者のうち、60％以上は公的ある

いは民間の競争的資金を得て、継続的な研究開発活動を展開している。 

また、継続的な研究のうち、所属機関の自己資金により研究を続けているケースも見られる

（18.6％）。 

 

表 29 継続的な研究のための資金の確保先（件数、複数選択可） 

  
環境研究総合推進費 温暖化技術 

開発 
総計 比率（%）

委託費 補助金：循環

公的な競争的資金を得た 
16 11 3 30 50.9% 

(66.7%) (42.3%) (33.3%) 

民間の研究資金を得た 
3 5 2 10 17.0% 

(12.5%) (19.2%) (22.2%) 

所属する機関から研究資金を得た 
2 8 1 11 18.6% 

(8.3%) (30.8%) (11.1%) 

他機関との共同研究により研究資
金（競争的資金以外）を得た 

2 1 2 5 8.5% 

(8.3%) (3.8%) (22.2%) 

外部から寄附金を得た 
0 0 0 0 0.0% 

(0.0%) (0.0%) (0.0%) 

その他 
1 1 1 3 5.1% 

(4.2%) (3.8%) (11.1%)   

総計 24 26 9 59 100% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 

 

図 １３ 継続的な研究のための資金の確保（資金別） 
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「その他」の内容については、以下のとおりである。 

 

【その他の内容】 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 研究機関に直接聞いてください。 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 社内資金により継続。 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化技術開発」） 

 社内の予算編成により、確保。 

 ベンチャー会社を設立し、この中で研究開発を継続している。 

 

 

○得られた競争的資金の内容について（追跡アンケート：問 10-1） 

 継続的な研究を実施するために競争的資金を得た方に、その種類を尋ねたところ、81.5％が国内の

公的な競争的資金を得ていた。一方、海外の公的な競争的資金を得て研究を継続しているとの回答は

3.7%（1 件）だけであった。また、民間（国内）からの競争的資金活用は 10.2%であった。 

 

表 30 得られた競争的資金の内容（件数） 

  
環境研究総合推進費 温暖化技術

開発 
総計 比率（%）

委託費 補助金：循環

公的（国内）な競争的資金 22 16 3 41 83.7% 

公的（海外）な競争的資金 1 0 0 1 2.0% 

民間（国内）の競争的資金 4 1 0 5 10.2% 

民間（海外）の競争的資金 0 0 0 0 0.0% 

その他 0 0 2 2 4.1% 

未記入 0 0 0 0 0.0% 

総計 27 17 5 49 100.0% 

 

「その他」の内容については、以下のとおりである。 

 

【その他の内容】 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化技術開発」） 

 信州の木先進的利用加速化事業（長野県）。 

 地域材利用拡大緊急対策事業（木材の新規用途の導入促進）のうち地域の特性に応じた木質

部材・工法の開発・普及等支援事業（林野庁）。 
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（８）プロジェクト終了時と終了後一定期間を経た現在の評価 

○課題研究に関連する継続的な研究についての研究ステージ（追跡アンケート：問 11） 

課題研究に関連する継続的な研究について、課題研究終了時と現時点のステージについて質問

した。いずれの資金制度の課題研究においても、課題終了時から現時点へ向けて、基礎的な研究

から応用・実用的な研究へステージがシフトしていることが分かる。 
 

表 31 課題研究に関連する継続的な研究の課題研究終了時と現時点のステージ（％） 

 
基礎研究/基礎調

査等の段階 

目的基礎研究等の

中間段階 

応用/実用化等の

中間段階 

行政等への貢献/

社会システム等の

普及/製品開発の

段階 

未記入 

環境

研究

総合

推進

費 

委託費 
終了時 29.2% 33.3% 25.0% 4.2% 8.3% 

現時点 4.2% 29.2% 33.3% 25.0% 8.3% 

補助金：

循環 

終了時 18.2% 36.4% 31.8% 4.5% 9.1% 

現時点 0.0% 18.2% 54.6% 22.7% 4.5% 

温暖化技術 
開発 

終了時 0.0% 23.1% 46.1% 30.8% 0.0% 

現時点 0.0% 7.7% 38.5% 53.8% 0.0% 

全体 
終了時 18.6% 32.2% 32.2% 10.2% 6.8% 

現時点 1.7% 20.3% 42.4% 30.5% 5.1% 

 

  

（左側：環境研究総合推進費（委託費）、右側：環境研究総合推進費（補助金：循環型社会形成研究） 

（左側：地球温暖化対策技術開発・実証研究事業、右側：全体） 

図 １４ 課題研究の終了時と現時点のステージ 
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○研究終了時と現在における研究開発環境（研究開発の進展への寄与） 

 （追跡アンケート：問 12） 

課題研究が一定期間を経た現在から振り返り、当該競争的資金制度が課題研究全体に与えた影

響を把握するため、「研究開発課題の克服、研究開発成果創出への寄与」、「研究コミュニティ形

成への寄与」、「産学連携、産産連携、産学官連携への寄与」、「人材育成への寄与」、「国際的展開

への貢献・寄与」の 5つの項目について、競争的資金を得ていなかった場合の現時点までの発展

の見込みと、競争的資金を受けた現状における発展状況について、研究開発の進展への寄与度を

5段階で評価いただいた。 

資金制度別に、資金を得ていなかった場合の研究終了時と現在の研究開発環境における競争的

資金の寄与を見るため、加重平均により指数化＊を行った。 

 
＊指数化＝期待以上に寄与した：５点、期待どおり寄与した：４点、どちらともいえない：3点、 

あまり寄与しない：2点、全く寄与しない：1点 

 

「1.委託費」及び「2.補助金：循環」では、競争的資金は「研究開発課題の克服、研究開発成

果創出」、「研究コミュニティ形成」に大きく寄与したとの結果であった。「3．温暖化対策技術」

では、競争的資金は「研究開発課題の克服、研究開発成果創出」、「人材育成」に大きく寄与した

との結果であった。その他の寄与に関して、個別資金制度別に見ていくと、「1.委託費」では「人

材育成」、「国際的展開」、「2.補助金：循環」では「産学連携、産産連携、産学官連携」、「人材育

成」、「国際的展開」、「3．温暖化」では「研究コミュニティ形成」、「産学連携、産産連携、産学

官連携」への寄与がみられた。 

 

  

図 １５ 研究開発の進展への寄与（１） 

（左側：環境研究総合推進費（委託費）、右側：環境研究総合推進費（補助金：循環型社会形成研究） 
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図 １６ 研究開発の進展への寄与（２） 

（左側：地球温暖化対策技術開発・実証研究事業、右側：全体） 

 

以下、チャートの背景資料として、「研究開発課題の克服、研究開発成果創出への寄与」、「研究コミ

ュニティ形成への寄与」、「産学連携、産産連携、産学官連携への寄与」、「人材育成への寄与」、「国際

的展開への貢献・寄与」の 5 つの項目別に、回答結果を示す。 

 

表 32 研究開発課題の克服、研究開発成果創出への競争的資金の寄与 

（寄与する・しない＝実数） 

  全く発展し

なかった 

あまり発展

しなかった

どちらとも

いえない 

大きく発展

した 

期待以上

に発展した 
加重平均 

環境研究

総合推進

費 

委託費  
資金無 7 13 2 0 0 1.8 

資金有 0 0 3 15 4 4.0 

補助金：

循環 

資金無 7 11 3 1 0 1.9 

資金有 0 0 2 19 1 4.0 

温暖化対策技術 
資金無 5 6 0 0 0 1.5 

資金有 0 1 3 6 1 3.6 

全体 
資金無 19 30 5 1 0 1.8 

資金有 0 1 8 40 6 3.9 

 

表 33 研究コミュニティ形成への競争的資金の寄与 

（寄与する・しない＝実数） 

  全く発展し

なかった 

あまり発展

しなかった 

どちらともい

えない 

大きく発展

した 

期待以上に

発展した 
加重平均 

環境研究 

総合推進

費 

委託費  
資金無 8 11 3 0 0 1.8 

資金有 0 0 7 12 3 3.8 

補助金：

循環 

資金無 6 10 6 0 0 2.0 

資金有 0 0 5 13 4 4.0 

温暖化対策技術 
資金無 3 6 2 0 0 1.9 

資金有 0 2 5 2 2 3.4 

全体 
資金無 17 27 11 0 0 1.9 

資金有 0 2 17 27 9 3.8 
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表 34 産学連携、産産連携、産学官連携への競争的資金の寄与 

（寄与する・しない＝実数） 

  全く発展し

なかった 

あまり発展

しなかった

どちらとも

いえない 

大きく発展

した 

期待以上

に発展した 
加重平均 

環境研究 

総合推

進費 

委託費  
資金無 8 6 5 0 0 1.8 

資金有 1 3 7 6 2 3.3 

補助金：

循環 

資金無 3 11 7 0 0 2.2 

資金有 0 0 9 7 5 3.8 

温暖化対策技術 
資金無 4 6 1 0 0 1.7 

資金有 0 3 1 6 1 3.5 

全体 
資金無 15 23 13 0 0 2.0 

資金有 1 6 17 19 8 3.5 

 

 

 

表 35 人材育成への競争的資金の寄与 

（寄与する・しない＝実数） 

  全く発展し

なかった 

あまり発展

しなかった

どちらとも

いえない 

大きく発展

した 

期待以上

に発展した 
加重平均 

環境研究 

総合推進

費 

委託費  
資金無 9 7 6 0 0 1.9 

資金有 1 2 5 13 1 3.5 

補助金：

循環 

資金無 5 11 6 0 0 2.0 

資金有 0 0 9 11 2 3.7 

温暖化対策技術 
資金無 2 7 2 0 0 2.0 

資金有 0 0 2 6 3 4.1 

全体 
資金無 16 25 14 0 0 2.0 

資金有 1 2 16 30 6 3.7 

 

表 36 国際的展開への競争的資金の貢献・寄与 

（寄与する・しない＝実数） 

  全く発展し

なかった 

あまり発展

しなかった

どちらとも

いえない 

大きく発展

した 

期待以上

に発展した 
加重平均 

環境研究 

総合推進

費 

委託費  
資金無 9 7 5 0 0 1.8 

資金有 1 2 3 12 3 3.7 

補助金：

循環 

資金無 8 8 5 0 0 1.9 

資金有 0 1 8 11 1 3.6 

温暖化対策技術 
資金無 4 5 3 0 0 1.9 

資金有 0 3 6 3 0 3.0 

全体 
資金無 21 20 13 0 0 1.9 

資金有 1 6 17 26 4 3.5 
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（９）課題研究や関連する継続的な研究の実績や波及効果について 

○論文等実績について（追跡アンケート：問 13） 

 課題研究終了後から現在までの論文等の発表については、総計で 969 件の実績があり、国内

での発表と海外での発表については、国内発表と海外発表で約 50％ずつであった。海外への情

報発信も国内と同様、活発に行われていることが分かる。 

内容別にみると、特に海外については、査読有りの論文件数が 38.1％と国内の 6.3％と比べ

て高い割合を占めている。 

課題研究終了後から現在までの発表した論文等における被引用文献数については 59 件中 16

件の回答があり、総計で 349 件の被引用文献数があった。論文等実績数に対する論文の被引用

件数の割合を制度別でみると、環境研究総合推進費の「1 委託費」が 36.9％、環境研究総合推

進費の「2.補助金：循環」が 42.2％でほぼ同じ割合で、「3.温暖化対策技術」は 2.6％と他の

制度と比べると極端に少なかった。 

表 37 論文等実績リスト（件） 

  

  

環境研究総合推進費 温暖化 

対策技術
総計 比率（%）

委託費 補助金：循環

国内 

査読有りの論文件数 13  13  7  33  6.3% 

本競争的資金による研究成果

であることを明記した論文件数
5  4  6  15  2.9% 

総説・解説の件数 24  18  7  49  9.4% 

口頭発表の件数 186  112  12  310  59.3% 

招待講演の件数 24  31  7  62  11.9% 

受賞件数 7  2  4  13  2.5% 

その他 11  28  2  41  7.8% 

小計（A） 270  208  45  523  100% 

海外 

査読有りの論文件数 103  59  8  170  38.1% 

本競争的資金による研究成果

であることを明記した論文件数
38  19  2  59  13.2% 

総説・解説の件数 7  3  1  11  2.5% 

口頭発表の件数 110  31  17  158  35.4% 

招待講演の件数 17  12  4  33  7.4% 

受賞件数 2  5  0  7  1.6% 

その他 5  2  1  8  1.8% 

小計（B） 282  131  33  446  100% 

総計（A+B）  552  339  78  969  ― 
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 表 38 論文の被引用件数 

  
環境研究総合推進費 温暖化技術 

開発 
全体 

委託費 補助金：循環

被引用数 204 143 2 349 

論文等実績数に対する論文

の被引用件数の割合 
36.9% 42.2% 2.6% - 

     ※回答数：59 件中 16 件 

 

○知的基盤の強化について（追跡アンケート：問 15） 

 知的基盤強化に関する活動実績に関する以下の設問（複数選択有り）のうち、最も多いのが「研

究ネットワークの形成」で 42.1％となっており、次いで「人材育成」、「国際共同研究への参加」、

「その他」が 15.8％と同率で、「関連学会等における研究会の発足」は 10.5％となっている。 

 

表 39 知的基盤の強化につながる活動実績数 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%）

委託費 補助金：循環

人材育成 
4 1 1 6 15.8% 

(20.0%) (8.3%) (16.7%) 

研究ネットワークの形成 
9 4 3 16 42.1% 

(45.0%) (33.3%) (50.0%) 

関連学会等における研究会

の発足 

1 3 0 4 10.5% 

(5.0%) (25.0%) (0.0%) 

国際共同研究への参加 
5 1 0 6 15.8% 

(25.0%) (8.3%) (0.0%) 

その他 
1 3 2 6 15.8% 

(5.0%) (25.0%) (33.3%) 

総計 20 12 6 38 100% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 

 

「その他」の内容については、以下のとおりである。 

 

【その他の内容】 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 国際的観測ネットワークの強化につながった。 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 ヨルダン国際化学工学会から、廃棄物・バイオマスからのエネルギー回収技術に関する基調講演の

依頼を受けた。 
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 東製㈱との共同研究を行った。 

 東北大学が形成した研究ネットワーク「貴金属抽出分離研究会」に参加、発表を行った。 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

 2015 年（第 5回）電気学会電力技術委員会次世代電気エネルギーシステムにおける要素技術

と発電・給配電技術の高機能化協同研究委員会で課題研究内容を報告した。【NTT ファシリテ

ィーズ】 

 「あわじ環境未来島構想推進協議会」総会において、南あわじ太陽熱バイナリ発電試験の取

組を紹介した。 

 

 

○課題研究終了後、課題研究や継続的研究の成果から出願された特許出願状況 

（追跡アンケート：問 16） 

 現在までに回答した課題 59 件中、15 件が特許出願等を行っている。全体では、104 件の特許

が出願されており、そのうち登録された件数が 25 件となっている。また 13 件は海外への特許

出願である。資金制度別でみると、「3．温暖化対策技術」の特許出願数が最も多い。 

 

表 40 特許出願状況（件数） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 

委託費 補助金：循環

出願した件数（外国出願を含む） 5 33 66 104 

出願した特許のうち、審査中の件数 0 19 36 55 

出願した特許のうち、登録された件数 1 11 13 25 

出願した特許のうち、取り下げた件数 0 2 8 10 

出願した特許のうち、実施許諾した件数 0 9 0 9 

海外に出願した件数 1 7 5 13 

 ※回答数：59 件中 15 件 
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○代表的な出願特許とその状況（追跡アンケート：問 17） 

 代表的な特許とその状況について尋ねたところ、回答のあった 59 件中 18 件から出願情報が

得られた（54 件）。代表的な特許のうち、出願中のものが 16.7％、登録されたものが 22.1％、

審査中のものが 25.8％となっている。 

 

表 41 代表的な出願特許（件数） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策

技術 
総計 比率(%) 

委託費 補助金：循環

出願中 4 4 1 9 16.7% 

公開 1 6 2 9 16.7% 

審査中 0 7 7 14 25.8% 

登録 1 6 5 12 22.1% 

実施許諾 0 1 0 1 1.9% 

海外出願中 0 0 1 1 1.9% 

海外公開 0 0 1 1 1.9% 

海外審査中 0 0 4 4 7.4% 

海外登録 0 0 2 2 3.7% 

海外実施許諾 0 0 0 0 0.0% 

その他 0 1 0 1 1.9% 

総計 6 25 23 54 100% 

     ※回答数:59 件中 18 件 

 

○課題研究終了後、課題研究や継続的研究の成果による表彰等の実績がある場合、代表的な表彰

実績を記載（追跡アンケート：問 18） 

 代表的な表彰実績として、１件記載があったものが 14 課題、2件記載があったものが 4課題

（1 件のものを含む）、3 件記載があったものが 3 課題（2 件のものを含む）であった。表彰実

績には、研究代表者らが所属する学会における各種の学会賞を含み、学術的に高く評価されて

いることがうかがわれた。 

 

○研究成果の評価すべき国際貢献の実績（追跡アンケート：問 19） 

研究成果において評価すべき国際貢献の実績として、最も多い回答が「学術論文」（56.4％）

であり、次いで、「規制・標準化」及び「途上国支援」（それぞれ 15.4％）と続く。 
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表 42 課題研究や継続研究で評価すべき主な国際貢献の実績 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策

技術 
総計 比率（%） 

委託費 補助金：循環 

規制・標準化 5 1 0 6 15.4% 

学術論文 10 11 1 22 56.4% 

途上国支援 3 3 0 6 15.4% 

技術移転 2 0 0 2 5.1% 

その他 1 2 0 3 7.7% 

総計 21 17 1 39 100% 

 

「その他」の内容については、以下のとおりである。 

【その他の内容】 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 TEMM黄砂WG1 における貢献。WMO地球大気監視GAWおよび SDS-WAS における貢献。 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 サウジアラビア国キングファイサル大学と研究交流を行い、共同研究の可能性について情報交換を

行っている。 

 ポスドクの雇用と留学生への教育。 

 

○一般市民への情報提供（追跡アンケート：問 20） 

 一般市民への情報提供や啓発活動の実績があるのは、回答者 59 人中 31 人であった。のべ 85

件の活動実績のうち、「講演・シンポジウム・市民講座」への情報提供が 35.3％と最も多く、

次いで「新聞」が 25.9％、「その他」が 15.3％であった。 

 

表 43 課題研究終了後の課題研究・継続的研究の一般市民への情報提供、啓発活動（件数） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策

技術 
総計 比率（%）

委託費 補助金：循環

新聞 5 13 4 22 25.9% 

テレビ・ラジオ 3 1 2 6 7.1% 

雑誌・書籍 0 7 7 14 16.5% 

講演・シンポジウム・市民講座 16 7 7 30 35.3% 

その他 2 6 5 13 15.3% 

総計 26 34 25 85 100% 

    回答数：59 件中 31 件 
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「その他」の内容については、以下のとおりである。 

【その他の内容】 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 プレスリリースでの発表（1 件） 

 Ｗｅｂやインターネット等の媒体（1 件） 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 Ｗｅｂやインターネット等の媒体（2 件） 

 講演、見学会、総会等の実施（1 件） 

 フォーラムでの発表（3 件） 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

 Ｗｅｂやインターネット等の媒体（1 件） 

 広報誌等の媒体（1 件） 

 講演、見学会、総会等の実施（2 件） 

 

 

○研究成果が公開されているホームページ（追跡アンケート：問 21） 

日本語版ホームページの記載がある回答が 23 件であり、英語版ホームページの記載がある回

答が 8件（日本語版と重複がある）であった。 

 

 

（１０）事後評価時の指摘事項について（追跡アンケート：問 22） 

研究終了後の展開について、事後評価時の指摘事項が、研究終了後の研究の展開において、有

用なものであったかについての質問を行った。 

事後評価時の指摘事項について、「大いに役だった」、「役に立った」とする回答は、合わせて

55.9％を占める。一方で「あまり役に立たなかった」、「全く役に立たなかった」とする回答は

11.9％である。 
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表 44 事後評価時の指摘事項の有用性（件数） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%）

委託費 補助金：循環 

大いに役に立った 
5 1 2 8 13.6% 

(20.8%) (4.5%) (15.4%) 

役に立った 
9 9 7 25 42.3% 

(37.5%) (40.9%) (53.8%) 

どちらとも言えない 
9 6 3 18 30.5% 

(37.5%) (27.3%) (23.1%) 

あまり役に立たなかった
0 3 1 4 6.8% 

(0.0%) (13.6%) (7.7%) 

全く役にたたなかった 
0 3 0 3 5.1% 

(0.0%) (13.6%) (0.0%) 

未記入 
1 0 0 1 1.7% 

(4.2%) (0.0%) (0.0%) 

総計 24 22 13 59 100% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 

 

 

図 １７ 事後評価の指摘事項について 

 

【役に立った理由（大いに役に立った、役に立ったを選択）】 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 適切なコメントが役にたった（5件） 

 外部からの評価という点で役に立った（1件） 

 今後の成果展開等の方向性に関するコメントが得られた（5件） 

 次の研究テーマを考える際のヒントとなった（1件） 
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■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 適切なコメントが役にたった（2件） 

 外部からの評価という点で役に立った（2件） 

 今後の成果展開等の方向性に関するコメントが得られた（2件） 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

 適切なコメントが役にたった（5件） 

 今後の成果展開等の方向性に関するコメントが得られた（2件） 

 その他（1件） 

 

 

（１１）その他の意見 

 

○研究を開始した時点と現時点での当該研究に対するニーズの変化（追跡アンケート：問 23） 

この設問内容は、次の 2段階に分けて考えられる。（a）研究を開始した時点と現時点では当

該研究に対するニーズが変化したか、変化したと考えた場合はどのように変化したか：第 1段

階では、「ニーズが増加した、または増加している」、「ニーズが減少した、または増加して

いる」、「ニーズが変化した、または変化している」、「ニーズに変化はない」に分けて整理

した。回答を制度別に見ると、「1.委託費」では「ニーズに変化はない」との意見が多かった

（8件）。「2.補助金：循環」では「ニーズが増加した、または増加している」、「ニーズは

変化した、または変化している」との意見が多かった（各 5件）。「3．温暖化対策技術」では

「ニーズが増加した、または増加している」との意見が多かった（3件）。 

また、(b)ニーズの変化により当該研究の意味はどのように変化したかについては、「意味合

いが変化した」、「意味合いは変化していない」に分けることができる。ニーズの変化による

当該研究の意味合いの変化については、「意味合いが変化した」との意見は「1.委託費」が 5

件、「2.補助金：循環」が 5件、「3．温暖化対策技術」が 3件あった。「意味合いは変化して

いない」と明言した意見は「2.補助金：循環」が 1件、「3．温暖化対策技術」が 1件であった。 

当該研究の意味合いが変化したとの意見は大半が重要性は増したとの意見であったが、「2.

補助金：循環」の中には、「都市鉱山全体に対する社会的な認知が進み、ニーズは高まってき

たといえる 2015 年にマレーシアでのブラウン管生産が終了し、ブラウンガラスの再生ができな

くなった。それにより国内でのブラウン管処理についての議論が本格化するかと思われたもの

の、家電リサイクル法の意義に反する逆有償処理について国が黙認してしまい、当該研究の意

味合いが低下した」との意見も見られた。 

 

【ニーズがどう変化したかについて】 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 ニーズが増加した、または増加している（3件） 

 ニーズが減少した、または減少している（2件） 

 ニーズは変化した、または変化している（3件） 

 ニーズに変化はない（8件） 
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■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 ニーズが増加した、または増加している（5件） 

 ニーズが減少した、または減少している（3件） 

 ニーズは変化した、または変化している（5件） 

 ニーズに変化はない（3件） 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

 ニーズが増加した、または増加している（3件） 

 ニーズが減少した、または減少している（1件） 

 ニーズは変化した、または変化している（2件） 

 ニーズに変化はない（2件） 

 

 

図 １８ 研究を開始した時点と現時点での当該研究に対するニーズの変化 

 

【ニーズの変化による当該研究の意味合いの変化について】 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 意味合いが変化した（5件） 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 意味合いが変化した（5件） 

 意味合いは変化していない（1件） 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

 意味合いが変化した（3件） 

 意味合いは変化していない（1件） 

 

  

3

5

3
2

3

1

3

5

2

8

3
2

0

2

4

6

8

10

ニーズが増加した、または増

加している

ニーズが減少した、または減

少している

ニーズは変化した、または変

化している

ニーズに変化はない



 

66 
 

 

図 １９ ニーズの変化による当該研究の意味合いの変化 

 

 

○利用された競争的資金制度、もしくは追跡評価に対する意見（追跡アンケート：問 24） 

その他の意見として、利用された競争的資金制度、もしくは追跡評価に対する意見をいただいた。

主な記載内容は、以下のとおりである。 

 

＜競争的資金制度の設計及び利用に係る意見＞ 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 非常によい競争的資金制度である。成果報告書は企業等に読まれているものであるので、

企業からの共同研究の申し込みを期待したい（1件） 

 より長期間の支援制度があるとよい（1件） 

 予算の使い方に様々な制約があり，研究活動を一部制限される場合もあった（1件） 

 環境省推進費を実施してききた機関や研究者との懇談会を実施することで、実施後の状況など

も含めて、意見交換が必要と思われる（1件） 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 大きな資金で研究の進展に大変役立った。備品が購入できないなど資金の用途に制限が多い（1

件） 

 環境省の推進する社会実装整備補助事業でガラス再資源化サプライチェーンが全国地域連携し

て展開中であり、貢献できるよう努力したい（1件） 

 事務処理量が多く、大変であった。簡素化を望む（2件） 

 交付金との合算使用が認められるようになり、会計処理が少し楽になった（1件） 

 助成期間終了して 2年半後にアンケートを求められて、想定外のことであった（1件） 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

 研究領域でプラットフォームを形成し、研究テーマを絞り込んだコンソーシアム体制によ

る技術研究開発が良い。（1件） 
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 実証研究の後の本格実用化に向けた大規模実用化支援制度の充実により、実証研究からの本格

事業化が促進されると考える（1件） 

 

＜本追跡評価の意義、回答労務に対する要望等＞ 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 追跡調査の簡素化（1件） 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 追跡調査の簡素化（1件） 

 追跡評価等がどのように活用されているかわからない（1件） 

 その他（1件） 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

 技術開発のみならず、社会実装するための仕組み作り（現地での体制づくり、合意形成な

どソフト支援）にも活用できる資金であって欲しい（1件） 
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１．３ 追跡アンケート結果の分析 

 

①成果の展開率 

・過去 3 年間の終了課題別の成果展開率を見ると、環境研究総合推進費のうち、研究・調査型の

課題では、委託費の課題は、平成 24 年度終了課題は 43％、平成 25 年度終了課題は 58％、平成

26 年度終了課題は 36％である。補助金の課題は、平成 24 年度終了課題は 45％、平成 25 年度

終了課題は 41％、平成 26 年度終了課題は 38％と、研究課題の成果の環境政策への反映は低下

傾向である。 

技術開発型の課題では、地球温暖化対策技術開発・実証研究事業において、成果の展開率は

高いが、環境研究総合推進費（補助金）においては、平成 26 年度終了課題では、前年２年間に

比較し、「実用化されている」との回答が少なくなっている。環境研究総合推進費（委託費）で

実施された技術開発型の課題の成果の展開率は、平成 24 年度終了課題が 45％、平成 25 年度終

了課題が 75％、平成 26 年度終了課題が 33％、とばらつきが大きい。 

 
図 ２０ 成果の展開率 

注 1）追跡アンケートでは、回答者に実施した研究開発課題のタイプを質問している（研究・調査、技術開

発・製品開発）。環境研究総合推進費では、研究・調査とする課題が中心のため、当該課題の成果の展開率

を示した。 

注 2） 
ｎ＝推進費（委託費〈研究・調査〉）： H24 年度終了（15/35 件）、H25 年度終了（19/33 件）、H26 度終了（8/22 件） 

＝推進費（補助金〈研究・調査〉）： H24 年度終了（5/11 件） 、H25 年度終了（11/27 件）、H26 年度終了（3/8 件） 

＝推進費（委託費〈技術開発〉） ： H24 年度終了（5/11 件）、H25 年度終了（6/8 件）、H26 年度終了（2/6 件） 

＝推進費（補助金〈技術開発〉）： H24 年度終了（13/17 件）、H25 年度終了（13/20 件）、H26 年度終了（7/17 件） 

＝温暖化対策技術〈技術開発〉 ：H24 年度終了（15/17 件）、H25 年度終了（10/13 件）、H26 年度終了（10/13 件） 
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②事後評価別の成果の展開率 

事後評価別の「成果の展開率」とは、研究課題の特性別に事後評価の区分（A、B、C）を設け、

事後評価別の「成果の展開率」を示したものである（研究・調査型は環境行政への反映、技術開

発型は成果の実用化）。事後評価の区分は、環境研究総合推進費では、事後評価結果 S、Aを「A」

とし、B、Cはそれぞれ「B」、「C」とした。地球温暖化対策技術開発・実証研究事業では、事後評

価点（10 点満点）から上位 1/3 ごとに課題を振分け、「A」、「B」、「C」とした。事後評価別の「成

果の展開率」は、事後評価の区分に対する展開率を示したもので、事後評価にて高く評価された

課題群がどの程度、成果が展開されたかを把握するとともに、もし成果が十分に展開されていな

い場合、その理由を把握するための指標である。 

 

・研究・調査型課題の課題では、環境研究総合推進費の委託、補助金の双方において、事後評価

結果が高いものほど、行政への反映が高い傾向である。 

・技術開発型の課題のうち、環境研究総合推進費の委託費で実施した課題では、事後評価の高い

課題ほど、成果を活用している傾向が見られた。また、環境研究総合推進費（補助金）で実施

した課題では、本年度の調査対象課題において事後評価が「B」であった課題においても成果の

活用が見られた。地球温暖化対策技術開発・実証研究事業では、本年度の対象課題である平成

26 年度終了課題について、事後評価時に一定の評価が得られた課題の多くが成果の活用につな

がった。 

 

図 ２１ 事後評価別成果の展開率（研究・調査型課題の成果の環境行政への反映） 

 
注）委託費：【H24 年度終了】n=A（14/36）,B（1/36）,C（0/36） 

【H25 年度終了】n=A（16/33）,B（3/33）,C（0/33） 

【H26 年度終了】n=A（9/22）,B（1/22）,C（0/22） 

  補助金：【H24 年度終了】n=A（2/11）,B（3/11）,C（0/11） 

【H25 年度終了】n=A（16/27）,B（3/27）,C（0/27） 

【H26 年度終了】n=A（3/8）,B（0/8）,C（0/8） 
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図 ２２ 事後評価別成果の展開率（技術開発・製品開発型課題の成果の活用） 

 

注）委託費：    【H24 年度終了】n=A（3/11）,B（2/11）,C（0/11） 

【H25 年度終了】n=A（5/8）,B（1/8）,C（0/8） 

【H26 年度終了】n=A（1/6）,B（0/6）,C（0/6） 

  補助金：    【H24 年度終了】n=A（6/17）,B（4/17）,C（0/17） 

【H25 年度終了】n=A（4/22）,B（9/22）,C（2/22） 

【H26 年度終了】n=A（3/17）,B（3/17）,C（0/17） 

温暖化対策技術：【H24 年度終了】n=A（5/24）,B（8/24）,C（2/24） 

【H25 年度終了】n=A（4/13）,B（4/13）,C（2/13） 

【H26 年度終了】n=A（4/13）,B（4/13）,C（2/13） 
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２ 個別ヒアリング調査結果 
 

２．１ 個別ヒアリング調査対象課題の選定 

個別ヒアリング調査対象課題の選定にあたっては、第 2 回追跡評価委員会までに回答のあった

54 課題について、回収されたアンケートから、『研究成果の活用（実用化）』、『環境行政への反映』、

『環境保全への貢献』の項目に具体的な内容が記載されている研究開発課題をリストアップし、

それぞれについて、『環境省に必要な取組』と『研究者に必要な努力』等の記載内容を追加し、事

後評価結果も含めまとめた。 

これらの候補課題について、研究成果の活用状況、環境行政や環境保全への反映、事後評価の

高さ、等の視点から、研究代表者に対してインタビュー（個別ヒアリング調査）を実施する必要

性がある課題を、計 10 課題を選定した。候補課題として選定された課題代表者（あるいは連絡者）

にインタビューを行った。 

 

表 45 個別ヒアリング調査対象課題（平成 26 年度終了課題） 

 

資金 

制度 

領域 

 
課題 研究代表者

研究費 

（千円） 

中

間

評

価

事

後

評

価

研

究

の

分

野

＊ 

成

果

の

活

用 

行

政

へ

の

反

映 

保

全

へ

の

貢

献 

研

究

の

継

続

性 

国際

貢献 

 

1 

環境研

究総合

推進費 

戦略 

 

温暖化影響評価・適応政

策に関する総合的研究 

茨城大学 

三村信男 
1,919,237 A A

研

究 
◎ ◎ ◎ ◎ 

規制・

報告、

学術

論文

等 

2 

環境研

究総合

推進費 

全領域

共通・領

域横断 

街区型環境未来都市モデ

ルの構築とそれに基づく都

市政策提案 

関西大学 

北詰恵一 
35,426 A A

研

究 
 - × ○ － 

3 

環境研

究総合

推進費 

脱温暖

化 

CMIP5 マルチモデルデー

タを用いたアジア域気候の

将来変化予測に関する研

究 

東京大学 

高薮 縁 
138,349 A A

研

究 
 ◎ ◎ ○ 

規制・

報告、

学術

論文

等 

4 

環境研

究総合

推進費 

脱温暖

化 

気候変動問題に関する合

意可能かつ実効性をもつ

国際的枠組みに関する研

究 

国立環境研

究所 

亀山康子 

67,555 A A
研

究 
  ◎ ○ 

規制・

報告

書 

5 

環境研

究総合

推進費 

自然共

生 

シマフクロウ・タンチョウを

指標とした生物多様性保

全－北海道とロシア極東と

の比較 

北海道大学 

中村太士 
116,568 A A

研

究 
 ◎ ◎ ◎ － 

6 

環境研

究総合

推進費 

自然共

生 

在来マルハナバチによる

環境調和型ポリネーション

様式の確立に関する研究

京都産業大

学 

高橋純一 

11,400 A A

技

術

開

発 

 ◎ ○ ○ 

学術

論文

等 
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資金 

制度 

領域 

 
課題 研究代表者

研究費 

（千円） 

中

間

評

価

事

後

評

価

研

究

の

分

野

＊ 

成

果

の

活

用 

行

政

へ

の

反

映 

保

全

へ

の

貢

献 

研

究

の

継

続

性 

国際

貢献 

 

7 

環境研

究総合

推進費 

安全確

保 

PM2.5 規制に影響する汚

染混合型黄砂の組成的特

徴と飛来量/降下量に関す

る研究 

国立環境研

究所 

杉本伸夫 

(西川雅高) 

115,102 A A
研

究 
◎ ◎ ◎ ○ 

その

他 

TEMM

黄砂

WG1 

 

8 

環境研

究総合

推進費 

循環型 

【復興

枠】 

災害廃棄物の処理におけ

る石綿の適正管理に関す

る研究 

国立環境研

究所 

山本貴士 

70,482 B A
研

究 
 ◎ ◎ ○ － 

9 

地球温

暖化対

策技術

開発・実

証研究

事業 

交通分

野 

EV バス早期普及に向けた

長寿命電池による 5 分間

充電運行と電池リユースの

実証研究 

東芝インフラ

システムズ株

式会社 

石和浩次 

909,300 7.0
両

方 
◎ ◎ ◎ ○ － 

10 

地球温

暖化対

策技術

開発・実

証研究

事業 

住宅・オ

フィス等

分野 

超断熱サッシ開発による住

宅の高断熱化検証とゼロ・

エミッション住宅検証 

有限会社和

建築設計事

務所 

青木和壽 

167,780 7.3

技

術

開

発 

◎   ○ － 

 

*1 課題研究の分野：技術開発＝製品・技術開発分野、研究＝研究・調査分野、両方＝左記の両方 

*2 国際貢献：研究＝国際共同研究、規制＝規制・標準、技術＝技術移転、途上国＝途上国支援、その他 
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２．２ 個別ヒアリング調査の結果 

個別調査を実施した各課題について、研究概要、アンケート調査の結果概要、個別ヒアリング調

査の結果概要を以下に示す。 

 

（１）温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究 

 

・競争的研究資金制度：環境研究総合推進費 

・研究代表者 ： 三村 信男（茨城大学） 

・研究期間 ： 平成 22 年度から平成 26 年度まで（5年間） 

・研究費総額 ： 1,919,237千円 

・事後評価  ： A（S～Dの 5段階評価） 

 

① 研究概要 

【研究実施体制】 

1(1)統合評価モデルによる温暖化影響評価・適応政策に関する研究（（独）国立環境研究所） 

1(2)温暖化ダウンスケーラの開発とその実用化（筑波大学、（独）海洋研究開発機構、北海道大学） 

1(3)気候変動による水資源への影響評価と適応策に関する研究（東京大学、東北大学、東京大学

大学院、国立保健医療科学院、東洋大学） 

1(4)沿岸・防災リスクの推定と全国リスクマップ開発（東北大学、福島大学、国土技術政策総合

研究所、静岡大学、東京大学） 

1(5)地球温暖化が日本を含む東アジアの自然植生に及ぼす影響の定量的評価（（独）森林総合研究

所） 

1(6)農業・食料生産における温暖化影響と適応策の広域評価（（独）農業環境技術研究所、（独）

農業・食品産業技術総合研究機構、埼玉県環境科学国際センター） 

1(7)温暖化の健康影響－評価法の精緻化と対応策の構築－（筑波大学、大阪府立大学、（独）国立

環境研究所、長崎大学） 

1(8)媒介生物を介した感染症に及ぼす温暖化影響評価と適応政策に関する研究（（独）国立環境研

究所、国立感染症研究所、） 

1(9)温暖化適応政策による地域別・部門別の受益と負担の構造に関する研究（名城大学、東北文

化学園大学、兵庫県立大学、日本総合研究所） 

2(1)地域社会における温暖化影響の総合的評価と適応政策に関する研究（法政大学、埼玉県環境

科学国際センター、東京都環境科学研究所、長野県環境保全研究所） 

2(2)亜熱帯化先進地九州における水・土砂災害適応策の研究（九州大学） 

3 アジア太平洋地域における脆弱性及び適応効果指標に関する研究（茨城大学、（独）国立環境

研究所、（公財）地球環境戦略研究機構、国際連合大学） 

 

【研究目的】 

本研究プロジェクトは、温暖化対策の新しい課題に対応する研究（適応策の研究）の推進を目

的としている。第一に、我が国を対象にして、より詳細な分野毎の物理的・経済的影響の把握と

適応策実施の効果推定を目的にした高度な影響・適応策評価モデル（ボトムアップ型モデル）を

開発する。同時に、全国的なトップダウン型影響予測モデルを開発し、ボトムアップ型モデルと



 

74 
 

併用することで、全国影響評価の精緻化を図る。これらによって、適応策の実施が将来の影響リ

スクをどの程度低減するかを予測する。第二に、都道府県や市町村レベルでのモニタリング手法

を開発し、都道府県レベルでの温暖化影響を把握する。さらに、地域レベルで使いやすい影響予

測手法と予測結果の可視化手法を開発することによって、地域における適応策策定の支援を可能

にする。第三に、国内の研究成果を基に、アジア太平洋地域における適応策実施の優先順位や費

用対効果の分析を行うため、途上国に適応可能な脆弱性・影響・適応効果評価指標の開発・標準

化を行い、影響のより厳しい影響が予想される途上国における適応策の計画・実施に貢献する。

本プロジェクトにより、我が国における適応策策定を支援し、安全・安心な気候変動適応型社会

の実現可能性を評価することが可能となる。また、定量的影響評価を可能とする簡易手法の開発

により、自治体レベルでより具体的な適応策を社会実装するための総合政策化方策の提示が可能

となる。さらに、途上国における脆弱性・影響・適応可能性の評価は、国際貢献の観点からも非

常に重要である。このためには、本プロジェクトでは、国内の関連分野の研究者を広く結集して、

有機的に統合して取り組む。 

 

＜本研究により得られた主な成果＞ 

科学的意義 

・自治体レベルの適応策を科学的に貢献可能な詳細かつ国内最先端の温暖化影響評価モデル（河

川水中の浮遊砂及び Wash load 成分、ダム湖の水質、水災害リスク、森林生態系、コメ：収量・

品質、果樹：リンゴ・ニホンナシ・ウンシュウミカン・タンカン、熱ストレス死亡リスク、日

本脳炎、ヒトスジシマカ分布域）の開発に成功したことは、世界でもトップクラスの成果であ

る。また、最新の気候モデルを用いた総合影響評価を実施し、全国における複数分野の気候変

動の影響と適応策の効果を検討できたことは、日本初の科学的知見である。 

・複数の分野において、全国規模で俯瞰的な影響評価および適応策の目標設定を具現化できる手

法を開発できたことは画期的な成果である。 

・従来の気候シナリオでは、使用できるデータ期間やシナリオが限られていた。本研究で開発し

たダウンスケーラでは、影響評価研究者が自由度の高い気候予測情報を得ることが可能になる

ため、地域スケールの多様な影響予測・影響評価研究に大きく資すると期待される。 

・マクロ的かつトップダウン的なアプローチの下で緩和政策と適応政策を総合的に比較する枠組

みの評価手法の構築に成功した。 

・温暖化の影響を地域社会の多様なエンドポイントに至る構造として分析し、温暖化（気候外力）

影響を顕在化させる社会経済的要因として感受性、適応能力の側面に着目し、その改善として

の「追加的適応策」のあり方や、適応策の検討手順、検討のための指標体系の構築に成功した。 

・災害外力が増大するという遷移過程における防災技術のあり方を災害免疫力の概念に基づいて

検討し、社会や自然環境と調和しながら防災力を上げていくためには、「順応的適応策」が不可

欠であることを明らかにした。また、順応的適応策となり得る防災技術の特性を明らかにし、

その条件を満たす防災技術を流域の山地部、河川部、都市域、沿岸域を対象として開発し、社

会実装の検討を行った。 

・メコンデルタとガンジス流域における事例研究を通じて開発された災害と農業に対する脆弱性

及び適応効果指標は、特に脆弱な地域を同定し、適切な適応政策・適応資金配分の判断材料と

することができる。さらに、地域特性に対応したコミュニティベースの適応策の提案・実践に

繋がる。 
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環境政策への貢献 

＜行政が既に活用した成果＞ 

・中央環境審議会（地球環境部会・気候変動影響評価等小委員会）で作成された「日本における

気候変動による影響に関する評価報告書（案）」の中で、研究成果が多数引用された。 

・「適応計画」策定に向けたわが国における気候変動影響評価情報を整備することを目的とした環

境省の「平成 26 年度気候変動への理解のための気候変動による将来影響の予測等実施委託業

務」における気候変動による将来影響の予測計算に貢献した。 

・農林水産省及び国土交通省の第 2 回沿岸部（海岸）における気候変動の影響及び適応の方向性

検討委員会において、本研究成果である砂浜消失率の将来予測結果を提示した。海岸侵食につ

いても農林水産省及び国土交通省の第 2 回沿岸部（海岸）における気候変動の影響及び適応の

方向性検討委員会において、本研究成果である砂浜消失率の将来予測結果を提示した。適応策

の検討については、防災気象情報に対する住民や自治体の認識に関する調査結果は、内閣府「竜

巻等突風対策局長級会議」、気象庁「竜巻等突風予測情報改善検討会」、気象庁「防災気象情報

の改善に関する検討会」において報告し、同検討会の答申に貢献した。特別警報に関する調査

結果の一部は、2014 年「気象業務はいま(気象白書)」に掲載された。 

・長野県、長崎県、三重県、東京都などへ温暖化影響予測結果（マツ枯れ、ブナ林、シラビソ、

アカガシなど）の提供を通して、地方自治体の温暖化適応施策へ貢献した。 

・白神山地世界遺産地域科学委員会（環境省・林野庁主催）へ委員としての参加し、温暖化の影

響検出モニタリングに協力した。 

・筑波山（国定公園）のブナ林は 1980 年代から衰退が指摘されてきたが、茨城県生活環境部環境

政策課主催「筑波山ブナ林保護対策検討委員会（2008～2011 年）」において委員として保全策

の立案に協力した。その成果として、2012 年 3 月に「筑波山ブナ林保全指針」が策定され、保

全策実施の根拠となっている。 

・本研究の成果を活かして、長野県及び埼玉県が地域適応方針を作成した。さらに、「地域適応フ

ォーラム」や全国各地での関連講演等を通じて情報発信を行うことにより、「地域適応ガイドラ

イン」に示した適応策の基本的考え方や検討手順が、全国各地の各県での適応策の検討に参考

にされた。 

・沖縄県の平成 22 年度地域協力型環境保全営農支援モデル事業（平成 22 年 12 月 17 日公募）の

目的の中に、研究の成果に基づいたゲリラ豪雨対策の必要性が明記された。 

・国土交通省の矢部川河川整備計画に本研究の順応的適応策の概念の一部が採用され記載された。 

・大分県竹田市の橋梁部における流木災害対策に本研究の成果が反映され、実施された。 

・大分県竹田市の玉来ダムの検証委員会では、最終的に流水型ダムを用いた治水策を支持すると

の答申が出され、現在、建設が始まっている。玉来ダムでは、最新の研究成果を集積した最高

の流水型ダムの築造を目指すことになっており、研究成果が最大限に発揮されることになって

いる。 

・ガンジス流域の農業に関して開発された適応効果評価指標を用いて、現地の状況に応じた適切

な適応策の提案が可能となり、成果が当該地域の環境政策に反映された。 

 

（行政が活用することが見込まれる成果） 

・三重県、埼玉県、福岡県、石川県、兵庫県、京都市、長崎県、福島県などの地方自治体から、

県別の総合影響評価の結果提供の依頼があり対応した。2015 年の夏、我が国の適応計画が公表
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されることも受け、今後、研究成果が各自治体の適応計画を強力に支援することが期待される。 

・ダウンスケーラの完成によって、スーパーコンピュータを保有していない自治体の政策担当者 

や研究者が主体となって必要な予測データを作成することが可能となったことで、土地利用政

策や緑化政策、省エネ政策の結果を地域気候予測結果に反映でき、自治体や途上国が行う環境

政策の結果が反映されることが期待される（例、インドネシア公共事業省、インドネシア気象

気候地球物理庁、兵庫県農政環境部温暖化対策課、環境省地球環境局総務課研究調査室）。 

・東アジア地域（韓国、中国・台湾、極東ロシア）の研究機関と連携して、温暖化影響の予測研 

究を推進した研究成果は、東アジアの各地域における温暖化適応策を組み込んだ自然環境保全

策に貢献することが期待される。 

・EU、OECD、国内の地方自治体においても簡易に将来の熱ストレス死亡リスクを推計できるシス

テムが S-8 によって構築されたことから、今後、適応計画策定に広く利用されることが期待さ

れる。介入研究に関しては、それ自体が地方自治体の環境政策の一つと考えられる。 

・五島市、三郷市での調査実施後、研究成果の報告に伺い、市の保健担当職員の方々との意見 

交換を行った。これにより、両市の今後の対策に役立てていただくことが期待される。 

・河川の上流山地部に小規模流水型ダム群を設置し、かつカスケード方式で運用することは、 

将来の水・土砂災害の様相が変化しても全て対応でき、流域貯留という総合治水の概念にも合

致するため、将来の治水対策として国や自治体での活用が大いに見込まれる。 

・「気候変動のためのレジリエンス構築」と「サステイナビリティのためのリーダーシップ」 

を通じてトランスディシプリナリー型高等教育プログラムを開発したことにより、政策決定

者を含む多様なステークホルダーが参加し、より局地化した適応策を実践できると期待される。 

 

② 現在までの研究の流れ 
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③ アンケート調査結果 

1)課題研究について 

a)課題研究の分野：環境研究・調査分野(社会科学分野を含む) 

b)課題研究の意義や成果のアピール 

気候変動適応に関する研究を日本の中心となって推進し，緩和策のみならず適応策を社会に

実装するための科学的基礎を構築した。 

c)課題研究の参画者数：約 100 人 

 

2)課題研究の成果の活用状況について 

a)研究成果の環境行政への反映状況（見込みを含む） 

反映の種類 反映時期（年） 具体的内容 

国（法令・条例・行政計画・

ガイドライン等） 

2015 年 気候変動の影響への適応計画（内閣府） 

都道府県（報告書） 2014 年～ 自治体における適応計画や報告書等 

国際（報告書） 2014 年 IPCC WGII AR5 

 

b)成果の環境保全への貢献の状況（見込みを含む） 

貢献の種類 貢献時期（年） 具体的内容 

安全の確保（リスク管理） 2017 年～ 自治体における適応策の実施等 

 

c）成果活用のための環境省の取組や努力について 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための環境省の必要な取組み 

長期的な視点から研究開発を支援することで、潜在的な環境リスクに対して対応が可能となる。 

 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための研究者としての努力 

・時機を逸しない研究成果の公表 

 

3)課題研究終了後の展開状況について 

a)課題研究の展開状況 

継続的研究の実施状況 実施できた理由／中止、終了した理由 

課題研究から派生･発展した研究を実施してい

る 

適応策を定量的に検討できる高度なモデルの

開発 

 

b)課題研究終了時と現時点の研究ステージ 

       

基礎研究/基礎調

査等の段階 

目的基礎研究など

中間段階 

応用/実用化など

の中間段階 

モデル・技術・社会

システム等の普及

／製品開発の段階

課題研究終了時 ○  ◎ ○ ○  

現時点 ○  ○ ◎ ○ 
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c）競争的資金の活用による研究開発の進展への寄与（資金を得なかった場合と資金を得た現在の

評価） 

 
4)課題研究や関連する継続的な研究の実績や波及効果について 

 

a)論文等の実績 

論文件数 
総説・解

説 

口頭発

表等 

招待講演

等 
受賞 その他 

査読あり 
内、クレジッ

ト記入件数    

国内 111 件 111 件 0 件 327 件 639 件 8 件 16 件 

海外 236 件 236 件 2 件 492 件 71 件 2 件 0 件 

＊クレジット件数：本競争的研究資金による研究成果であることを明記した論文の件数 

 

b)知的基盤の強化につながる活動実績 

事例 具体的内容 

－ － 

 

c)課題研究終了後の特許出願件数と現在の状況 

出 願 審査中 登 録 取り下げ 実施許諾 海外出願 

0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

 

d)課題研究終了後の表彰等の実績 

受賞者 賞名／受賞機関 受賞理由（業績） 受賞年 

Tsuyama et. al. 論 文 賞  Journal of 

Forest Research 誌 

過去の影響予測を行った論文 2015 年 

 

e)課題研究や継続的研究に関連した一般市民への情報提供、啓発活動の実績 

活動の媒体等 時期 具体的内容、件数など 

講演・シンポジウ

ム・市民講座 
2014 

地球温暖化に関する国際シンポジウム「変化する気候への適応

と未来の姿」(主催：文部科学省、環境省、観客約 400 名) 

0

2

4

6
研究開発課題の克服

研究コミュニティ形成

産学官連携等人材育成

研究活動の国際的展

開

１．資金がなかった場合の現状 ２．資金を得たことによる現在の評価
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テレビ・ラジオ 2014 
記者発表「温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究

2014 報告書」 

新聞 2015 
北海道新聞(2015 年 3 月 1 日、朝刊、海面水温上昇と低気圧の

発達について) 

 

④ インタビュー調査結果 

１．研究開発の状況 

この研究の前段に環境省推進費での S-4 研究がある。S-4 では、評価のメッシュサイズが大きか

ったため、S-8 では日本への影響評価のメッシュを 1km とするダウンスケールを実施した。開発当

時は「適応策」が一般社会に浸透しておらず、国の指針も設定されていなかったので、本研究の成

果による情報発信の社会に与えてきた影響は大きかったと考えられる。本研究は、文部科学省の

気候変動適応戦略イノシアティブへと引き継がれている。研究のイメージとしては S-8 が適応研究

の全体性に視点をおいた研究で、文部科学省プロジェクトは特定分野に関する適応策を深く研究

することに視点を設定している。 

２．成果の活用（取組み状況、解決すべき課題、今後の見通し等） 

［成果の活用］ 

①IPCC WG2AR5 に貢献すると共に、気候変動の影響への適応計画（内閣府 2015）等各省庁に

おける適応策に成果が多数引用され活用された。 

②温暖化の影響を自治体ごとに評価したため。自治体での独自の適応策を検討する上での参考

となった。本研究の成果を基に、長野県と埼玉県が最初に適応策を検討した。 

③研究成果を基に、「気候変動適応策のデザイン」という書籍を出版した。 

３．評価及び競争的資金制度について 

［評価について］ 

 中間評価での指摘は研究に役立った。アドバイザーからも非常に有意義な指摘を頂いた。 

［競争的資金制度について］ 

 環境省推進費は非常に有意義な研究資金制度であった。今後の課題は、本研究のような国の

政策決定のためのベースとなる研究をどのような仕組みで継続していくかにある。本研究で構築さ

れた研究者のネットワークを引き続き活用できるような仕組みがあると良い。 

［中間評価後に行った改善について］ 

中間評価では、サブテーマ間の成果のばらつきについて指摘された。そこで本研究では、研究

の方針と、47 都道府県毎の対策案を一覧表として整理するという最終目標を明確にして各研究者

に随時示すと共に、定期的な会合を持ち、進捗状況の把握に努めた。 

４．その他 

 戦略研究では、非常に多数の研究者が関与している。研究者間の連携を持ち続けるのが肝要で

ある。 

［支援策／研究者の取組み］ 

３年目から文部科学省気候変動適応研究推進プログラムのメンバーと共同で定例会議を設定し

た。これにより、研究者の感心と自治体のニーズを結びつけることが可能となった。 
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（２）街区型環境未来都市モデルの構築とそれに基づく都市政策提案 

 

・競争的研究資金制度：環境研究総合推進費 

・研究代表者 ： 北詰 恵一（関西大学） 

・研究期間  ： 平成 24 年度から平成 26 年度まで（3年間） 

・研究費総額 ： 35,426 千円 

・事後評価 ： A（S～Dの 5段階評価） 

 

① 研究概要 

【研究実施体制】 

(1)社会資本ストック・マネジメントによるコンパクトな都市形成論（関西大学） 

(2)都市機能ストック・マネジメントとスマートモビリティの形成による QOL 向上（関西大学） 

(3)都市環境ストック・マネジメントによる都市代謝インフラとエネルギーインフラのリ・デザイ

ン（関西大学） 

 

【研究目的】 

本研究は、都市のストックの価値を高めるための市民の認識を明示的に扱いつつ、社会資本、

都市機能と関わる交通、環境インフラによるエネルギーマネジメントに対する個人・世帯の行

動モデルを構築するとともに、環境政策に対する主体の反応をシミュレーションして評価する

ことを目的とする。具体的には、3つのサブテーマに分かれ、次のような目的を設定した。 

(1)社会資本ストック・マネジメントによるコンパクトな都市形成論 

社会資本を、各ディストリクトの地域性から説明されるまちの成り立ちの視点から捉え、市民

生活と密着した市民の行動・評価データをもとに政策評価を行う。そして、街区群単位の土地

条件と環境行動を関連づけ、個々の環境行動を主体別に知らなくても、外形的な要因で知るこ

とができる土地条件と政策効果の関連づけの中で政策効果推計を行う。 

(2)都市機能ストック・マネジメントとスマートモビリティの形成による QOL 向上 

環境未来都市における都市活動と空間移動に関する時系列的変化を交通行動者のエージェント

モデルとして構成し、環境に配慮した都市交通政策評価を行うことを目的とする。具体的には、

交通行動者を自律的エージェントとして、都市活動と空間移動に関する都市モデルを構成する。

このとき、街区単位での都市交通政策のインパクトを時間的空間的に把握し、エージェントの

局所的な行動の帰結として、都市活動と交通現象を表現する。特に、都市交通機関として、都

市鉄道などの公共交通機関の整備が行われている大都市圏における都市交通政策と、主体的な

公共交通機関がバス交通であり、自動車中心社会が構成されている地方都市圏の都市交通政策

をそれぞれ検討する。 

(3)都市環境ストック・マネジメントによる都市代謝インフラとエネルギーインフラのリ・デザイ

ン 

 複数の用途、属性により構成される街区群の特性を考慮した既成市街地のディストリクトベー

スのエネルギー需要プロファイルの推定を可能とするモデルの構築と、そのモデルを用いて長

寿社会、低炭素社会に対する都市政策の効果をシミュレーションにより評価し、スマートな街

区のエネルギーマネジメント・政策提案を行うことを目的とする。 

 



 

81 
 

＜本研究により得られた主な成果＞ 

（1）科学的意義 

1)これまで環境政策を評価するモデルは多く提案されてきたが、住まい方、都市機能、エネルギ

ーを総括的に扱うエージェントベースのモデルは無い。現段階では枠組み構築に留まっている

が、個々のデータは NHK の行動データや国勢調査の世帯データやパーソントリップデータなど

のエージェントとして扱うことのできるレベルでのデータを連携させた上でのモデルとなって

おり、それぞれの部分でのモデルの妥当性も検証された。今後、これらを実際に繋げたモデル

を構築することで、エージェントベースでのトータルな政策評価が可能なプラットフォームと

なるモデルが期待できる。さらに、GIS 上で表現し、かつ街区単位での大縮尺での検討が可能

であることから、より細かい、また、現在実証実験が進む街区型のスマート政策の評価に馴染

むものとなっている。 

2)都市市民に対応する自律エージェントの都市交通に関する局所的意思決定結果から全域的な都

市活動と空間移動の状態変化を生じる過程を表現するエージェントモデルを開発した。これに

より大都市圏および地方都市圏の街区型環境未来都市における効果的な都市交通政策について

実証的に検討が可能となった。 

3)大都市中心市街地では、鉄道主体の公共交通機関の整備が行われているため、環境面に配慮し

た利用交通機関の多様性を確保し、アクセス交通を含めた自動車抑制型の街区内の歩行空間の

確保の重要性が高いこと、地方都市では、市民のモビリティ確保の視点から、自動車抑制とい

うより、代替的交通手段としてのカーシェアリング、超小型モビリティ、HV・EV を含むエコカ

ーの有効活用の重要性が高いことを指摘した。 

4)住宅、非住宅系のエネルギー需要の推定モデルとして、これまでほとんど見られなかった地区

特性、就業特性、世帯特性に応じた変動幅を考慮した確率モデルを開発した。そのモデルは、

30 分毎のエネルギー需要を推定でき、都市政策や技術オプションの評価に適用できる。また、

そのインプットデータは、PT 調査、社会生活基本調査、国勢調査等の一般的なデータをもとに

算定できる汎用性の高いモデルとして開発した。 

5)今後の高齢化によるエネルギー需要の増大に対して集住化施策により駅勢圏へ立地を促す高齢

者向け住宅供給と福祉施設を併せて推進することにより、エネルギー消費量、最大電力需要と

も低減できることが明らかとなり、街区群のスマートなエネルギーマネジメントに示唆を与え

ることができた。 

 

(2)環境政策への貢献 

＜行政が既に活用した成果＞ 

1)吹田市が設置した「吹田操車場跡地地区低炭素まちづくり協議会」において研究代表者が副委

員長を務め、本研究の知見を活かした提案を行った。具体的には、吹田操車場跡地地区の低炭

素まちづくり計画を作成するにあたり、低炭素を目指すエリアマネジメントにおける住民の役

割、低炭素交通手段の利用促進に向けた総合的な交通システム、エネルギーの面的利用・管理

による先導的なエネルギー街区形成について助言や提案を行い、まちづくり計画に反映した。 

2)西宮市が設置した「西宮市新エネルギー・省エネルギー推進計画策定委員会」において研究代

表者が委員を務め、本研究の知見を活かした提案を行った。具体的には、住民の参画と協働を

キーワードとしたスマートコミュニティの形成方針や推進計画の目標設定および進行管理マネ

ジメントについて助言や提案を行い、新エネルギー・省エネルギー推進計画に反映した。 
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3)岐阜市都市計画審議会において、都市計画道路の見直しにおいて、環境に配慮した道路づくり

を展開している。また、岐阜市総合交通協議会において、環境にやさしいコンパクトシティ推

奨のための BRT の導入を推進した。また地域自律型のコミュニティバスサービスの推進に参画

してきた。 

4)研究分担者の盛岡は、神戸市環境保全審議会会長（27 年現在も会長）として、また 27 年 3 月

まで環境モデル都市推進協議会会長として、神戸市の環境モデル都市推進の重要な役割を果た

し、本研究の知見を活かした提案により、神戸市の環境モデル都市行動計画の策定（平成 26 年

3 月）に貢献した。 

5)神戸市が「スマート都市づくり計画」のモデル地区として取り組んでいる旧居留地において、

地元のまちづくり組織である旧居留地連絡協議会と協力して会員企業のエネルギーマネジメン

トを助言し、実測とデマンド管理の支援を行い、神戸市が進める低炭素都市づくりに、研究成

果を提供することができた。 

 

＜行政が活用することが見込まれる成果＞ 

本研究で開発したエネルギー需要プロファイルモデルは、汎用的なものであり、インプット

データも国勢調査、社会生活基本調査、パーソントリップ調査、都市計画基礎調査、住宅地図

といった一般に入手可能なデータである。今後、他の地域において自治体や地域エネルギー会

社（エリアマネージャー）等の各ステークホルダーがエネルギーマネジメントを計画・評価す

る上で活用可能である。 

 

② 現在までの研究の流れ  
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③ アンケート調査結果 

 

1)課題研究について 

a)課題研究の分野：環境研究・調査分野(社会科学分野を含む) 

b)課題研究の意義や成果のアピール 

環境にやさしい都市の実現を、人々の生活単位として身近な「街区」という広さで考え、政

策提案に繋げた点が特徴的であり、人々の生活・交通・エネルギー利用を総合的に考えること

が重要であることを示した。 

c)課題研究の参画者数：5人 

 

2)課題研究の成果の活用状況について 

a)研究成果の環境行政への反映状況（見込みを含む） 

反映の種類 反映時期（年） 具体的内容 

- - - 

 

b)成果の環境保全への貢献の状況（見込みを含む） 

貢献の種類 貢献時期（年） 具体的内容 

- - - 

 

c）成果活用のための環境省の取組や努力について 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための環境省の必要な取組み 

環境行政の推進に当たり必要とされる計測・分析技術の開発・高度化への支援 

 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための研究者としての努力 

環境政策立案及び政策の実施への貢献 

潜在的な環境リスク要因の分析 

 

3)課題研究終了後の展開状況について 

a)課題研究の展開状況 

継続的研究の実施状況 実施できた理由／中止、終了した理由 

課題研究から派生･発展した研究を実施してい

る 

引き続き環境政策実施に対してニーズの高い

研究テーマと認識しており、数年は自己の研

究資金で継続し、平成29年度からは他の研究

者代表の環境研究総合推進費のサブーマとし

て研究を進めている。内容は、より明確にレジ

リエントの概念を打ち出したものとして発展させ

ている。 
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b)課題研究終了時と現時点の研究ステージ 

       

基礎研究/基礎調

査等の段階 

目的基礎研究など

中間段階 

応用/実用化など

の中間段階 

モデル・技術・社会

システム等の普及

／製品開発の段階

課題研究終了時 ◎ ○ ○ ○ 

現時点 ○ ◎ ○ ○ 

 

c）競争的資金の活用による研究開発の進展への寄与（資金を得なかった場合と資金を得た現在の

評価） 

 
 

4)課題研究や関連する継続的な研究の実績や波及効果について 

a)論文等の実績 

論文件数 
総説・解

説 

口頭発

表等 

招待講演

等 
受賞 その他 

査読あり 
内、クレジッ

ト記入件数    

国内 0 件 0 件 3 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

海外 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

＊クレジット件数：本競争的研究資金による研究成果であることを明記した論文の件数 

 

b)知的基盤の強化につながる活動実績 

事例 具体的内容 

研究ネットワークの

形成 
共通の関心のある研究者間での議論を行う打ち合わせを行った。 

 

 

0

1

2

3

4
研究開発課題の克服

研究コミュニティ形成

産学官連携等人材育成

研究活動の国際的展開

１．資金がなかった場合の現状 ２．資金を得たことによる現在の評価
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c)課題研究終了後の特許出願件数と現在の状況 

出 願 審査中 登 録 取り下げ 実施許諾 海外出願 

0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

 

d)課題研究や継続的研究に関連した一般市民への情報提供、啓発活動の実績 

活動の媒体等 時期 具体的内容、件数など 

－ － － 

 

④ インタビュー調査結果 

１．研究開発の状況 

 環境にやさしい都市の実現を、人々の生活単位として身近な「街区」という広さで考え、政策提案

に繋げた点が特徴的であり、人々の生活・交通・エネルギー利用を総合的に考えることが重要であ

ることを示した。これらの要素技術を基本として、本研究は、①環境研究総合推進費（H27-29）「巨

大地震による震災廃棄物に関わる社会リスクをふまえたサステイナブルな適応策評価」、②環境研

究総合推進費（H29-31）「再生可能都市への転換戦略～気候変動と巨大自然災害にしなやかに

対応するために～」、③科学研究費補助金（H29-31）「住宅ストック遷移を内生化した都市マイクロ

シミュレーションの開発と政策分析への適用」へと引き継がれている。 

２．成果の活用（取組み状況、解決すべき課題、今後の見通し等） 

［成果の活用］ 

 街区という単位で生活・交通・エネルギーを具体的に定量的に評価可能としたことで、市町村レ

ベルでの自治体の環境に関する取り組みに指針を示せた。 

幾つかの自治体の環境に関する委員会では本研究担当者が委員長、委員を務め、具体的な政

策作成に貢献してきた。本研究の成果を基に、民間企業との共同研究、自治体のマスタープラン

作成等を実施していきたい。 

３．評価及び競争的資金制度について 

［評価について］ 

 中間評価は非常に有意義だった。また、PO にも有意義な助言を頂いた。 

［競争的資金制度について］ 

 計画変更、経費使途の変更などにも対応して頂き、非常に役立つ資金であった。 

［中間評価後に行った改善について］ 

中間評価の結果を受けて研究を改善し、PO を介して費目替えをお願いした。中間評価で指摘

されたことを理由にしたことで費目替えが容易に認められた。 

４．その他 

 環境研究総合推進費は、環境施策への行政貢献を目的とする主旨が明確になっており、良い競

争的資金であると考える。 

 

  



 

86 
 

（３）CMIP5 マルチモデルデータを用いたアジア域気候の将来変化予測に関する研究 

 

・競争的研究資金制度：環境研究総合推進費 

・研究代表者 ： 高薮 縁（東京大学 大気海洋研究所） 

・研究期間   ： 平成 24 年度から平成 26 年度まで（3年間） 

・研究費総額 ： 138,349 千円 

・事後評価 ： A（S～Dの 5段階評価） 

 

① 研究概要 

【研究実施体制】 

(1)アジアの四季に強い降水をもたらす大規模気候場の解明とその将来変化についての研究（東京

大学） 

(2)アジア域気候とこれに関連する陸面・海面状態の将来変化の研究（国土交通省気象庁気象研究

所） 

(3)ダウンスケーリング研究のための CMIP５マルチモデルにおけるアジアモンスーン気候再現性

と将来変化の研究（筑波大学） 

(4)熱帯域現象が東アジアの降水活動に与える影響の解明とその将来変化の研究（（独）海洋研究

開発機構） 

(5)対流圏－成層圏循環場とアジア気候の将来変化に関する研究（（独）海洋研究開発機構） 

 

【研究目的】 

アジア域の降水現象およびそれに関わる地球全域の気候状態の将来変化について予測する際、

人間社会への影響という観点において効果的な情報を抽出することが重要である。IPCC AR5 でも、

アジア域の降水の将来変化についての詳細な情報は非常に不足している。そこで、本課題では、

CMIP5 に集約された世界各国の複数の高性能気候モデルによる予測結果を詳細に分析することに

よって、日本を含むアジアの気候が温暖化に伴い今後どのように変化していくのかを示し、日常

生活、文化活動、経済活動等において地球温暖化への適応策を考案するための支援を行うことを

目的とする。その際、時間的に平均した気候分布のみならず、高低気圧や季節進行など、我々の

日常生活に直接的な影響を及ぼす日々の変化をもたらす気象に注目し、さらにそのような気象の

再現性の良し悪しをもたらす物理的な要因を調べる。各サブ課題は以下の項目に注目して解析を

行う。 

(1)梅雨前線に伴う降水の特性とその季節進行、黒潮などの海面水温分布の変化に伴う降雨変化

の再現性とその物理的要因を評価し、それに基づいて温暖化時の変化を議論する。東アジアの

気候に遠隔影響をもたらす熱帯降水分布やユーラシア大陸上の降水分布の気候モデルバイアス

の原因を調査し、将来変化を議論するのに不可欠な気候モデルの性能に関する提言を行う。 

(2)日本の季節進行やアジア域気候および関連する海面陸面状態の将来変化について、高い気候

再現性を持った予測結果を解析し予測の信頼度を高めるとともに、気候力学的メカニズムを分

析することで科学的な理解を進める。 

(3)ダウンスケーリング研究に影響を与える夏季アジアモンスーンの再現性について統計的・力

学的な比較を行う。また、地球温暖化時の寒候期の寒気吹き出し強度の変化について評価する。

(4)台風、熱帯季節内変動などの熱帯域の諸現象について、気候モデル再現性を調べ、将来変化
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を評価する。さらにテレコネクション等を通して熱帯域の対流活動が東アジアに及ぼす影響と

その将来変化を評価する。 

(5)観測データ、気候モデル実験、及び CMIP5 モデルの 20 世紀再現実験と将来予測実験のデー

タ解析を組み合わせて、対流圏－成層圏循環場の再現性の検証と将来予測に関する研究を行う。 

 

【本研究により得られた主な成果】 

（1）科学的意義 

本課題「CMIP5 マルチモデルを用いたアジア域気候の将来変化予測に関する研究」では、気候

モデルの再現性に関して物理的解釈に重点を置いて研究を行った結果、3年間で Nature 論文を含

む 33 本の査読付一流国際学術誌への掲載発表と、198 件の学会等の口頭発表を達成し、この分野

における科学的理解の発展に大きく貢献したといえる。また、3 回の国際会議を主催して海外の

エキスパートを招聘し、CMIP5 相互比較によるアジア気候の将来変化研究についての研究情報交

換を行ったことも科学的意義が大きい。 

 

①アジアの四季に強い降水をもたらす大規模気候場の解明とその将来変化についての研究 

a）最新の衛星観測データと大規模気象場とを組み合わせた解析により、前線南北での降水の 3次

元構造の顕著な違いを世界で初めて明らかにし（Yokoyama et al. 2014）、初夏の日本付近の降

水に関する理解を深めた点で科学的意義が大きい。 

b）熱帯太平洋降水分布のダブル ITCZ と赤道域冷舌バイアスは、世界中の気候モデルに共通して

見られる重要な問題として知られているが、本研究によって世界で初めて、前者は主に大気モ

デルの積雲対流パラメタリゼーションに起因し、後者は海洋モデル依存性が高いという、バイ

アス要因が明確分離にされた(Hirota and Takayabu, 2013)点で科学的意義が大きい。さらにダ

ブル ITCZ バイアスに関して、気候モデルによる感度実験も行い、物理プロセスの理解に基づい

て具体的なモデルの改良方法も示した(Hirota et al. 2014)ことも科学的価値が高い。ユーラ

シア大陸上の降水バイアスも多くのモデルが共通して抱える問題であり、その発生メカニズム

の解明は科学的価値が高い。 

c）九州北部豪雨の解析と数値実験結果は、東シナ海の水温の顕著な季節性が水蒸気供給による大

気の不安定化を通じて豪雨に本質的に寄与し得ることを初めて明確に示し、科学的意義が高く、

Scientific Reports 誌掲載の成果論文（Manda et al. 2014）として記者発表した。 

d）Okajima et al. 2014 は、従来否定されてきた中緯度海洋変動が大規模大気循環に及ぼす影響

を初めて明確に示した点で科学的価値が高い。また、東方海上の海洋前線帯における水温の 10

年規模変動期変調が自然変動の揺らぎと解釈できたことは、北太平洋域の気候状態の将来変化

予測に不確実性をもたらす新たな要因を見出した。 

e）Masunaga et al.（2015）は、全球大気モデルにおいても十分な水平解像度があり、水温前線

を表現できる水温データを与えれば、日本の東方海上の複雑な水温分布の顕著で局所的な水温

勾配が大気境界層のメソ構造や雲・降水系の形成に与える影響を表現できることを示し、科学

的価値が高い。 

f）夏季の北極海沿岸ストームトラックの研究（Nishii et al. 2015）は、温暖化の著しい北極海

域への熱・水蒸気の輸送の再現性に、IPCC クラスの気候モデルではかなりの過小評価と不確実

性があることを指摘し、シベリア域の陸面・植生などの表現の改善の必要性を促す価値がある。 
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②アジア域気候とこれに関連する陸面・海面状態の将来変化の研究 

a）アジアモンスーン地域では、他地域よりもモンスーン循環の弱化（力学的効果）による降水

量へのマイナス効果が小さく、蒸発量が多い。このため、他地域よりも水蒸気の増加の効果が

現れやすく、大きな降水増加が予測されていることがわかった。 

b）東アジアにおける月平均降水量や極端降水量の再現性は CMIP5 が CMIP3 より精度が良く。ま

た梅雨の北上傾向がより良く再現されている。世界の気候モデルによる東アジアの降水量再現

性は確実に再現していることが判明した。 

c）日本の南東海上での高気圧性変化はアリューシャン低気圧の南側を弱める方向に寄与するた

め、地球温暖化に伴って日本付近の冬型気圧配置が弱化してユーラシア大陸を起源とする寒波

が弱まるという将来像が示唆される。温暖化による熱帯対流圏の成層安定化が東アジアにおけ

る冬の循環の変化に及ぼす影響については、Hori and Ueda(2006)などの先行研究が存在するも

のの、数は少なく、これまで理解があまり進んでいなかった。そのため、本研究が果たした科

学的意義は大きいと考えられる。 

 

③ダウンスケーリング研究のためのCMIP５マルチモデルにおけるアジアモンスーン気候再現性と

将来変化の研究 

 温暖化により、時期・季節によっては現在気候よりも大きな気温急低下が生じる可能性を示し

た。ただし、気温低下幅の将来変化はモデル間で大きくばらつき、季節平均などの大気循環場

の現在気候再現性とは関連性を見いだすことは困難であった。すなわち、ダウンスケーリング

研究で利用する全球モデル選択のためには、季節平均気象要素の再現性だけでなく、短周期変

動の再現性も含め、複数の指標を総合した評価基準で選択する必要があることを示した。 

 

④熱帯域現象が東アジアの降水活動に与える影響の解明とその将来変化の研究 

 気候モデルによる再現が難しいとされてきた熱帯季節内変動現象に関し、再現性の評価により

信頼性の高いモデルを抽出することで現象の解析を行い、不確実性の低い将来予測情報の抽出

が可能となったことは、科学的意義が大きい。 

 

⑤対流圏－成層圏循環場とアジア気候の将来変化に関する研究 

地球温暖化の新たなシグナルが、成層圏の QBO という現象に既に現れていることを発見すると

ともに、大気微量成分を全球に運ぶ極めて重要な BDC の強化を観測データから世界で初めて立

証し、気候モデル予測の正当性を示した点は、今後の温暖化予測研究にとっての科学的意義が

大きく、Nature に掲載された（Kawatani and Hamilton, 2013）。この知見は、オゾン層将来予

測モデルを用いたオゾン層回復時期・程度に関する知見に定量的な示唆を与える可能性もあり、

今後のモデル予測精度の向上や、IPCC の科学的知見の収集にも貢献する。大きな放射強制力を

持つ故に、気候変動に重要な役割を果たす成層圏水蒸気の年々変動について、その実態を示し

メカニズムの解明をしたことや、中高緯度で成層圏から対流圏まで伸びる東西風の年々変動の

再現性には成層圏を含む必要を示した科学的意義は大きい。また、新たな GTEM 解析法により、

現実的な波動と平均場の相互作用について、理論的に予想された負の渦拡散の効果を初めて定

量的に取り扱うことが出来るようになったことの科学的意義も大きい。 
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(2)環境政策への貢献 

＜行政が既に活用した成果＞ 

1)気象庁は、サブ課題 2の成果を「異常気象レポート 2014」（2015 年 3 月発行）に引用した。 

2)2013 年に発行された IPCC AR5 には、本課題メンバーによる学術論文 17 本（同グループによる

推進費先行課題 S-5-2 の成果で本課題に継続している）が引用された。 

 

＜行政が活用することが見込まれる成果＞ 

(1)アジアの四季に強い降水をもたらす大規模気候場の解明とその将来変化についての研究 

a）梅雨の雨の特徴は、数百㎞幅の降雨帯の中で顕著な南北差をもち、前線の南側では激しい積乱

雲の雨が多い。ジェット気流などが気候変動に伴い僅かに南北移動すると、豪雨頻度など日本

域の雨の様相に急激な変化をもたらす可能性を示唆するもので、防災面における温暖化対策策

定の際に重要な知見を与えることが見込まれる。 

b）本研究の同著者によるダブル ITCZ の要因についての論文の第一報（先行推進費）は将来予測

のための気候モデルの重要な改良策を指摘し、IPCC AR5 に引用された。今回はその物理的意味

をより明確にした点で、気候モデル改良への指摘にさらに活用されることが見込まれる。 

c）九州北部豪雨の再現・感度実験は、浅い東シナ海の水温の顕著な季節性の寄与を初めて明確化

し、今世紀半ば以降は東シナ海水温の顕著な上昇によって、将来こうした規模の豪雨が 6 月末

にも起こり得る可能性を示唆し、かつ 7月ならば現在よりも 30％もの降水量増加が見込まれる

可能性を示唆するもので、今後の防災・環境政策に役立つ重要な知見を与える。 

d）日本東方海上などの海洋前線帯の水温偏差は海洋循環の変動により形成・維持されるため、中

高緯度では例外的に大気へ熱力学的強制を及ぼし得る。今回の大気大循環モデル実験の結果は

季節予報の精度向上にも寄与し得る成果である。この研究成果の論文は IPCC AR5 でも引用され

ている。 

e）一般市民向け小冊子「暑いだけじゃない地球温暖化２：世界の気候モデルが予測する東アジア

と日本の雨」は、本課題で発行された査読つき学術論文の成果から、地球温暖化に伴う身近な

気象の変化についてのわかりやすい話題を選び、内容を噛み砕いて編集したものであり、国民

に地球温暖化の効果を実感してもらうための活用が役立つと考えられる。 

 

(2)アジア域気候とこれに関連する陸面・海面状態の将来変化の研究 

本研究で得られた地球温暖化に伴う気候の変化についての情報は、より具体的に国民や関係機

関に伝えられることにより、日本社会の様々な分野での影響評価研究に基づく適応策の検討に

貢献できる。 

具体的には、a）日本を含むアジア域では世界各地域に比べて地球温暖化による大きな降水増加

が予測されるため、大雨に対する備えと水の有効利用が必要であること、b）地球温暖化に伴っ

て日本付近の冬型気圧配置が弱化してユーラシア大陸を起源とする寒波が弱まるという将来像

が理論的に明確になったこと、c）日本付近では大気循環の変化に伴う海面水位変化が大きく、

世界平均海面水位の将来変化値による議論のみでは不十分であること、d）世界の気候モデルの

降水量再現性は着実に向上しているが、日本を含むアジアでは観測との絶対比較ではまだまだ

不十分であり、陸面温度や海面水温の将来変化に伴う降水量変化の不確実性も認められること

から、今後も気候モデルの開発とこれを用いた温暖化予測研究が望まれること、である。 
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(3)ダウンスケーリング研究のための CMIP５マルチモデルにおけるアジアモンスーン気候再現性

と将来変化の研究 

 寒気吹き出し時の気温低下幅が、東アジアの初春期で特に強くなることを初めて示した。初春

期での気温低下幅の強化は、単に気象要素の短周期変動性の変化にとどまらない。東アジアに

おいては、a) 黄砂の発生・輸送動態の変調をもたらす、b) 温暖化した気候に適応した品種の

農作物に対する低温障害を引き起こす、などの影響が考えられる。この知見はアジア域全体で

の温暖化適応策の多国間協議の場において特に重要な知見となると期待される。 

 

(4)熱帯域現象が東アジアの降水活動に与える影響の解明とその将来変化の研究 

熱帯インド洋から中部太平洋で発達する大規模な雲群（MJO：マッデン・ジュリアン振動）の発

達は、日本を含む東アジア域における低気圧活動に大きく影響している。将来気候においては

熱帯 MJO による中緯度への影響が強化するであろうことが示唆された。日本付近の将来気候変

動予測においては、熱帯域現象の再現性や予測精度を向上させることが重要であるという知見

を示している。 

また、気候モデルにおける将来気候実験では、台風発生に好都合な環境場であるフィリピン沖

のモンスーン低圧帯が東に伸張し、台風の主要発生域が東方へ拡大又は移動し、日本域への台

風接近数が減少する可能性があることが示唆された。この成果は、IPCC AR5 への貢献論文とし

て地球温暖化関連政策に資するとともに、我が国における防災・環境政策にも重要な示唆を与

える知見である。 

 

(5)対流圏－成層圏循環場とアジア気候の将来変化に関する研究 

地球温暖化による成層圏循環の応答を初めて観測から実証し Nature 誌に発表した。これは、政

策者が地球温暖化の事実の下に政策を行うことをサポートする重要な証拠となる。更に温暖化

影響の正確な把握には成層圏現象を正しく表現できる気候モデルの利用が必要不可欠なことを

示した。これはオゾンホール回復のための政策にも重要である。 
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② 現在までの研究の流れ 

 

③ アンケート調査結果 

1)課題研究について 

a)課題研究の分野：環境研究・調査分野(社会科学分野を含む) 

b)課題研究の意義や成果のアピール 

地球温暖化に伴い、台風や梅雨、日本近辺の様々な気象現象がいかに変化するかについて、現

在ばらつきのある最先端の世界の気候モデルが予測する結果の集合の中から物理的な考察に基

づいた答えを出した。その成果を一般向けのわかりやすいパンフレットにまとめて発表した。 

c)課題研究の参画者数：31 人 

2)課題研究の成果の活用状況について 

a)研究成果の環境行政への反映状況（見込みを含む） 

反映の種類 反映時期（年） 具体的内容 

国際 

（報告書） 

2013 年  IPCC AR5 への引用：Kitoh, A., H. Endo, K. 

Krishna Kumar, I. F. A. Cavalcanti, P. Goswami, 

and T. Zhou, 2013: Monsoons in a changing world 

regional perspective in a global context. J. 

Geophys. Res. Atmos., 118, 

doi:10.1002/jgrd.50258. 

国際 

（報告書） 

2013 年 IPCC AR5 への引用：Yokoi, S., C. Takahashi, K. 

Yasunaga, and R. Shirooka, 2012: Multi-model 

projection of tropical cyclone genesis frequency 
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反映の種類 反映時期（年） 具体的内容 

over the Western North Pacific: CMIP5 results. 

SOLA, 8, 137-140 

国 

(法令・条例・行政計画・ガ

イドライン等) 

2015 年 環境省, 気象庁, 2015, 21世紀末における日本の

気 候 （ パ ン フ レ ッ ト )  に 引 用 。

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/pamph_teki

ou/2015/index.html：Mizuta, R., O. Arakawa, T. 

Ose, S. Kusunoki, H. Endo, and A. Kitoh, 2014: 

Classification of CMIP5 future climate responses 

by the tropical sea surface temperature changes. 

SOLA, 10, 167-171, doi:10.2151/sola.2014-035.

国 

(法令・条例・行政計画・ガ

イドライン等) 

2017 年 気象庁, 2017, 地球温暖化予測情報 第9巻に引

用 

http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/GWP/index.h

tml：Mizuta, R., O. Arakawa, T. Ose, S. Kusunoki, 

H. Endo, and A. Kitoh, 2014: Classification of 

CMIP5 future climate responses by the tropical 

sea surface temperature changes. SOLA, 10, 

167-171, doi:10.2151/sola.2014-035. 

b)成果の環境保全への貢献の状況（見込みを含む） 

貢献の種類 貢献時期（年） 具体的内容 

低炭素社会の構築 2013 年 

IPCC AR5 への引用：Kitoh, A., H. Endo, K. 

Krishna Kumar, I. F. A. Cavalcanti, P. Goswami, 

and T. Zhou, 2013: Monsoons in a changing world 

regional perspective in a global context. J. 

Geophys. Res. Atmos., 118, 

doi:10.1002/jgrd.50258. 

低炭素社会の構築 2013 年 

IPCC AR5 への引用：Yokoi, S., C. Takahashi, K. 

Yasunaga, and R. Shirooka, 2012: Multi-model 

projection of tropical cyclone genesis frequency 

over the Western North Pacific: CMIP5 results. 

SOLA, 8, 137-140 

低炭素社会の構築 2015 年 

環境省, 気象庁, 2015, 21世紀末における日本の

気候（パンフレット) に引用。

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/pamph_teki

ou/2015/index.html：Mizuta, R., O. Arakawa, T. 

Ose, S. Kusunoki, H. Endo, and A. Kitoh, 2014: 

Classification of CMIP5 future 

低炭素社会の構築 2017 年 

気象庁, 2017, 地球温暖化予測情報 第9巻に引

用 

http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/GWP/index.h

tml： 
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c）成果活用のための環境省の取組や努力について 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための環境省の必要な取組み 

条約等の国際的な取り組み、国際交渉等への科学技術的な知見の活用。直面する環境問題で

研究の助けが必要なものは何かを研究者に提示する。研究者との密な情報交換。 

 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための研究者としての努力 

直面する環境問題についての環境行政担当者との情報交換。諸外国との研究開発の協力関係

の構築。 

 

3)課題研究終了後の展開状況について 

a)課題研究の展開状況 

継続的研究の実施状況 実施できた理由／中止、終了した理由 

課題研究から派生･発展した研究を実施してい

る 

世界の気候モデル（CMIP5)を用いた温暖化に

よる将来の気象現象の変化についての研究成

果を発展させ、日本および東アジア域の将来

の降水変化について集中的に知見を得るため

の研究課題を、現在進行中の推進費研究に

応募し採択されたため実施できた。日本とアジ

ア域の降水に焦点を当てた点、気候モデル以

外の衛星観測データなどの観測データなども

活用する点で本アンケートの課題研究と異な

る。 

 

b)課題研究終了時と現時点の研究ステージ 

       

基礎研究/基礎調

査等の段階 

目的基礎研究など

中間段階 

応用/実用化など

の中間段階 

モデル・技術・社会

システム等の普及

／製品開発の段階

課題研究終了時 ○  ○ ◎ ○ 

現時点 ○  ○ ○ ◎ 
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c）競争的資金の活用による研究開発の進展への寄与（資金を得なかった場合と資金を得た現在の

評価） 

 

4)課題研究や関連する継続的な研究の実績や波及効果について 

a)論文等の実績 

論文件数 
総説・解

説 

口頭発

表等 

招待講演

等 
受賞 その他 

査読あり 
内、クレジッ

ト記入件数    

国内 0 件 0 件 1 件 104 件 6 件 4 件 － 件 

海外 30 件 30 件 3 件 53 件 8 件 0 件 - 件 

＊クレジット件数：本競争的研究資金による研究成果であることを明記した論文の件数 

b)知的基盤の強化につながる活動実績 

事例 具体的内容 

国際共同研究への

参加 

課題終了後に派生した研究により、米国ユタ大学の Zipser 教授らと極端

降雨に関する国際共同研究を行い、成果をNature Communications誌に

発表した。Hamada, A., Y. N. Takayabu, C. Liu, and E. J. Zipser, 2015: 

Weak linkage between the heaviest rainfall and tallest storms. Nat. 

Commun., Vol. 6(6213), doi: http://dx.doi.org/10.1038/ncomms7213 . 

人材育成 

人材育成を目的とした山梨県甲府南高校教養講演に招待され「衛星か

ら地球の雨を科学する ―降水異変は起こっているのか―」のタイトル全

校生徒（840 名）および保護者に向けて一般後援会を実施した（高薮縁：

2017.10.10) 

国際共同研究への

参加 

Belmont Forum 国際共同研究「気候予測可能性と地域間連関」の課題

として「季節～10 年規模の地域間連関が気候予測の改善へ向けて持つ

潜在的可能性 (InterDec)」が H28 年に採択され、その副代表に中村尚

が就いた。 

0

1

2

3

4
研究開発課題の克服

研究コミュニティ形成

産学官連携等人材育成

研究活動の国際的展

開

１．資金がなかった場合の現状 ２．資金を得たことによる現在の評価
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事例 具体的内容 

国際共同研究への

参加 

気候モデル QBO（準 2 年振動）国際比較プロジェクトが 2015 年に発足

し、主要メンバーとして参画している。2A-1201 の成果である Kawatani 

and Hamilton (2013, Nature)の QBO 温暖化研究が上記プロジェクトの発

足にも影響を与えた。 

 

c)課題研究終了後の特許出願件数と現在の状況 

出 願 審査中 登 録 取り下げ 実施許諾 海外出願 

0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

d)課題研究終了後の表彰等の実績 

受賞者 賞名／受賞機関 受賞理由（業績） 受賞年 

小坂 優 文部科学大臣表彰若手

科学者賞／文部科学省

異常気象や地球温暖化に関わ

る熱帯気候変動と遠隔影響の

研究 

2016 年 

小坂 優 正野賞／日本気象学会 熱帯大気海洋結合変動がもた

らす気候影響のメカニズムと予

測可能性の研究 

2017 年 

河谷 芳雄 気象学会賞／日本気象

学会 

「重力波解像モデルを用いた中

層大気大循環の研究」。主な受

賞理由：気候変動に伴う QBO

の研究を発展させた。 

2017 年 

 

e)課題研究や継続的研究に関連した一般市民への情報提供、啓発活動の実績 

活動の媒体等 時期 具体的内容、件数など 

テレビ・ラジオ 2016 年 

テレビ朝日「報道ステーション」（2016 年 6 月 22 日）九州豪雨

の環境場について 

・高薮縁：「豪雨の環境場として、インドシナ半島や中国南部

からやってくる大気の川（Atmospheric River）が上空を非常に

湿らせることが重要な役割を果たしていることについて、 

解説を行った」 

テレビ朝日「報道ステーション」（2016 年 6 月 22 日）九州豪雨

の環境場について 

・高薮縁：「豪雨の環境場として、インドシナ半島や中国南部

からやってくる大気の川（Atmospheric River）が上空を非常に

湿らせることが重要な役割を果たしていることについて、 

解説を行った」 

テレビ・ラジオ 2016 年 

テレビ朝日「報道ステーション」（2016 年 6 月 22 日）九州豪雨

の環境場について 

・中村尚：「東シナ海の高い海水温も豪雨を起こしやすい環境

を整えているという解説を行った」 

講演・ 

シンポジウム 
2017 年 

第１回イオン未来の地球フォーラム（1st FORUM on FUTURE 

EARTH）招待講演「地球温暖化と雨を考える」（実施者：高薮

縁、主催：公益財団法人イオン環境財団・東京大学国際高等

研究所サステイナビリティ学連携研究機構、平成29年2月25

日、聴講者約 200 名、場所：東京大学武田ホール） 
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講演・ 

シンポジウム 
2017 年 

墨田区医師会主催の区民フォーラム 2017 にて「地球温暖化

と雨」というタイトルで一般市民向け講演会を行った（高薮縁）

講演・ 

シンポジウム 
2017 年 

山梨県甲府南高校教養講演にて「衛星から地球の雨を科学

する ―降水異変は起こっているのか―」のタイトルで全校生

徒（840 名）および保護者に向けて一般後援会を実施した（高

薮縁：2017.10.10) 

講演・ 

シンポジウム 
2015 年 

東京学芸大学カフェテリア講座「天気予報セミナー ～気象予

報士に挑戦～」（実施者：佐藤尚毅、主催：東京学芸大学、平

成 27 年 4 月 17 日 

講演・ 

シンポジウム 
2015 年 

JAMSTEC 横浜研究所 193 回公開セミナーにて講演「マッデ

ン・ジュリアン振動（MJO）の解明をめざして」（実施者：横井

覚、主催：JAMSTEC 横浜研究所、平成 27 年 6 月 20 日） 

講演・ 

シンポジウム 
2015 年 

平成 27 年度理数系教員指導力向上研修「天気図で学ぶ天

気予報と気象学」（実施者：佐藤尚毅、主催：東京学芸大学理

科教員支援センター、平成 27 年 6 月 22 日、参加者：約 20

名） 

講演・ 

シンポジウム 
2015 年 

第 37 回夏季大学「熱帯積雲対流のマルチスケール構造をと

き解す～雄大積雲から MJO まで～」（実施者：高薮縁、主催：

気象学会関西支部、聴講者約 100 名、平成 27 年 8 月 22 日

場所：京都テルサ） 

講演・ 

シンポジウム 
2015 年 

第 27 回日本気象学会夏期特別セミナー「気候変動に伴う成

層圏赤道準 2 年振動の変化＆研究の裏話」（実施者：河谷芳

雄、主催：九州大学、平成 27 年 9 月 6 日、参加者：約 80 名）

講演・ 

シンポジウム 
2015 年 

群馬県立高崎高校生徒に対する特別講義「地球温暖化の仕

組みとそれに伴う異常気象について」（実施者：中村尚、平成

27 年 9 月 10 日、聴講者約 50 名、場所：東京大学先端科学

技術研究センター） 

講演・ 

シンポジウム 
2015 年 

平成 27年度環境研究総合推進費 研究成果発表会「暑いだ

けじゃない～地球温暖化世界のモデルが予測する東アジアと

日本の雨～」（実施者：高薮縁、主催：環境省、平成 27 年 10

月 23 日、聴講者約 120 名、場所：都道府県会館） 

講演・ 

シンポジウム 
2015 年 

平成 27 年度理数系教員指導力向上研修「天気図で学ぶ天

気予報と気象学」（実施者：佐藤尚毅、主催：東京学芸大学理

科教員支援センター、平成 27 年 12 月 28 日、参加者：約 20

名） 

講演・ 

シンポジウム 
2016 年 

The Yokohama Science Frontier Forum for International 

Research in Science and Technology (ysfFIRST)「成層圏大気

力学と気候変動」（実施者：河谷芳雄、主催：横浜サイエンス

フロンティア高校、平成 28 年 3 月 17 日、参加者約 80 名） 

講演・ 

シンポジウム 
2016 年 

土曜講座「気候変動と異常気象：どこまで予測できるのか?」

（実施者：中村尚、主催:私立市川学園中学校・高等学校、平

成 28 年 5 月 14 日） 

講演・ 

シンポジウム 
2016 年 

東京大学駒場リサーチキャンパス公開 2016 イベント「地球が

たいへん！温暖化を学ぼう」（実施者：小坂優・中村尚、主催：

東京大学先端科学技術研究センター、平成 28 年 6 月 3・4

日、場所: 東京大学先端科学技術研究センター） 
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講演・ 

シンポジウム 
2016 年 

OB ゼミ「地球温暖化と異常気象：現状と将来予測」（実施者：

中村尚、主催：私立栄光学園中学校・高等学校、平成 28年 6

月 8 日） 

講演・ 

シンポジウム 
2016 年 

駿台予備学校 東大教授講演会「宇宙から雨を観て見えてき

たもの」（実施者：高薮縁、主催： 

駿台予備学校、平成 28 年 7 月 2 日、聴講者約 118 名） 

講演・ 

シンポジウム 
2106 年 

ソウル大学ウィーク国際交流行事ミニワークショップ（2016 年 7

月 22 日、東京大学先端科学技術研究センター、観客約 30

名） 

講演・ 

シンポジウム 
2016 年 

第 50 回夏季大学「エルニーニョと異常気象」（実施者：小坂

優、主催：日本気象学会、 

平成 28 年 7 月 30 日・31 日、場所: 気象庁） 

講演・ 

シンポジウム 
2016 年 

川崎市退職女性校長会（梅の実会）「衛星から見た世界の雨

と気候」（実施者：高薮縁、主催： 

川崎市退職女性校長会、平成 28 年 10 月 4日、聴講者約 40

名） 

講演・ 

シンポジウム 
2016 年 

島田県立浜田高等学校向け講義「気候のゆらぎとうつろいの

科学」（2016 年 12 月 8 日、東京大学先端科学技術研究セン

ター、観客約 40 名） 

講演・ 

シンポジウム 
2017 年 

公開シンポジウム「我が国の衛星地球観測計画 」（実施者：

高薮縁、主催：日本学術会議地球惑星科学委員会 地球・惑

星圏分科会 平成 29 年 7 月 18 日（火）参加者 204 名） 

その他 2015 年 

成果の記者発表（2015 年 7 月 30 日、於文部科学省、「日本

近海の夏の大気圧分布に数十年規模で変化する関係を発見

～コメの収穫量や台風数との相関を指摘～」） 

新聞 2015 年 
毎日新聞（2015 年 7月 30 日、朝刊 28面、「海洋研究開発機

構など指摘 エルニーニョ 影響に周期性?」） 

新聞 2015 年 

毎日新聞（2015年 7月 30日、大阪版、朝刊26面）「東大など

チーム エルニーニョ影響に周期性? 「翌年冷夏」予測できぬ

時期も」） 

新聞 2015 年 

日本農業新聞（2015年7月30日、朝刊1面）「海洋研究開発

機構、東京大学 夏の気圧配置 日本近海 低 フィリピン 高

米は不作」） 

新聞 2015 年 
日本経済新聞（2015年 8月 4日、朝刊 3面）「エルニーニョで

冷夏のはずが… 海水温に異変・台風も」） 

新聞 2015 年 
日刊工業新聞（2015 年 8 月 10 日、朝刊 14 面）「海洋研究開

発機構 夏の日本近海 数十年規模で気圧分布変化」 

新聞 2015 年 
朝日新聞（2015年 10月 11日朝刊、全国版、34頁）「10月 10

日…あれ、何の日？」 

新聞 2015 年 
朝日新聞（2015年 10月 19日、全国版、1頁）「台風時の高潮

ハザードマップ 沿岸自治体、作成 2 割弱」 

その他 2015 年 

成果の記者発表（2015 年 12 月 11 日、於東京大学先端科学

技術研究センター、「成層圏オゾンホールの影響を地表に伝

える南大洋の水温分布―20 世紀後期に観測された南半球の

気候変化、および気候の将来予測に対する示唆―」） 
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その他 2015 年 

成果の記者発表（2016 年 2 月 1 日、於海洋研究開発機構、

「海洋循環に潜む『パラレルワールド』の存在を指摘 ―アンサ

ンブル実験により黒潮続流の年々変動要因を解析―」） 

新聞 2016 年 
中国中央電視台（2016 年 6 月 19 日、エルニーニョ翌夏の東

アジアの異常天候について解説） 

テレビ・ラジオ 2016 年 
NHK総合「テレビニュース7」（2016年6月21日、九州での記

録的豪雨への水温上昇の影響について解説） 

新聞 2016 年 
読売新聞（2016 年 8 月 18 日夕刊、全国版、6 頁「温暖化「一

休み」…海面温の低下で 0.3 度抑制」） 

新聞 2016 年 
毎日新聞（2016年 8月 23日、全国版、2頁「海水温低下で温

暖化 0.3 度抑制 熱帯太平洋「冷や水効果」」） 

テレビ・ラジオ 2016 年 
テレビ朝日「報道ステーション」（2016年9月8日）豪雨の環境

場について解説（実施者：高薮縁） 

雑誌･書籍 2016 年 
Newton（2016 年 9 月号、ニュートンプレス社「異常気象と地球

温暖化の脅威」） 

テレビ・ラジオ 2016 年 
NHK 総合テレビ「首都圏ニュース 845」（2016 年 12 月 2 日、

北極海の海氷減少と日本の寒冬について紹介） 

雑誌･書籍 2016 年 
Newton（2016 年 12 月号、ニュートンプレス社「エルニーニョが

異常気象を引き起こすしくみとは?」） 

テレビ・ラジオ 2017 年 
テレビ朝日「報道ステーション」（2017 年 1 月 11 日、温暖化が

進行した将来の日本への寒波について解説） 

新聞 2017 年 
日本経済新聞（2017 年 1 月 22 日、全国版、25 頁「減る北極

氷 日本に寒風」） 

雑誌･書籍 2017 年 Newton別冊（2017年2月、ニュートンプレス社「海のすべて」）

 

④ インタビュー調査結果 

１．研究開発の状況 

全球的な気候変動では、気温の上昇予測だけでなく、台風や梅雨、日本近辺の様々な気象現

象がいかに変化するかについて予測する必要がある。現在ばらつきのある最先端の世界の気候モ

デルが予測する結果の集合の中から物理的な考察に基づいた答えを出した。この研究の継続研

究として、①科研費基盤研究（A)(H27-29）「Atmospheric River を介した中緯度熱帯結合と日本域

豪雨に関する研究」、②環境研究総合推進費（H27-29）「2-1503」地球温暖化に伴う気候変動と日

本・東アジア域の降水現象の変化に関する研究」を実施している。 

２．成果の活用（取組み状況、解決すべき課題、今後の見通し等） 

［成果の活用］ 

多くの科学技術論文を国際誌に発表し、IPCC WG１AR5 にも多数引用され貢献した。IPC が提

出した各種の排出源シナリオに基づき、10 年から 100 年スケールでの削減効果を評価した。 

定期的に環境省地球局と意見交換のための会合を持ち、連携を維持した。さらに、健康や農

業生産など各種の影響評価に資するように、アジア域でのモデル計算結果（地表気温、日射量、

降水量の月平均値など）を一般に公開した。 
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本研究の成果を一般向けのわかりやすいパンフレットにまとめて発表した。 

３．評価及び競争的資金制度について 

［評価について］ 

①中間評価は非常に役立った。 

②アドバイザー、ＰＯからは有意義な助言を頂いた。 

［競争的資金制度について］ 

①現在実施中の研究課題では、 （独）環境再生保全機構の事業となったことで、予算が使いやす

くなった。 

②ただ、研究費は削減されても研究内容は減らされないこともある。中間評価、事後評価はサブ課

題ごとに行われるが、研究費の額に対応した評価基準の設定が望ましいと考える。 

［中間評価後に行った改善について］ 

中間評価では、できること、できないことの指摘があった。たとえば、都市で適応できるようにダウ

ンスケールの研究と連携が求められたが、科学者として責任もってこの要求に応えることが難しい。

この点は、行政（環境省担当官）へ説明し理解を求めた。また、中間評価では総花的との指摘があ

ったので、全体の取りまとめに配慮した。 

４．その他 

①追跡評価のタイミングはちょっと遅い気がする。例えば、ヒアリングの実施が、研究終了後約 3 年

では次期研究が終了する時期になっている。 

②追跡評価アンケートを記載することが大変だった。特に、研究成果のリスト作成が大変である。前

もって作成依頼や提出時期の提示があると良かった。 
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（４）気候変動問題に関する合意可能かつ実効性をもつ国際的枠組みに関する研究 

 

・競争的研究資金制度：環境研究総合推進費 

・研究代表者 ： 亀山 康子（国立研究開発法人 国立環境研究所） 

・研究期間   ： 平成 24 年度から平成 26 年度まで（3年間） 

・研究費総額 ： 67,555 千円 

・事後評価 ： A（S～Dの 5段階評価） 

  

① 研究概要 

【研究実施体制】 

(1)気候変動問題における国際的合意可能性及び実効性に関する調査研究（）国立環境研究所） 

(2)気候変動に関する国際枠組みオプションの国際法的研究（名古屋大学） 

(3)炭素市場メカニズムの枠組みオプションに関する経済学的研究（兵庫県立大学） 

(4)炭素変動に関する国際交渉過程を踏まえた枠組みオプションに関する研究（（公財）地球環境

戦略研究機関） 

 

【研究目的】 

本研究では、ダーバン・プラットフォームで合意されるべき新たな国際枠組みについて、具体

的な枠組みのオプションを提示することを最終的な目的とする。この目的を達成するために、本

研究では、特に、交渉に直接的・間接的に携わる国内外の利害関係者（ステークホルダー）の意

見を収集し、また、収集した意見を踏まえてステークホルダーと情報共有していく双方向の情報

交換のプロセスを重視する。 

ダーバン・プラットフォームで目指されている国際枠組みに関しては、「すべての国の参加」と

「法的拘束力を伴う」枠組みであること、の 2 つだけが前提条件として決まっており、それ以外

の枠組みの法形式や構造等の具体的なイメージは、交渉会議を経て少しずつ固まっていくことが

想定されていた。また、その制度は、長期目標として気候変動影響を最低限度に抑えるに十分な

排出削減を実現するだけの実効性が必然的に求められる。既往研究では、トップダウン（厳格な

国際法を定めて各国が遵守する）かボトムアップ（各国の自主性を尊重し、それを足し合わせた

ものが国際的な対応となる）かという二択の議論が主流だったが、両者に長所短所があり、第 3

の道への工夫が求められている。 

この第 3 の道を模索するために、新しい枠組みの骨格としての法形式を中心にアンケート調査

を実施し、この結果を踏まえて、複数のオプション案を作成する。また、オプション案作成の際

に重要な構成要素となる排出削減目標、事前協議プロセス、MRV（測定、報告、検証手続き）、資

金メカニズム、炭素メカニズム、差異化方法等について、実際の交渉における国の意見の整理や

文献調査等によって包括的に検討した。 

 

【本研究により得られた主な成果】 

（1）科学的意義 

今回実施したウェブアンケート調査では、回答者が少ないという点で課題が残るものの、多数

の回答が得られることが調査開始当初から期待できないため、国際的に見ても類似の調査は皆無

であり、得られた知見には高い関心が寄せられた。また、アンケート調査で得られた知見を専門
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家に見せて意見を問うという手法を用いたインタビュー調査により、調査で得られた結果に対す

る信用性が高まった。このようなアンケートとインタビューを組み合わせた手法は、本課題のよ

うに、複雑で回答者が得られにくい定性的な結果を求める調査に有用と考えられる。 

国際法の観点からは、気候変動対策に関連して生じている、同一主題が複数の国際条約で規律

される場合の法的問題について検討し、いわゆる「国際法の断片化」と呼ばれる問題を実証的、

理論的に検討し、一つの具体的な事例研究の成果を提供することができた。また、多数国間環境

条約や他の分野の国際条約に見られる MRV の制度（報告･審査制度、遵守制度）について検討し、

条約義務の実効的な遵守確保を可能にする要因を検討し、条約の履行確保に関する研究成果を提

供することができた。 

経済学的な観点からは、炭素市場メカニズムの制度設計に関して、従来型の理論研究と実践現場

とのかい離の縮小を目指し、一部これを達成できた。 

さらに、国際交渉において長年、根深い対立点となっている、衡平性あるいは差異化のあり方

について、これまでの議論をレビューすると共に最新の動向をとりまとめ、主要交渉グループの

交渉ポジションをまとめることができた。また、2020 年以降の枠組み構築に向けた 2015 年合意

の位置づけに関するオプションをまとめ、それぞれにおける差異化のあり方についての検討を行

うことができた。 

 

(2)環境政策への貢献 

＜行政が既に活用した成果＞ 

中央環境審議会（環境省）、環境省「気候変動「2020 年以降の国際枠組み」に関する検討会」、

環境省「気候変動次期枠組みに関する IGES（地球環境戦略研究機関）ワーキンググループ」、産

業構造審議会（経済産業省）、総合資源エネルギー調査会（経済産業省）長期需給見通し小委員会、

交通政策審議会（国土交通省）、科学技術・学術審議会（文部科学省）、食料・農業・農村政策審

議会企画部会地球環境小委員会（農林水産省）等、政府内の各種審議会、委員会等の委員として

議論に参画し、本研究成果を基に、気候変動政策の立案に貢献した。 

地方自治体においても、兵庫県や神戸市、神奈川県、鎌倉市等の環境審議会において、本研究

の成果を踏まえて温暖化防止計画の改定作業に携わった。特に平成 26 年度には、神戸市の改定部

会の委員長、兵庫県のエネルギー政策有識者会議の委員長をそれぞれ務めるなど、自治体レベル

での温暖化対策の審議進展に寄与した。 

政策立案に関与する各種ステークホルダーへのインプットという観点からは、自由民主党、民

主党、業界団体等を対象として、本研究成果に基づき、気候変動交渉の動向と約束草案について

講演を行った。環境省主催「地球温暖化アジア太平洋地域セミナー」などにおいて、本研究成果

に基づくプレゼンを行う等、途上国の政策担当者の能力構築に貢献した。 

また、「気候変動次期枠組みに関する IGES（地球環境戦略研究機関）ワーキンググループまた、

外務省「21 世紀東アジア青少年大交流計画（JENESYS）」や JICA トレーニングワークショップに

おいて、本研究成果に基づくプレゼンを行う等、途上国の政策担当者の能力構築に貢献した。COP

期間中にはサイドイベントを複数主催し、あるいは国際エネルギー機関（IEA）等の国際機関や海

外の研究機関が開催するサイドイベント等において発表を行うことを通じ、本研究成果の国際的

な発信を行うとともに、日本の気候変動政策研究のプレゼンスを高めることができた。 

 

＜行政が活用することが見込まれる成果＞ 
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2015 年 3 月現在、行政の関心事は専ら 2030 年の排出削減目標の水準であるが、いったん水準

が決まった後は、全体の国際枠組みの中における排出削減目標の位置付けが ADP 会議での交渉の

焦点となることから、COP21 に至る半年余りの間、外務省や環境省の交渉担当官のポジションを

議論する際に参照してもらうことが期待される。特に、多数国間環境条約や他の分野の国際条約

に見られる MRV の制度（報告･審査制度、遵守制度）について検討し、条約義務の実効的な遵守確

保を可能にする要因を検討した、条約の履行確保に関する成果は、気候変動の国際枠組みの強化

のみならず他の環境条約の制度構築にも資することが見込まれる。 

また、アンケート調査報告書は英文にて公開していること、本研究成果に基づき、各国の INDC

の事前協議及び野心度引き上げのプロセス、及びアジアにおける気候資金の現状について、それ

ぞれダーバン・プラットフォーム作業部会（ADP）や資金に関する常設委員会（SCF）に対する意

見提出を行ったことから、COP21 以降も引き続き国外のステークホルダーにも本研究成果の影響

がインプットされることが期待できる。 

京都議定書に続く枠組みがどのようになるかは、国だけでなく自治体の政策にも影響する。た

とえば、兵庫県内でも石炭火力の増設が計画されているが、それを国内でオフセットするのは量

的に不可能と考えられ、国際的な市場メカニズムの利用が不可避であろう。 

 

② 現在までの研究の流れ 

 

③ アンケート調査結果 

1)課題研究について 

a)課題研究の分野：環境研究・調査分野(社会科学分野を含む) 

b)課題研究の意義や成果のアピール 

地球温暖化対策に関する国際枠組みとして新たにパリ協定が採択に至るまでの時期にあたり、

パリで合意可能な国際枠組みの構造を示すことが目的でもあり成果となった。年に１度、国外を

含む多数の関係者にアンケートを繰り返すことで、国ごとの関心事項や主張を定量的に示しなが

ら最終成果に至った。 

c)課題研究の参画者数：9人 
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2)課題研究の成果の活用状況について 

a)課題研究終了後、成果の実用化の状況（見込みを含む） 

成 果 実用化時期 概 要 

- - - 

b)研究成果の環境行政への反映状況（見込みを含む） 

反映の種類 反映時期（年） 具体的内容 

- - - 

 

c)成果の環境保全への貢献の状況（見込みを含む） 

貢献の種類 貢献時期（年） 具体的内容 

低炭素社会の構築 2015 年 

（裏づけ資料ではないが、）パリ協定の採択。それ

までに至る３年間で、できるだけ多くの類似の研

究を実施している海外研究者と対話を測り、合意

可能な国際制度の構造をインプットした。 また、

国内では、研究参画者ひとりひとりが各種審議

会・検討会等において本研究成果を踏まえた発

言を行った。 

 

d）成果活用のための環境省の取組や努力について 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための環境省の必要な取組み 

・直面する環境問題への解決策の提示（行政担当官との連携） 

・条約等の国際的な取組み、国際交渉等への科学技術的な知見の活用 

本課題でも環境省地球局国際室とは定期的に意見交換を実施し、日本の交渉ポジション形成

の時期に合わせて情報提供を行った。 

 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための研究者としての努力 

研究者サイドとしては、環境行政に貢献することが本研究費制度の義務という点を十分理解して

おくことが必要と思う。それを踏まえてどのように貢献するかは、一人ずつで異なるだろう。 

 

3)課題研究終了後の展開状況について 

a)課題研究の展開状況 

継続的研究の実施状況 実施できた理由／中止、終了した理由 

課題研究から派生･発展した研究を実施してい

る 

本アンケートで対象となっている研究は、パリ

協定採択を目指した研究であり、同協定採択

と同時にプロジェクトの目標は達成したという位

置づけだった。継続課題は、パリ協定で残され

た課題となった各国の対策を研究テーマとして

扱っており、テーマとしては前回と関連してい

るがより発展したものとなっている。 
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b)課題研究終了時と現時点の研究ステージ 

       

基礎研究/基礎調

査等の段階 

目的基礎研究など

中間段階 

応用/実用化など

の中間段階 

モデル・技術・社会

システム等の普及

／製品開発の段階

課題研究終了時  ○ ○ ○ ◎ 

現時点  ○ ○ ○ ◎ 

 

c）競争的資金の活用による研究開発の進展への寄与（資金を得なかった場合と資金を得た現在の

評価） 

 

 

4)課題研究や関連する継続的な研究の実績や波及効果について 

a)論文等の実績 

論文件数 
総説・解

説 

口頭発

表等 

招待講演

等 
受賞 その他 

査読あり 
内、クレジッ

ト記入件数    

国内 0 件 0 件 5 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

海外 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

＊クレジット件数：本競争的研究資金による研究成果であることを明記した論文の件数 

 

b)知的基盤の強化につながる活動実績 

事例 具体的内容 

  

 

c)課題研究終了後の特許出願件数と現在の状況 

出 願 審査中 登 録 取り下げ 実施許諾 海外出願 

0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

0

2

4

6

研究開発課題の克

服

研究コミュニティ形

成

産学官連携等人材育成

研究活動の国際的

展開

１．資金がなかった場合の現状 ２．資金を得たことによる現在の評価
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d)課題研究終了後の表彰等の実績 

受賞者 賞名／受賞機関 受賞理由（業績） 受賞年 

- - - - 

 

e)課題研究や継続的研究に関連した一般市民への情報提供、啓発活動の実績 

活

動の

媒

体

等 

時期 具体的内容、件数など 

新

聞・ 

テ

レ

ビ ･

ラ

ジ

オ 

2015

年で

39

件 

（５）マスコミ等への公表・報道等 

1) 田村堅太郎 ：読売新聞「米、強気の「28%削減」策」（2015 年 4 月 10 日） 

2) 高村ゆかり：NHK ニュース９（2015 年 6 月 2 日、COP21 に向かう国際交渉について紹

介） 

3) 高村ゆかり：北海道新聞（2015年6月29日、温暖化目標とエネルギーミックスの評価を

紹介） 

4) 有村俊秀：読売新聞全国版「省エネの風景 2015 ズームイン～職場の意識家庭へ拡

大」（2015 年 08 月 22 日） 

5) 亀山康子：フランス語メディア asialyst <https://asialyst.com/fr/>（アジア専門のニュー

スサイト）への掲載 (2015 年 8 月）日本政府が先月末公表した 2030 年の温室効果ガス排

出削減に関する約束草案へのコメント 

6) 有村俊秀：毎日新聞、全国版、「環境省：自然環境の経済価値、金額に」(2015年9月7

日) 

7) 高村ゆかり：週刊「エコノミスト」特集／福島後の未来をつくる（2015 年 9 月 29 日、日本

のエネルギー政策、特に再生可能エネルギー政策について解説） 

8) 田村堅太郎：メディア向け勉強会「COP21 に向けた日本、そして世界の動向について」

第 1 回 2015 年 10 月 2 日、第 2 回 2015 年 10 月 7 日 

9) 田村堅太郎：読売新聞「COP21 温室ガス減 合意を優先 各国目標お手盛り」コメント

掲載、（2015 年 10 月 18 日） 

10) 栗山昭久：毎日新聞「＜温室効果ガス削減＞石炭火力新設続き・・・排出量が目標上

回る」コメント掲載（2015 年 10 月 22 日） 

11) 栗山昭久: 毎日新聞「未来へのバトン：COP21 温室ガス削減、先進国目標「日本は

困難」 地球環境研、石炭火力新設に警告」（2015 年 10 月 23 日） 

12) 亀山康子：おはよう日本（NHK 総合・全国・7 時台）各国の約束草案合計値について

(2015 年 10 月 31 日） 

13) 有村俊秀：Bloomberg News (2015-11-10, “Want to Burn Coal and Save the Planet? 

Japan Touts a Solution” ) 

14) 亀山康子：毎日新聞、朝刊 温室効果ガス都「高い目標は姿勢」(2015 年 11月 21日）

15) 亀山康子： NHK ラジオ第一夕方ホットトーク 「COP21 での期待」(2015 年 11 月 24

日） 

16) 田村堅太郎：「NHK テレビ クローズアップ現代：シリーズ・瀬戸際の温暖化対策 (1)

世界は一つになれるか」（2015 年 11 月 25 日） 

17) 高村ゆかりNHKクローズアップ現代（2015年11月26日、米国、日本などの再エネ政

策、温暖化政策に関する成果について 30 分の番組の中で紹介） 

18) 高村ゆかり：NHK ニュースおはよう日本（2015 年 11 月 30 日、COP21 の国際交渉に

ついて紹介） 

19) 亀山康子：オーストラリア国営放送局 SBS オンデマンド配信(2015 年 11 月 25 日) 

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/japanese/ja/content/cop-21-tori-ben?language=ja



 

106 
 

85 

20) 亀山康子：「COP21 に関してのコメント」公益社団法人日本外国特派員協会（FCCJ）

の HP http://www.fccj.or.jp/ から You Tube にてオンデマンド配信 。(2015 年 11 月 28

日） 

21) 有村俊秀：朝日新聞, 全国版、「よみがえる排出量取引」（2015 年 11 月 28 日） 

22) 亀山康子：「COP21 について」TOKYO FM 『中西哲生のクロノス』（2015 年 11 月 30

日） 

23) 田村堅太郎： 「フジテレビ オンデマンド オンライン あしたのコンパス：COP21 始まる

防げるか地球温暖化」（2015 年 12 月 1 日） 

24) 高村ゆかり：TBS 報道特集/ 地球温暖化防止 「日本は後ろ向き」？（2015 年 12 月 5

日、日本と途上国のエネルギー政策と石炭火力輸出について解説） 

25) 田村堅太郎：「NHK NEWS WEB オンライン 温室効果ガス削減と経済成長 先端技

術で両立を」（2015 年 12 月 8 日） 

26) 高村ゆかり：NHKニュースおはよう日本（2015 年 12 月 13日、パリ協定と COP21 の評

価について解説） 

27) 田村堅太郎：産経新聞「対立 18 年薄氷の交渉実る 民間へのシグナルだ」投稿記

事、(2015 年 12 月 15 日） 

・ 産経ニュース オンライン 【COP21】「民間企業へのシグナルだ」 

・ Yahoo NEWS オンライン COP21「民間企業へのシグナルだ」 

・ goo ニュース オンライン【COP21】「民間企業へのシグナルだ」 

・ Iza ニュースまとめ オンライン COP21「民間企業へのシグナルだ」 

・ infoseek オンライン COP21「民間企業へのシグナルだ」 

・ BIGLOBE ニュース オンライン COP21「民間企業へのシグナルだ」 

・ LDR Pocket オンライン COP21「民間企業へのシグナルだ」 

・ Fuji Sankei Business i. COP21 「パリ協定」採択 日本 2 国間クレジット成果 

・ 産経 Biz オンライン COP21 「パリ協定」採択 日本 ２国間クレジット成果 

28) 高村ゆかり：共同通信配信（静岡新聞、沖縄タイムズなど掲載）（2015 年 12 月 15 日、

パリ協定とその評価について解説） 

29) 田村堅太郎「排出ゼロへの対応迫る 薄い日本の危機感」コメント 共同通信 (2015年

12 月 15 日） 

・ 北海道新聞朝刊全道「「脱炭素」迫られる社会＊パリ協定採択＊日本、危機感薄く」 

・ 東奥日報 朝刊「COP21「パリ協定」採択 「脱炭素」社会へ変革必至 日本の危機感、

依然薄く」 

・ 神奈川新聞「日本官民に危機感薄く／「脱炭素」へ対応は」 

・ 信濃毎日新聞朝刊「焦点＝COP21 採択のパリ協定 世界が連携「排出ゼロ」への対応

迫る 日本、官民の危機感薄く」 

・ 京都新聞朝刊「表層深層 日本「変革」へ危機感薄く パリ協定採択 排出量取引進ま

ず」 

・ 中国新聞朝刊「表層深層 排出ゼロへ世界連携 COP21 パリ協定採択 脱炭素の変革

が確実 薄い日本の危機感」 

・ 四国新聞朝刊「表層深層＝COP21 パリ協定採択 排出ゼロへの対応迫る 日本の官民

薄い危機感」 

・ 愛媛新聞「COP21 パリ協定採択 日本 国内事情に終始 発効要件のみこだわり 目標

達成へ危機感薄く」 

・ 佐賀新聞「表層深層＝ COP21 パリ協定採択 危機感薄い日本の官民 「排出ゼロ」へ

対応迫る」 

86 

・ 長崎新聞「表層深層／パリ協定採択／日本 薄い危機感／「脱炭素」へ 対応迫られる」

・ 沖縄タイムス「［表層深層］／「今世紀後半の実質ゼロ」 世界が連携／「脱炭素」 危機

感薄い日本」 
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30) 亀山康子：「COP21 について」BS フジ LIVE『PRIME NEWS』(2015 年 12 月 16 日） 

31) 亀山康子：「COP21 の結果」NHK Ｅテレ「視点・論点」(2015 年 12 月 17 日） 

32) 亀山康子：「FOCUS 地球温暖化対策の新たな枠組みに合意」Newton 誌 2016 年 3

月号 8-9。 

33) 田村堅太郎：環境新聞「パリ協定 目標引き上げ課題」プレゼン概要掲載 （2016 年 1

月 20 日） 

34) 田村堅太郎：朝日新聞「教えて！ パリ協定② 京都議定書とどう違うの」コメント掲載

（2015 年 2 月 23 日） 

35) 田村堅太郎・栗山昭久: 朝日新聞「石炭火力新設せず、ベトナム温室ガス削減」コメ

ント掲載 （2015 年 2 月 23 日） 

36) 田村堅太郎：「COP21の成果：パリ今日の概要と今後の課題」プレゼン概要掲載、コン

バーティング 515 号（2016 年 2 月）64-67。 

37) 田村堅太郎：メディア向け勉強会「電力部門における温暖化対策の現状と課題」

（2015 年 3 月 4 日） 

38）田村堅太郎「NHK 総合 NHK ニュース 7」（2015 年 3 月 4 日） 

39) 亀山康子：毎日新聞朝刊「温室ガス削減 30 年目標―家庭４割減道険し」(2016 年 3

月 5 日） 

 

講

演･

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム ・

市

民

講

座

（当

方

ら

が

主

催

し

た

も

の

に

限

定） 

2015

年度

で７

件 

（４）シンポジウム、セミナーの開催（主催のもの） 

1) IGES：「2020 年以降の新しい気候変動国際枠組みへの期待及び各国の緩和策」駐日

英国大使館共催（2015 年 5 月 14 日、東京・英国大使館、観客 100 名） 

2) 早稲田大学（有村俊秀）「温暖化対策の新しい排出削減メカニズム：二国間クレジット制

度を中心とした経済分析と展望」環境科学会 2015 年会 企画シンポジウム環境科学会

2015 年会（2015 年 9 月 7 日、大阪大学、吹田キャンパス） 

3) IGES ： “ Tripartite Climate Policy Dialogue among China, Japan and Korea ” , 

Co-Organized by Institute for Global Sustainability (IGS), Yonsei University, Republic of 

Korea (ROK), Energy Research Institute (ERI), People’s Republic of China (PRC) and 

Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Japan (7 December 2015, Paris, 

France, audience 50) 

4) 国立環境研究所・名古屋大学・IGES：気候変動枠組条約第 21 回締約国会議

（COP21）ジャパンパビリオンでのサイドイベント「Climate change mitigation Policy 

Progression Indicator (CPPI)--a tool for measuring progression of climate change 

mitigation at national levels」（2015 年 12 月 10 日、パリ COP21 会場、観客 30 名） 

5) IGES：「COP21 速報セミナー～現地で何を感じたか。参加者からの声～」（2015 年 12

月 25 日、東京・イイノホール、観客 500 名） 

6) IGES：「COP21 速報セミナー：地球温暖化対策の今後の展望」 神奈川県共催（2016 

年 1 月 13 日、横浜、観客 80 名） 

7) 朝日新聞社、名古屋大学大学院環境学研究科環境法政論講座主催シンポジウム「パ

リ協定後の世界と日本ービジネスや暮らしはどう変わるのか」（2016 年 3 月 31 日、千代田

区立日比谷図書文化館、観客 200 名）を共催 

 

 

④ インタビュー調査結果 

１．研究開発の状況 

 本アンケートで対象となっている研究は、地球温暖化対策に関する国際枠組みとして新たにパリ

協定が採択に至るまでの時期にあたり、パリ協定を支援するために立ち上げた研究である。同協
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定採択と同時にプロジェクトの目標は達成したという位置づけで、現在は研究を終了している。継

続課題は、パリ協定で残された課題となった各国の対策を研究テーマとして扱っており、テーマと

しては前回と関連しているがより発展したものとなっている。 

２．成果の活用（取組み状況、解決すべき課題、今後の見通し等） 

［成果の活用］ 

パリ協定採択を目指した本研究では、パリで合意可能な国際枠組みの構造を示すことが目的で

もあったことから、この目的を達成でき十分な成果があった。年に１度、国外を含む多数の研究者

や関係者にアンケートを繰り返すことで、国ごとの関心事項や主張を定量的に示しながら最終成

果に至った。アンケートの集計・解析結果を英文で広く公表し、合意形成に貢献した。 

３．評価及び競争的資金制度について 

[評価について] 

①中間評価、事後評価での委員のコメントは適切であったと考える。中間評価での委員のコメント

を考慮して事後評価のプレゼン内容を構成した。 

②本研究に関しては、もっと早い時期に追跡評価を行った方が良いと考える。研究テーマによっ

て、追跡評価のタイミングを変えても良いのではないかと考える。本件のような政策研究の場合は、

社会情勢によって評価が変わってしまう可能性がある。 

［競争的資金制度について］ 

本件のテーマは科研費には向かないため、環境研究総合推進費に応募した。 

［中間評価後に行った改善について］ 

中間評価では、国際組織と連携を取ることや、各国のディシジョン・メーカーから直接的に情報

を取ることが求められた。これは、アンケート調査で実現した。 

４． その他 

パリ協定採択に向けた支援を目的とした研究であり、研究期間内に完結した研究であるため、

追跡評価やヒアリングの時期が遅すぎると感じた。 

海外の機関へ外注できるように改善して欲しい。 
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（５）シマフクロウ・タンチョウを指標とした生物多様性保全－北海道とロシア極東との比較 

 

・競争的研究資金制度：環境研究総合推進費 

・研究代表者 ： 中村 太士（北海道大学） 

・研究期間   ： 平成 24 年度から平成 26 年度まで（3年間） 

・研究費総額 ： 116,568 千円 

・事後評価 ： A（S～Dの 5段階評価） 

 

① 研究概要 

【研究実施体制】 

(1)タンチョウ・シマフクロウの生息環境解析（特定非営利活動法人タンチョウ保護研究グループ） 

(2)遺伝的多様性と近交弱勢解析（北海道大学） 

(3)指標種としての有効性解析（北海道大学） 

(4)将来シナリオと生息地保全・復元計画（北海道大学） 

 

【研究目的】 

本研究では、高度経済成長期から、今後急激な人口減少社会を経験する北海道において、シマ

フクロウとタンチョウのアンブレラ種としての適性検証、それをふまえた河川水辺生態系の変動

解析を実施する。特に、生息場所の解析と分断化・孤立化を経験している遺伝的多様性も考慮し

て解析を行う。自然状態で安定した個体群が維持されているロシア極東地方をリファレンスモデ

ルとし、北海道の生物多様性の保全・再生プログラムを樹立し、東アジア地域の北方系河川水辺

の生態系における生物多様性の保全に寄与することを目的とする。 

研究は、4 つのサブテーマに分かれて実施する。サブテーマ 1 では 2 種の生息・繁殖に適した

環境条件を解明して道内における生息・繁殖適地を抽出することを目指し、北海道およびロシア

極東の各生息地・行動圏の調査を行う。サブテーマ 2 では、2 種の再導入・野生復帰に向けた遺

伝的多様性情報蓄積のため、2 種の北海道集団における遺伝的多様性の地理的・時間的パターン

を把握する。サブテーマ 3 では、2 種の指標種としての有効性（他の生物群集の多様性をどの程

度包括しているのか）を評価する。サブテーマ 4 では、将来の 2 種の生息候補地を選定するため

に土地利用変化の将来予測を行い、生息候補地の植生復元手法と民有地に生息地を再生するため

の社会的合意形成方法の検討を行う。 

 

【本研究により得られた主な成果】 

（1）科学的意義 

・北海道とロシアの営巣地調査を複数年行ったことにより、北海道個体群と大陸個体群を比較

することが可能となり、北海道個体群が置かれた状況を明らかにできた。 

・両種の北海道集団の現在から過去約 100 年間にわたる遺伝的組成・多様性の変遷を把握でき

た。 

・観察プロセスを考慮した分布予測モデルを用いることにより、調査努力量の地理的偏りを補

正できることが明らかとなった。 

・人口減少に伴う土地利用の変化が２種の生息地の分布を変化させる可能性について検証でき

た。 
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(2)環境政策への貢献 

＜行政が既に活用した成果＞ 

・平成 24～26 年度タンチョウ保護増殖検討会委員として参画し、生息地分散に係わる事業や情報

について、本研究成果を基に意見を述べた。 

・平成 26 年 11 月の林野庁北海道森林管理局の「シマフクロウ生息環境整備計画現地検討会」に

おいて、本研究で着目された底生魚類の遡上阻害となる小支流のコルゲート管の段差改良工事

を提言し、同 12 月に試験的改良工事が行われた。 

・環境省の「シマフクロウ放鳥手順策定ワーキンググループ」では、個体の人為的移動やつがい

化の計画について、遺伝的要素からの具体的な検討材料を提供し、放鳥手順策定の修正補完に

重要な役割を果たした。 

 

＜行政が活用することが見込まれる成果＞ 

・平成 25 年策定の環境省北海道地方環境事務所および林野庁北海道森林管理局の「シマフクロウ

生息地拡大に向けた環境整備計画」を具体的に進めるため、本研究成果に基づき、平成 27 年度

に具体的対象地域や取り組みを策定する作業部会を設置することが決定した。 

・国交省が整備を進めている千歳川遊水地群の整備計画に参画し、遊水地に湿地生態系を再生す

る計画について、本研究成果に基づき提言を行っている。平成 27 年度から、千歳川河川管理事

務所などと共同で湿地再生のための実験を開始した。 

 

② 現在までの研究の流れ 
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③ アンケート調査結果 

1)課題研究について 

a)課題研究の分野：環境研究・調査分野(社会科学分野を含む) 

b)課題研究の意義や成果のアピール 

・北海道とロシアの営巣地調査を複数年行ったことにより、北海道個体群と大陸個体群を比較

することが可能となり、北海道個体群が置かれた状況を明らかにできた。 

・両種の北海道集団の現在から過去約 100 年間にわたる遺伝的組成・多様性の変遷を把握でき

た。 

・観察プロセスを考慮した分布予測モデルを用いることにより、調査努力量の地理的偏りを補

正できることが明らかとなった。 

・人口減少に伴う土地利用の変化が２種の生息地の分布を変化させる可能性について検証でき

た。 

c)課題研究の参画者数：30 人 

 

2)課題研究の成果の活用状況について 

a) 課題研究の成果の実用化および市場等への波及 

成果 実現時期（年） 具体的内容 

- - - 

 

b)研究成果の環境行政への反映状況（見込みを含む） 

反映の種類 反映時期（年） 具体的内容 

国（法令・行政計画・ガイド

ライン等） 

2016 年～

2017 年 

根釧地域におけるシマフクロウ等生息環境整備

手法検討調査業務に利用されると同時に、有識

者会議の資料として利用された。 

c)成果の環境保全への貢献の状況（見込みを含む） 

貢献の種類 貢献時期（年） 具体的内容 

自然共生 
2013 年～

2014 年 

環境省の「湿地の経済価値評価検討会」座長、

ならびに「生態系サービス定量評価ヒアリン

グ」委員として参画し、湿地・陸水域の生息・

生育地サービスについて本研究成果をもとに

意見を述べた。 

 

d）成果活用のための環境省の取組や努力について 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための環境省の必要な取組み 

大型希少動物の分散を考えるためには、国立公園のような自然保護区のみならず、保護区外に

おける生息地管理を検討する必要がある。それが実施できなければ拡散は難しい。 

 

 

 



 

112 
 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための研究者としての努力 

保護区外での保全活動を推進するための施策の必要性を審議会や委員会等で訴えていく。必

要に応じて、研究成果を提供する。 

 

3)課題研究終了後の展開状況について 

a)課題研究の展開状況 

継続的研究の実施状況 実施できた理由／中止、終了した理由 

課題研究とほぼ同じ目的、目標に向けて、研

究を継続している 

別の環境研究総合推進費「人口減少、気候変

動下におけるグリーンインフラ‐生物多様性・防

災・社会的価値評価 」を獲得し、タンチョウの

分散計画を社会実装するための内容を組み込

んだ。 

 

b)課題研究終了時と現時点の研究ステージ 

       

基礎研究/基礎調

査等の段階 

目的基礎研究など

中間段階 

応用/実用化など

の中間段階 

モデル・技術・社会

システム等の普及

／製品開発の段階 

課題研究終了時  ○  ○ ◎ ○ 

現時点  ○  ○ ○ ◎ 

 

c）競争的資金の活用による研究開発の進展への寄与（資金を得なかった場合と資金を得た現在の

評価） 

 
 

 

0

1

2

3

4

5
研究開発課題の克服

研究コミュニティ形成

産学官連携等人材育成

研究活動の国際的展開

１．資金がなかった場合の現状 ２．資金を得たことによる現在の評価
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4)課題研究や関連する継続的な研究の実績や波及効果について 

a)論文等の実績 

論文件数 
総説・解

説 

口頭発

表等 

招待講演

等 
受賞 その他 

査読あり 
内、クレジッ

ト記入件数    

国内 1 件 1 件 0 件 7 件 1 件 0 件 4 件 

海外 10 件 10 件 1 件 1 件 0 件 0 件 － 件 

＊クレジット件数：本競争的研究資金による研究成果であることを明記した論文の件数 

 

b)知的基盤の強化につながる活動実績 

事例 具体的内容 

－ － 

 

c)課題研究終了後の特許出願件数と現在の状況 

出 願 審査中 登 録 取り下げ 実施許諾 海外出願 

0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

 

d)課題研究終了後の表彰等の実績 

受賞者 賞名／受賞機関 受賞理由（業績） 受賞年 

- - - - 

 

e)課題研究や継続的研究に関連した一般市民への情報提供、啓発活動の実績 

活動の媒体等 時期 具体的内容、件数など 

その他 2016 年 

「シマフクロウとタンチョウを保全することで他の鳥類も守られ

る－アンブレラ種としての価値を市民科学で実証－」という内

容でプレスリリースを出した。 (2016/7/29) 

新聞 2015 年 
タンチョウとシマフクロウの保全について新聞に掲載された

（北海道新聞 2015/8/17） 

新聞 2015 年 
タンチョウとシマフクロウの保全について新聞に掲載された

（釧路新聞 2015/8/15） 

 

④ インタビュー調査結果  

１．研究開発の状況 

本研究の契機は、環境省釧路自然環境事務所の実施している野生生物の保護管理事業への

課題代表者の関与であった。本研究と同時期には、環境研究総合推進費（H23-27）「S-9-4 陸水

生態系における生物多様性損失の定量的評価に関する研究」の分担研究も実施していた。シマフ

クロウとタンチョウを保全することで他の鳥類も守られる－アンブレラ種としての価値を示すことを目

標の一つと置いた。また、人口減少に伴う土地利用の変化が２種の生息地の分布を変化させる可

能性について検証できた。 

タンチョウでは、北海道とロシアの営巣地調査を複数年行ったことにより、北海道個体
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群と大陸個体群を比較することが可能となり、北海道個体群が置かれた状況を明らかにで

きた。また、両種の北海道集団の現在から過去約 100 年間にわたる遺伝的組成・多様性の

変遷を把握できた。さらに、観察プロセスを考慮した分布予測モデルを用いることにより、

調査努力量の地理的偏りを補正できることが明らかとなった。 

本研究は 3年で終了したが、研究成果は、環境省の「根釧地域におけるシマフクロウ等生息環

境整備手法検討調査アドバイザー会議」立ち上げにつながった。 

２．成果の活用（取組み状況、解決すべき課題、今後の見通し等） 

[成果の活用] 

北海道におけるシマフクロウとタンチョウの保全計画作成に貢献した。研究終了後に環境

省が「根釧地域におけるシマフクロウ等生息環境整備手法検討調査アドバイザー会議」を

立ち上げ、その座長として関与している。 

上記委員会での資料として研究成果を使用している。また、Springer 社から Ecological Research 

Monographs のシリーズとして「Biodiversity Conservation Using Umbrella Species: Blakiston’s Fish 

Owl and the Red-crowned Crane」と題する本を出版した。 

３．評価及び競争的資金制度について 

［評価について］ 

①中間評価、事後評価は必要なプロセスである。ただし、評価結果を反映させる仕組みが必要と

考える。 

②評価委員は必ずしも本研究分野の専門家ではないので、委員相互の意見が矛盾することがあ

る。こういった場合はすべての意見には対応できない。 

③アドバイザーからは非常に有意義な意見を頂いた。 

④ＰＯについては、質問しても環境省に問い会わせた後に返事が返ってくる状況で、あまり機能し

なかった。 

［競争的資金制度について］ 

 本研究のようなテーマは科研費では分野が設定されていないので、研究費を獲得することが難し

い。環境研究総合推進費は自然分野が設定されているのでありがたい。 

［中間評価後に行った改善について］ 

中間評価では、適正な保護に向けての提言や将来シナリオをより明確にすることが求められる

た。この点に留意し研究を取りまとめたことで、事後評価では各サブテーマの成果を統合し、説得

性のある提言としたことは評価に値するとされた。 

４．その他 

特になし。 
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（６）在来マルハナバチによる環境調和型ポリネーション様式の確立に関する研究 

 

・競争的研究資金制度：環境研究総合推進費 

・研究代表者 ： 高橋 純一（京都産業大学） 

・研究期間 ： 平成 24 年度から平成 26 年度まで（3年間） 

・研究費総額 ： 11,400 千円 

・事後評価  ： A（S～Dの 5段階評価） 

 

① 研究概要 

【研究実施体制】 

(1)有用在来種の室内増殖方法の確立と遺伝子解析に関する研究（京都産業大学） 

(2)育種モデルの確立に関する研究（大阪府立大学） 

 

【研究目的】 

在来マルハナバチは、現在実用化されているセイヨウオオマルハナバチと比べて、累代飼育に

関連する技術の未確立であることや個体間の変異が大きいため形質の安定化が不十分である。例

えば、①室内での女王蜂の交尾成功率の低さ、②女王蜂の産卵能力に起因するコロニー間での個

体数（働き蜂）の変異が大きい、③累代飼育個体の休眠期間中の高い死亡率、④累代飼育個体（F1

以降）の低い営巣成功率、⑤野生種（1 世代目）の病原微生物の高い浸潤率等のため繁殖成功率

が低く、野生世代は飼育することができても、次世代や次々世代と世代を重ねるごとに飼育可能

数が減少し、長期に安定的に系統を維持できない。⑥また、飼育下でのコロニーの大きさ（働き

蜂の数）が、セイヨウオオマルハナバチほど安定していない。コロニー大きさが小さい巣をハウ

スに導入した場合、働き蜂の訪花活動が低く、十分な授粉効果が得られない。これらの問題を解

決できなければ、実用化が困難であると考えられる。 

そこで本研究では、トマトの授粉用生物資材として利用できる在来マルハナバチの開発につい

て、現在問題となっている安定生産の阻害要因であるコロニーの営巣成功率と交尾率の向上に加

えて、コロニーサイズを大きくする選抜育種技術を確立する必要がある。確立した技術をもとに

トマトハウスでの授粉試験から授粉能力の高い系統を作出する。累代飼育およびトマト生産に適

した形質を改良する事で、このエゾオオマルハナバチを実用化することができると考えている。 

今回の申請課題では、在来種による基盤技術の確立により、環境に配慮した授粉様式の確立の

過程で在来マルハナバチの実用化が求められており、その実現により外来種の完全規制による生

物多様性の保全が実現するための基礎研究となるようにする。 

 

【本研究により得られた主な成果】 

（1）科学的意義 

これまで飼育及び授粉試験が困難であった北海道産在来マルハナバチの中から候補種の選抜を

行い、エゾオオマルハナバチにおいて累代飼育方法を確立した。さらにサブテーマ(2)で開発した

BLUP 育種モデルを使った方法により、DNA 情報をもとに選抜育種を行い、コロニーサイズの大型

の（産卵能力の高い）系統が選抜可能であることを実証した。BLUP による DNA 育種は、昆虫でも

初めての成功結果である。さらに実践試験として、増殖したエゾオオマルハナバチを利用してト

マトハウス内での訪花行動調査を行い、授粉能力があることを初めて確認した。またセイヨウオ
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オマルハナバチとの比較試験でも同等の能力があることを初めて確認することができた。今回の

研究成果により、代替種として在来種を BLUP モデルによる育種でコロニーサイズの大型化を行え

ば、実用化が可能であることを初めて実験的に示すことができた。 

エゾオオマルハナバチの実用化後を想定した遺伝子汚染リスク評価を行った。仮にエゾオオマ

ルハナバチが実用化され、一部の個体が野生個体と交配した場合であっても地域個体群の遺伝子

構造に大きな影響にはならないことが示唆される結果を得た。 

 

(2)環境政策への貢献 

＜行政が既に活用した成果＞ 

2014 年 3月に一般財団法人自然環境研究センターで開催されたマルハナバチ利用方針検討会で

本研究成果である北海道在来マルハナバチ種の実用化までの予定計画を提示し、外来生物法にお

けるセイヨウオオマルハナバチの取扱いに関する政策判定に貢献した。当会には、オブザーバー

として環境省および農水省も参加して議論が行われた。 

また、2014 年 11 月には、北海道庁農政部、ホクレン農業協同組合連合会、JA 北海道が参加し、

北海道庁で開催されたエゾオオマルハナバチの実用化に向けた検討会において、本研究成果のエ

ゾオオマルハナバチの実用化に関する研究成果を提示し、特定外来種セイヨウオオマルハナバチ

の利用規制と在来種への転換を進めるための準備体制の策定に貢献した。 

 

＜行政が活用することが見込まれる成果＞ 

エゾオオマルハナバチがトマト授粉に利用できることが今回初めて科学的データをもとに示す

ことができた。この結果により、北海道庁農政局では、エゾオオマルハナバチ利用普及検討会の

協議会（仮称）を設立し、特定外来種であるセイヨウオオマルハナバチの完全規制とエゾオオマ

ルハナバチの普及に向けた生産現場との連携体制を JA、ホクレン、生産者団体の関係機関と調整

を行うための準備協議会の設立準備を進めることに活用されることが見込まれる。 
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② 現在までの研究の流れ 

 

 

③ アンケート調査結果 

1)課題研究について 

a)課題研究の分野：製品開発・技術開発分野 

b)課題研究の意義や成果のアピール：北海道の農業における外来種問題の解決 

c)課題研究の参画者数：2人 

 

2)課題研究の成果の活用状況について 

a) 課題研究終了後、成果の実用化の状況（見込みを含む） 

成果 実用化時期 概要 

- - - 

b)研究成果の環境行政への反映状況（見込みを含む） 

反映の種類 反映時期（年） 具体的内容 

国（法令・行政計画・ガ

イドライン等） 

2017 年 環境省と農林水産省がセイヨウオオマルハナバチの代替

種である在来種マルハナバチ（クロマルハナバチ等）の利

用方針を示した、「セイヨウオオマルハナバチの代替種の

利用方針（案）」を取りまとめたが、その方針案に本研究

成果も参考にされた。 

http://www.env.go.jp/press/103722.html 
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c)成果の環境保全への貢献の状況（見込みを含む） 

貢献の種類 貢献時期（年） 具体的内容 

自然共生 2020 年 
北海道の施設園芸農家が利用できる在来種に

よる花粉交配技術が確立される予定である。 

 

d）成果活用のための環境省や研究者の取組や努力について 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための環境省の必要な取組み 

- 

 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための研究者としての努力 

－ 

 

3)課題研究終了後の展開状況について 

a)課題研究の展開状況 

継続的研究の実施状況 実施できた理由／中止、終了した理由 

課題研究から派生･発展した研究を実施してい

る 

環境研究総合推進費の成果である DNA 育種

によるマルハナバチの育種理論及び基本技術

を確立することができたため、それらの成果を

踏まえて、応用学的研究を進めるため科研費

によりマルハナバチの花粉交配用技術の開発

に関する研究を進めている。 

 

b)課題研究終了時と現時点の研究ステージ 

       

基礎研究/基礎調

査等の段階 

目的基礎研究など

中間段階 

応用/実用化など

の中間段階 

モデル・技術・社会

システム等の普及

／製品開発の段階

課題研究終了時 ◎ ○ ○ ○ 

現時点     ○ ○ ◎ ○ 
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c）競争的資金の活用による研究開発の進展への寄与（資金を得なかった場合と資金を得た現在の

評価） 

 

 

4)課題研究や関連する継続的な研究の実績や波及効果について 

a)論文等の実績 

論文件数 
総説・解

説 

口頭発

表等 

招待講演

等 
受賞 その他 

査読あり 
内、クレジッ

ト記入件数    

国内 － 件 － 件 - 件 - 件 － 件 - 件 － 件 

海外 － 件 － 件 － 件 － 件 － 件 － 件 － 件 

＊クレジット件数：本競争的研究資金による研究成果であることを明記した論文の件数 

 

b)知的基盤の強化につながる活動実績 

事例 具体的内容 

－ 

 

c)課題研究終了後の特許出願件数と現在の状況 

出 願 審査中 登 録 取り下げ 実施許諾 海外出願 

0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

 

d)課題研究終了後の表彰等の実績 

受賞者 賞名／受賞機関 受賞理由（業績） 受賞年 

- - - - 

 

0

1

2

3

4
研究開発課題の克服

研究コミュニティ形成

産学官連携等人材育成

研究活動の国際的展

開

１．資金がなかった場合の現状 ２．資金を得たことによる現在の評価
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e)課題研究や継続的研究に関連した一般市民への情報提供、啓発活動の実績 

活動の媒体等 時期 具体的内容、件数など 

- - - 

 

④ インタビュー調査結果 

１．研究開発の状況 

セイヨウオオマルハナバチは、農業資材としてトマト等の温室栽培の受粉に多く利用されている

ものの、平成 18 年に特定外来生物に指定されたことから使用が制限されてきた。今後、環境省で

は、セイヨウオオマルハナバチ利用の原則禁止を目指しており、環境省と農林水産省では代替種

の開発を急いでいる。このような背景から、本研究では、代替種として在来種マルハナバチ（クロマ

ルハナバチ等）に着目し、大量培養・生産を可能とするため、育種理論及び基本技術を確立した。

さらに、北海道の施設園芸農家と協力し、農家が利用できる在来種による花粉交配技術の実証

実験を行った。 

２．成果の活用（取組み状況、解決すべき課題、今後の見通し等） 

［成果の活用］ 

本研究の成果である DNA 育種によるマルハナバチの育種理論及び基本技術を確立することが

できた。それらの成果を踏まえて、応用学的研究を進めるために、マルハナバチの花粉交配用技

術の実用化に関する研究を進めている。 

環境省と農林水産省がセイヨウオオマルハナバチの代替種である在来種マルハナバチ（クロマ

ルハナバチ等）の利用方針を示した「セイヨウオオマルハナバチの代替種の利用方針（案）」を取り

まとめたが、その方針案に本研究成果も参考にされた。 

３．評価及び競争的資金制度について 

［競争的資金制度について］ 

他の研究費に比べ額の大きな若手枠は大変良い。是非、継続して欲しいと思うと同時に、多くの

若手研究者に周知して欲しい。 

［中間評価後に行った改善について］ 

中間評価で、計画にはなかった追加の実験を要求され、それを実施したことで研究費の持ち出

しとなったが、その成果がうまく活用でき、結果的には良かった。 

４．その他 

若手枠で有りながら、他の資金と同程度（分量）の成果報告書を求められ、作成が大変であっ

た。資金に相応の成果報告書であれば良い。 
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（７）PM2.5 規制に影響する汚染混合型黄砂の組成的特徴と飛来量/降下量に関する研究 

 

・競争的研究資金制度：環境研究総合推進費 

・研究代表者 ： 杉本 伸夫・西川 雅高(国立環境研究所) 

・研究期間 ： 平成 24 年度から平成 26 年度まで（3年間） 

・研究費総額 ： 115,102 千円 

・事後評価  ： A（S～Dの 5段階評価） 

 

① 研究概要 

【研究実施体制】 

(1)メガシティにおける PM2.5 黄砂の複合汚染に関する三次元的実態解明とその越境飛来観測

（（独）国立環境研究所） 

(2)メガシティにおける PM2.5 黄砂と人為汚染物質による複合汚染の化学的特徴の解明（東京都環

境公社東京都環境科学研究所） 

(3)汚染混合型の黄砂沈着フラックス量を推計する黄砂予報モデルの応用研究（国土交通省気象庁

気象研究所） 

(4)黄砂沈着のネットワーク観測と組成変化に関する研究－海洋に沈着する黄砂－（東京大学） 

(5)黄砂沈着のネットワーク観測と組成変化に関する研究－陸地に沈着する黄砂－（名古屋大学） 

 

【研究目的】 

微小黄砂（PM2.5 黄砂と呼ぶ）は、大気汚染物質とよく混合することが定性的に判ってきた。

そのような汚染混合型黄砂は黄砂そのものに比べ健康影響が大きいと指摘されている。黄砂発生

源に近いアジア大陸のメガシティでは、汚染混合型黄砂が新たな都市大気環境問題となり、日本

でも PM2.5 規制値を超える汚染混合型黄砂の飛来が目立ってきた。PM2.5 領域に存在する汚染混

合型黄砂の日本への飛来・沈着に関する科学的知見は非常に少なく、対応する数値モデルの開発

も遅れている。本プロジェクトは、ライダーネットワーク観測や沈着量観測ネットワークなど各

分野において先行する観測手法を基に新たな独創的研究手法を加え、今まで未解明の PM2.5 黄砂

と沈着量の実態解明と国際貢献的研究の両方を実行する。 

 本研究サブ課題(1)では、ライダーネットワークを中心とする観測により PM2.5 に含まれる黄砂

量および大気汚染性エアロゾルとの混合状態（内部混合、外部混合）を明らかにする。(2)では発

生源に近いメガシティにおける PM2.5 の化学組成と混合状態を明らかにする。(3)では黄砂予報モ

デルを、大気汚染物質を含む予測システムへと高度化するとともに、黄砂の沈着量推定のための

手法を開発し日本周辺域を対象に飛来量及び沈着量分布を明らかにする。また、観測データと組

み合わせたデータ同化、逆解析といった数値解析手法を有機的に結合うることによって、黄砂予

報モデルおよび予報精度を改良する。これによって、環境省・気象庁が共同運用する黄砂ホーム

ページの質的向上等に貢献する。(4)では、海洋大気を通して日本へ、また日本を越えて飛来・沈

着する汚染混合型黄砂に関する科学的知見を得ること目的とし、黄砂および人為起源物質の海洋

上における観測を行う。 (5)では、沈着量観測ネットワークを再構築し、今まで未解明の PM2.5

黄砂と沈着量分布の実態解明を行い、沈着量の地理的分布や時系列変化を明らかにする。 
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【本研究により得られた主な成果】 

（1）科学的意義 

内部混合状態の黄砂（汚染された黄砂）の光学特性を偏光 OPC によって初めて観測した。また、 

汚染された黄砂の光学モデル構築のための方法を示した。さらに、2 波長偏光ライダーにより

汚染された黄砂の分布を遠隔計測する手法を検証した。汚染された黄砂をリアルタイムで測定

する手法の開発により、黄砂と大気汚染粒子の濃度に加えて黄砂の汚染度のデータを疫学研究

等へ応用研究に提供することが可能となった。 

 黄砂発生源に近いウランバートルと東京の大気粉じん中の化学成分の特徴を把握し、土壌粒子

と汚染物質の混合状態がウランバートルでは東京とは異なる特徴を持つことを明らかにした。 

 汚染混合型黄砂予測システムの開発により PM2.5 汚染混合型黄砂の飛来予測が可能となった。

また、黄砂発生源や大気汚染（火山噴火なども含む）の組成と発生源の推定を行うことが可能

となった。MASINGAR を用いた 30 年以上における長期シミュレーションの結果、大陸における

黄砂発生量の変動や日本付近への沈着量が推定された。さらに、逆解析により MASINGAR の改善

すべき領域に関する知見が得られた他、PM2.5 汚染混合型黄砂のデータ同化計算を行うための

環境を整えることができた。   

 洋上を輸送される黄砂粒子が海洋大気中で海塩タイプ粒子と内部混合し、粒径が増加し、乾性

沈着が促進されること、より吸湿性の高い粒子となって湿性沈着が促進されことが示された。 

 陸上のネットワーク観測により、湿性・乾性沈着する黄砂量と粒径分布を週毎、イベント毎に

調べることにより、黄砂の輸送・沈着現象の全体像を明らかにした。特に、黄砂の報告が少な

い年においても年間で 4～7g/m2 も沈着しており、沈着ダストの体積粒径分布は 10～15μm にモ

ード径があることがわかった。さらに、PM2.5 黄砂が、夏にも飛来していたことを明らかにし

た。 

 

(2)環境政策への貢献 

＜行政が既に活用した成果＞ 

ライダーネットワーク観測で捉えた黄砂の動態を、準リアルタイムで環境省黄砂飛来情報ホー

ムページに提供した。  

 本研究で開発し検証した気象研究所の汚染混合型黄砂予測システムに基づいて気象庁の黄砂予

報モデルが更新された（201４年 11 月）。 

 三国環境大臣会合の黄砂に関する研究第 1 ワーキンググループにおいて、ライダーネットワー

ク観測データを共有するとともに、黄砂予測モデル結果や観測結果など本研究の成果を含む研

究情報を提供した。 

 

＜行政が活用することが見込まれる成果＞ 

 PM2.5 に含まれる黄砂量の推定手法(PM2.5/PM10 比を用いる手法およびライダーで得られる

黄砂消散係数、大気汚染粒子消散係数から変換する手法)を開発し、PM2.5 における黄砂の影響

を準リアルタイムで推定可能となった。これは PM2.5 規制に有用な情報となると期待される。

また、ライダーおよび偏光 OPC による汚染された黄砂の検出手法は、黄砂および大気汚染粒子

の飛来状況に加えて、黄砂の汚染度の情報を（純粋な黄砂、大気汚染粒子と共存、汚染された

黄砂の 3 レベル程度で）影響研究や一般に準リアルタイムで発信するための手法として活用で

きると期待される。 
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 汚染混合型黄砂予測システムの開発により、PM2.5 汚染混合型黄砂の飛来を予測することが可

能となった。また、黄砂発生源や大気汚染（火山噴火なども含む）の組成と発生源の推定を行

うことが可能となった。本研究で改良したモデルは黄砂の飛来の監視、影響評価、対策などの

面で環境施策に貢献できる。 

 黄砂の沈着量の地理的分布や粒径分布が観測研究により明らかにされた。これは、黄砂予測モ

デルによる沈着量の検証、改良に役立つ。また、黄砂の環境影響評価に（従来は黄砂の濃度の

みが用いられてきたが）沈着量を用いることが可能となる。 

 

② 現在までの研究の流れ 

 
 

③ アンケート調査結果 

1)課題研究について 

a)課題研究の分野：環境研究・調査分野(社会科学分野を含む) 

b)課題研究の意義や成果のアピール 

PM2.5 における黄砂と大気汚染の混合状態の解明とモニタリング手法の確立 

c)課題研究の参画者数：12 人 

 

2)課題研究の成果の活用状況について 

a) 課題研究終了後、成果の実用化の状況（見込みを含む） 

 

 



 

124 
 

成果 実用化時期 概要 

ライダー解析手法 2015 年 ライダーデータから黄砂と大気汚染粒子を分離し

てそれぞれの濃度を導出し、さらに混合状態を推

定する手法は、東アジアのライダーネットワーク

AD-Net のデータ解析に利用されている。論文発

表(Sugimoto et al., JQSRT 150, 107-113, 2015 

偏光 OPC解析手法 2015 年 粒子ごとに粒径と非球形性を測定する偏光 OPC

のデータから黄砂と大気汚染の内部混合状態を

解析する手法が研究に利用されている。論文発

表(Pan et al., Scientific RepoRts 7, 335, 2017 

 

b)研究成果の環境行政への反映状況（見込みを含む） 

反映の種類 反映時期（年） 具体的内容 

国際（報告書） 2015 年 観測手法および観測データが、日中韓環境大臣

会合の黄砂研究ワーキンググループにおける

活動に反映 

国際（報告書） 2015 年 国際気象機関 WMO の全球大気監視 GAW および

Sand and Dust Storm Warning Advisory and 

Assessment System (SDS-WAS)の活動に反映 

 

c)成果の環境保全への貢献の状況（見込みを含む） 

貢献の種類 貢献時期（年） 具体的内容 

安全の確保（リスク管理、

環境汚染対策） 
2015 年 

ライダーデータから、黄砂、大気汚染の濃度と

混合状態（内部混合、外部混合）の指標を導出

し、大気保全研究や疫学研究等に提供。 

その他 2015 年 エアロゾル立体分布データの継続的な提供 

 

d）成果活用のための環境省や研究者の取組や努力について 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための環境省の必要な取組み 

・実施する研究課題に係る環境政策立案及び政策の実施のための方策の提示 

  ・直面する環境問題への解決策の提示（行政担当官との連携） 

  ・条約等の国際的な取組み、国際交渉等への科学技術的な知見の活用 

  ・潜在的な環境リスク要因の分析に基づく政策形成 

  ・環境行政の推進に当たり必要とされる計測・分析技術の開発・高度化への支援 

  ・各種審議会・検討会等における提言案等 

  ・諸外国との環境政策や研究開発の協力関係の構築 
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研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための研究者としての努力 

・環境政策立案及び政策の実施への貢献 

  ・直面する環境問題への解決 

  ・条約等の国際的な取組み、国際交渉等への科学技術的な側面からの支援 

  ・潜在的な環境リスク要因の分析 

  ・環境行政の推進に当たり必要とされる計測・分析技術の開発・高度化 

  ・各種審議会・検討会等における指摘事項への対応 

  ・諸外国との環境政策や研究開発の協力関係の構築 

  ・他分野のニーズへの応用の可能性の調査 

 

3)課題研究終了後の展開状況について 

a)課題研究の展開状況 

継続的研究の実施状況 実施できた理由／中止、終了した理由 

課題研究から派生･発展した研究を実施 

研究で得られた知見および開発した手法を応

用した研究（観測、モデル、影響研究を統合し

た研究）を継続中。 

 

b)課題研究終了時と現時点の研究ステージ 

       

基礎研究/基礎調

査等の段階 

目的基礎研究など

中間段階 

応用/実用化など

の中間段階 

モデル・技術・社会

システム等の普及

／製品開発の段階

課題研究終了時 ○ ○ ◎ ○  

現時点 ○ ○ ○ ◎ 

 

c）競争的資金の活用による研究開発の進展への寄与（資金を得なかった場合と資金を得た現在の

評価） 

 
 

 

0

1

2

3

4

研究開発課題の克

服

研究コミュニティ形成

産学官連携等人材育成

研究活動の国際的

展開

１．資金がなかった場合の現状 ２．資金を得たことによる現在の評価
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4)課題研究や関連する継続的な研究の実績や波及効果について 

a)論文等の実績 

論文件数 
総説・解

説 

口頭発

表等 

招待講演

等 
受賞 その他 

査読あり 
内、クレジッ

ト記入件数    

国内 0 件 0 件 0 件 5 件 1 件 3 件 0 件 

海外 12 件 2 件 1 件 5 件 2 件 0 件 0 件 

＊クレジット件数：本競争的研究資金による研究成果であることを明記した論文の件数 

 

b)知的基盤の強化につながる活動実績 

事例 具体的内容 

その他 国際的観測ネットワークの強化につながった。 

 

c)課題研究終了後の特許出願件数と現在の状況 

出 願 審査中 登 録 取り下げ 実施許諾 海外出願 

0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

 

d)課題研究終了後の表彰等の実績 

受賞者 賞名／受賞機関 受賞理由（業績） 受賞年 

西川雅高、松井一郎、

森 育子、Dashdongog 

Batdorj, Enkhmaa 

Sarangerel, 大西薫 、

清水 厚、杉本伸夫 

日本エアロゾル学会高

橋幹二賞／日本エアロ

ゾル学会 

エアロゾル学会誌のウランバート

ルのエアロゾルの化学組成に関

する英文論文に対する賞 

2016 

杉本伸夫、松井一

郎、清水 厚、西澤

智明、鵜野伊津志、

原由香里、弓本桂

也、柴田科学株式会

社、富山県環境科学

センター、長崎県環

境保健研究センタ

ー、島根県保健環境

科学研究所、日本環

境衛生センター ア

ジア大気汚染研究

センター 

環境賞優良賞／国立環

境研究所、日刊工業新

聞 

飛来粒子観測網の構築と予測

モデルの開発 

2017 

杉本伸夫 気象学会堀内賞／日本

気象学会 

ライダーによる東アジア大気環

境および気候研究の推進 
2017 
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e)課題研究や継続的研究に関連した一般市民への情報提供、啓発活動の実績 

活動の媒体等 時期 具体的内容、件数など 

その他 以前からの

活動の改善 

環境省 www ページによる黄砂飛来情報の提供 

 

④インタビュー調査結果 

１．研究開発の状況 

本研究は、研究代表者らが 20 年以上にわたり実施してきたライダーを用いたエアロゾルに関す

る観測や、黄砂の観測を基礎としている。我が国では、大陸から輸送される黄砂やエアロゾルによ

り大気汚染物質も輸送されていると懸念されてきたが、それらの実態は明確ではなかった。 

本研究では、ライダーデータから黄砂と大気汚染粒子を分離してそれぞれの濃度を導出し、さら

に混合状態を推定する手法の開発に成功した。 

本研究終了後は、環境研究総合推進費（H27-29）多様な環境影響評価に資する風送エアロゾ

ル濃度分布情報提供システムの構築を実施している。 

２．成果の活用（取組み状況、解決すべき課題、今後の見通し等） 

［成果の活用］ 

①粒子ごとに粒径と非球形性を測定する偏光 OPC のデータから黄砂と大気汚染の内部混合状態

を解析する手法を開発した。偏向解消度法による黄砂と汚染物質を判別する手法は、東アジアの

ライダーネットワーク AD-Net のデータ解析に利用されている。研究成果を論文発表(Pan et al., 

Scientific RepoRts 7, 335, 2017、Sugimoto et al., JQSRT 150, 107-113, 2015 等)すると共に、大気

保全研究や疫学研究等に提供している。 

②観測手法および観測データが、日中韓環境大臣会合の黄砂研究ワーキンググループにおける

活動に反映された。 

３．評価及び競争的資金制度について 

［評価について］ 

中間・事後評価があることにより、代表者として研究全体を俯瞰することになり、非常に有意義で

ある。ただし、中間評価、事後評価での委員のコメントは適切でないものもあるので、研究者側から

フィードバックする機会があると良い。 

［競争的資金制度について］ 

①科研費と異なり、推進費では研究チームを組織できることが大きなメリットである。チームを組むこ

とにより、より幅の広いテーマに対応できる。 

②科研費と違い、備品を購入できないことは研究費を使いにくくしている。 

［中間評価後に行った改善について］ 

中間評価で、黄砂沈着のネットワーク観測に関するサブテーマ（４）、（５）との連携をより図る必要

があると指摘された。この課題は、直接的な連携が見えにくいものの、中長期的なモデル開発には

必要であると考えている。 

４．その他 

特になし。 
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（８）災害廃棄物の処理における石綿の適正管理に関する研究 

 

・競争的研究資金制度：環境研究総合推進費 

・研究代表者 ： 山本 貴士（国立研究開発法人国立環境研究所） 

・研究期間 ： 平成 24 年度から平成 26 年度まで（3年間） 

・研究費総額 ： 70,482 千円 

・事後評価  ： A（S～Dの 5段階評価） 

 

① 研究概要 

【研究目的】 

被災地の復旧・復興のためには災害廃棄物の迅速な処理が求められるが、災害廃棄物への石

綿混入を確認したとの報告があり、不適切な処理による石綿飛散のおそれがある。また、小規

模建築物や船舶等では十分な石綿含有調査が行われず、飛散防止措置が取られずに解体される

可能性がある。いずれにおいても、石綿飛散を適切に管理・抑制し、作業者の健康被害を防止

する事は極めて重要である。従って、本研究においては、東日本大震災あるいは今後起こりう

る災害に際し、復旧・復興のための作業等における石綿曝露被害を未然に防止するため、(1)

災害廃棄物選別や被災建築物解体時に必要となる石綿迅速判定法の開発、(2)適切な災害廃棄物

処理計画を立案する上で必要となる石綿含有物発生量を推定するスキームの開発、(3)災害廃棄

物処理時の石綿飛散を防止するための混入防止方法や発生した粉じんの除去方法の検討・評価

といった石綿の適正管理手法の確立を目的とする。 

 

【本研究により得られた主な成果】 

（1）科学的意義 

震災による石綿含有廃棄物の発生量に関して、これまで実データは少なく推定方法も存在し

なかったが、本研究により推計方法、実データの双方を提示できた。石綿含有物の迅速判定法

に関して、評価例は少なかったが、現場適用により判定精度について定量的に評価した。石綿

含有成形板の解体除去時の石綿飛散に関して、飛散量を説明できるパラメータを提示でき、湿

潤化による飛散抑制についても実験的に説明できた。また、石綿含有建材や混入土壌からの石

綿飛散に関して、飛散量が 10-6 リスクレベルを下回ることを定量的に説明することができた。 

 

(2)得られた成果の実用化 

石綿含有建材の迅速判定法に関して、偏光顕微鏡法が JIS A1481:2014 の第 1部に採用された

ことから今後多くの分析機関で実施可能となることが見込まれ、各種団体の実施する技能試験

等を通じて精度や技能向上も期待される。近赤外測定装置は操作が容易であり、平時の解体除

去時の調査にも活用できる。アンケート調査で一部自治体でも導入されたことが分かり、今後

低コスト化が進めば普及が促進すると考えられる。 

 被災建築物の石綿含有建材の目視判定法に関して、比較的使用量の多い建材で 90%以上の正解

率であり、これらの建材については今回作成したマニュアルを活用して講習を適切に行えば、

現場で判定が行えるものと考える。 

 本研究で開発した石綿含有廃棄物発生量の推計方法は、特段特殊な方法ではなく、他の自治体

でも同様の手法で推計が可能である。 
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(3)社会への貢献の見込み 

石綿含有建材の迅速判定法の導入により、仮置場等での災害廃棄物から石綿含有物を適切に

分別することが可能となる。また、被災建築物の目視判定法は、解体現場での石綿飛散防止対

策やばく露対策に有効であり、また平時の石綿使用建築物マッピングに活用することで、発災

時に適切な対応が可能となる。 

 本研究で開発した震災時の石綿含有廃棄物発生量推計方法は、災害廃棄物処理計画の立案時に

仮置場設置や収集運搬計画の策定に有効に活用できる。 

 石綿含有成形板解体除去時の石綿飛散について、飛散に影響する要因を特定し、飛散防止方法

に係る考え方を提案できた。被災地二次処理場での石綿飛散状況調査や、災害廃棄物及びその

混入土壌からの石綿飛散量の検討結果は、災害廃棄物の復興資材への利活用や残渣処理、仮置

場の跡地利用等について有用な知見を与えた。 

 災害廃棄物処理における石綿含有物の取扱いに係る自治体アンケート調査で得た各自治体での

石綿含有物発生量、石綿飛散ばく露リスクに対する考え方や対策、災害廃棄物処理計画上での

石綿の扱いについての知見は、今後の災害廃棄物処理に係る方策を検討する上で有用である。 

 

② 現在までの研究の流れ 

 

 
 

③ アンケート調査結果 

1)課題研究について 

a)課題研究の分野：環境研究・調査分野(社会科学分野を含む) 

b)課題研究の意義や成果のアピール: 災害廃棄物に石綿が含まれることや、不適切な取扱いによ

り石綿繊維の飛散が起こり得ることを広くアピールできた。2016 年の熊本地震では、自治体等関

係者の石綿に対する認知が改善し、一定の対策が取られたものと認識している。 

c)課題研究の参画者数：13 人 
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2)課題研究の成果の活用状況について 

a) 課題研究終了後、成果の実用化の状況（見込みを含む） 

成果 実用化時期 概要 

- - - 

 

b)研究成果の環境行政への反映状況（見込みを含む） 

反映の種類 反映時期（年） 具体的内容 

国（法令・行政計画・ガ

イドライン等） 

2014 年 環境省災害廃棄物対策指針の技術資料として、

本研究の成果が記載された。 

 

c)成果の環境保全への貢献の状況（見込みを含む） 

貢献の種類 貢献時期（年） 具体的内容 

資源循環社会形成、安全

の確保（リスク管理、環

境汚染対策） 

2016 年 

熊本地震発災に際して、石綿の飛散状況の調

査、災害廃棄物仮置場での石綿含有物の取扱い

改善等に貢献。 

 

d）成果活用のための環境省や研究者の取組や努力について 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための環境省の必要な取組み 

行政担当官が推進費のテーマや課題代表者を把握し、接点のある行政上の課題に際して、

検討会への参画や助言を求めることができる仕組みが必要。 

 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための研究者としての努力 

課題代表者にも、研究成果を積極的に環境行政に還元してゆく取組が求められる。 

 

3)課題研究終了後の展開状況について 

a)課題研究の展開状況 

継続的研究の実施状況 実施できた理由／中止、終了した理由 

課題研究から派生･発展した研究を実施 

石綿とその廃棄物の問題は発災時に限らず平

時でも取り組むべき課題であるため、試験法や

レベル3建材の発生量推定等について研究を

展開している。 

 

b)課題研究終了時と現時点の研究ステージ 

       

基礎研究/基礎調

査等の段階 

目的基礎研究など

中間段階 

応用/実用化など

の中間段階 

モデル・技術・社会

システム等の普及

／製品開発の段階

課題研究終了時 ○ ○ ◎ ○ 

現時点 ○ ○ ○ ◎ 
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c）競争的資金の活用による研究開発の進展への寄与（資金を得なかった場合と資金を得た現在の

評価） 

 

4)課題研究や関連する継続的な研究の実績や波及効果について 

a)論文等の実績 

論文件数 
総説・解

説 

口頭発

表等 

招待講演

等 
受賞 その他 

査読あり 
内、クレジッ

ト記入件数    

国内 0 件 0 件 2 件 9 件 0 件 0 件 0 件 

海外 － 件 - 件 － 件 - 件 － 件 － 件 － 件 

＊クレジット件数：本競争的研究資金による研究成果であることを明記した論文の件数 

 

b)知的基盤の強化につながる活動実績 

事例 具体的内容 

.関連学会等におけ

る研究会の発足 
石綿問題総合対策研究会に分析法委員会を発足。 

 

c)課題研究終了後の特許出願件数と現在の状況 

出 願 審査中 登 録 取り下げ 実施許諾 海外出願 

0 件 - 件 - 件 - 件 - 件 - 件 

 

d)課題研究や継続的研究に関連した一般市民への情報提供、啓発活動の実績 

活動の媒体等 時期 具体的内容、件数など 

新聞・講演･シンポ

ジウム・市民講座 

2015 年 災害廃棄物中石綿の迅速判定法について、国立環境研究所

公開シンポジウムでポスター発表し、日刊工業新聞に掲載さ

れた(6 月 25 日) 

0

1

2

3

4
研究開発課題の克服

研究コミュニティ形成

産学官連携等人材育成

研究活動の国際的展

開

１．資金がなかった場合の現状 ２．資金を得たことによる現在の評価
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講演･シンポジウ

ム・市民講座 

随時 研究分担者の所属する東京労働安全衛生センターにて、震

災復興ボランティアや解体作業従事者への石綿対策講習を

実施。 

 

④ インタビュー調査結果 

１．研究開発の状況 

平成 23 年 3 月の東日本大震災では、大量の災害廃棄物が排出され、処理過程で災害廃棄物

に石綿が含まれることから、不適切な取扱いにより起こる石綿による健康影響が懸念された。本研

究では、災害廃棄物中の石綿繊維の濃度を、偏光顕微鏡を用いて計測する分析法について検討

し、現場で計測する手法を開発した。現在は公定法ではないが、この手法に依れば容易に現地で

汚染の危険性を判定できる。このことにより、危険性がある場合に、飛散を防止するなど適切な処

理が行われるようになった。 

本研究以降は国環研の資金で研究を継続している。 

２．成果の活用（取組み状況、解決すべき課題、今後の見通し等） 

［成果の活用］ 

環境省災害廃棄物対策指針の技術資料として、本研究の成果が記載された。 

災害廃棄物中の石綿による影響が起こり得ることを広くアピールできたことにより、自治体等関係

者の石綿に対する認知が改善し、一定の対策が取られた。 

熊本地震発災に際して、石綿の飛散状況の調査、災害廃棄物仮置場での石綿含有物の取扱

い改善等に貢献した。 

石綿の分析に関し、偏光顕微鏡を用いる分析法について、日本環境測定分析協会と協力して

普及に努めている。 

３．評価及び競争的資金制度について 

［評価について］ 

①中間評価、事後評価は有効であった。 

②追跡評価で行うアンケートに回答することは多少の労力が必要である。 

［競争的資金制度について］ 

①研究の進展を阻害するような要因はなかった。 

②他分野の研究者とチームを組織できることは大きなメリットである。 

［中間評価後に行った改善について］ 

サブテーマ間の連携について指摘されたが、特にこの点については意識しなかった。ただし、

各サブテーマ代表が頑張ってくれたと思う。 

４．その他 

現在は、一時期に比べ石綿に対する社会的認識が低い状況であるが、石綿とその廃棄物の問

題は、災害時に限らず平時でも取り組むべき課題であるため、石綿試験法やレベル 3 建材の発生

量推定等について研究を展開している。 
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（９）EV バス早期普及に向けた長寿命電池による 5 分間充電運行と電池リユースの実証研究 

 

・競争的研究資金制度：地球温暖化対策技術開発・実証研究事業 

・研究代表者 ： 石和 浩次（東芝インフラシステムズ株式会社） 

・研究期間 ： 平成 24 年度から平成 26 年度まで（3年間） 

・研究費総額 ： 706,232 千円 

・事後評価  ： 7.0 点（10 点満点中） 

 

① 研究概要 

 超急速充電、長寿命、低温動作特性に優れた新型二次電池(SCiBtm)を応用することにより、短

い停車時間で終日運行を行っているため EV 化が困難と思われる港区のコミュニティバスの EV

化を図る。搭載電池の最小化と交換サイクル長期化(目標 5年)を同時に達成し、5分間充電によ

り経済的運行能力を高め、バス事業者の導入・運用コストを大幅に軽減することで本格普及を

促進し、CO2 削減を実現する。さらに車載電池の残存性能評価技術を開発、EV 化で大量に発生

する交換電池の定置リユースを実証する。 

 

【研究目的】 

(1) 充電量管理技術、残存性能技術、車両抑制技術、運行管理技術が適正であることを確認す

る。 

(2) 1日 6周(土日祝日は 5.5周)の商用運行を行う。 

(3) 5分間充電運行と電池リユースの実用性を検証する。 

 

② 現在までの研究の流れ 
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③ アンケート調査結果 

1)課題研究について 

a)課題研究の分野：製品開発・技術開発分野・環境研究・調査分野(社会科学分野を含む) 

b)課題研究の意義や成果のアピール:低炭素社会に向けた公共交通のあり方 

c)課題研究の参画者数：22 人 

 

2)課題研究の成果の活用状況について 

a) 課題研究終了後、成果の実用化の状況（見込みを含む） 

成果 実用化時期 概要 

川崎スマート EV バス 2015 年 川崎市のスマートコミュニティ事業にて川崎病院

線に EV バスの導入 

港区 EV バス 2017 年 環境省事業の成果・実績を受けて、港区側で EV

バスの増車を決定し、2017 年 9 月より、芝ルート

に 2 台追加され、4 台の EVバスが営業運転中。 

 

b)研究成果の環境行政への反映状況（見込みを含む） 

反映の種類 反映時期（年） 具体的内容 

市町村（法令・条例・行

政計画・ガイドライン等） 

2015 年 川崎市のスマートコミュニティ事業にて川崎

病院線にＥＶバスの導入 

(URL)https://www.kawasaki-gi.jp/wp-content/uploa

ds/9fe8a5334d58157de3dba1a0d03b32ed.pdf 

国（法令・条例・行政計

画・ガイドライン等） 

2014 年 NEDO マレーシア EV バス実証 

(URL)http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100822

.html 

市町村（法令・条例・行

政計画・ガイドライン等） 

2017 年 環境省事業の成果・実績を受けて、港区側で

EV バスの増車を決定し、2017 年 9 月より、芝

ルートに 2 台追加され、4 台の EV バスが営業

運転中。 

 

c)成果の環境保全への貢献の状況（見込みを含む） 

貢献の種類 貢献時期（年） 具体的内容 

低炭素社会の構築 2015 年 

川崎市のスマートコミュニティ事業にて川崎病

院線に EV バスの導入 

(URL)https://www.kawasaki-gi.jp/wp-content/uploa

ds/9fe8a5334d58157de3dba1a0d03b32ed.pdf 

低炭素社会の構築 2014 年 

NEDO マレーシア EV バス実証 

(URL)http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100822

.html 
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d）成果活用のための環境省や研究者の取組や努力について 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための環境省の必要な取組み 

欧州一部の国は2040年までに全ての自動車の「EV化計画」を打ち出した。それに対して、国内

の EV化推進は遅れているのが実情であり、このままでは民間企業は諸外国に対応できない。 

国の民間企業へのリソース支援が必要と思われる。 

 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための研究者としての努力 

諸外国との環境政策や研究開発の協力関係の構築 

 

3)課題研究終了後の展開状況について 

a)課題研究の展開状況 

継続的研究の実施状況 実施できた理由／中止、終了した理由 

課題研究から派生･発展した研究を実施 

環境省の成果を踏襲するため、NEDO の実証

事業として採択された。そこでは公共交通への

充電方式を手動から自動化している。 

 

b)課題研究終了時と現時点の研究ステージ 

       

基礎研究/基礎調

査等の段階 

目的基礎研究など

中間段階 

応用/実用化など

の中間段階 

モデル・技術・社会

システム等の普及

／製品開発の段階

課題研究終了時 ○ ○ ○ ◎ 

現時点 ○ ○ ○ ◎ 

 

c）競争的資金の活用による研究開発の進展への寄与（資金を得なかった場合と資金を得た現在の

評価） 

 
 

 

0

1

2

3

4

研究開発課題の克

服

研究コミュニティ形

成

産学官連携等人材育成

研究活動の国際的

展開

１．資金がなかった場合の現状 ２．資金を得たことによる現在の評価
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4)課題研究や関連する継続的な研究の実績や波及効果について 

a)論文等の実績 

論文件数 
総説・解

説 

口頭発

表等 

招待講演

等 
受賞 その他 

査読あり 
内、クレジッ

ト記入件数    

国内 - 件 - 件 
 

件 - 件 － 件 － 件 － 件 

海外 － 件 - 件 － 件 - 件 － 件 － 件 － 件 

＊クレジット件数：本競争的研究資金による研究成果であることを明記した論文の件数 

 

b)知的基盤の強化につながる活動実績 

事例 具体的内容 

  

 

c)課題研究終了後の特許出願件数と現在の状況 

出 願 審査中 登 録 取り下げ 実施許諾 海外出願 

0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

 

d)課題研究や継続的研究に関連した一般市民への情報提供、啓発活動の実績 

活動の媒体等 時期 具体的内容、件数など 

その他 2015 年 広報みなと 2015年 11月 21日号 港区低炭素まちづくり計画

を作成の内容に EV バスの取組が掲載 

その他 2017 年 国交省航空局主催 第16回空港技術報告会にて「RFIDによ

る手荷物搬送技術動向について」講演（11 月 26 日） 

 

 

 

 

④ インタビュー調査結果 

１．研究開発の状況 

欧州の一部の国は 2040 年までに全ての自動車の「EV化計画」を打ち出した。それに対して、国

内の EV 化推進は遅れているのが実情であり、このままでは民間企業は諸外国に対応できない。こ

のような背景から、電気自動車の実環境における実証実験を行い、課題を明らかにして解決して

いくのが本研究の目的であった。実社会における運用を可能とする急速充電可能な電池は社内

で開発済みであったが、これを車載で実環境においての運用が可能かどうか実証するのが目的で

あった。夏期・冬季の厳しい環境条件下でも想定した以上の成果を上げ、リユースの可能性も含

め、概ね良好な成果が得られた。 

本研究終了後は、NEDO のエネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業

（H26-31）「10 分間充電運行による大型 EV バス実証事業（マレーシア）」を実施している。 
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２．成果の活用（取組み状況、解決すべき課題、今後の見通し等） 

［成果の活用］ 

①現在は、川崎市と港区で EV バスバスを走行させている。 

・川崎スマート EVバスバス（2015）：川崎市のスマートコミュニティ事業にて川崎病院線に EVバスの

導入。1 周 2km のルートを現在運行中。 

・港区EVバス（2017）：環境省事業の成果・実績を受けて、港区側でEVバスの増車を決定し、2017

年 9 月より、芝ルートに 2台追加され、4 台の EV バスが営業運転中。 

②また、マレーシアでもNEDOとプトラジャヤ市の基本協定書（MOU）締結（2015年7月）により、10

分間の超急速充電で 30km 運行を実現する大型 EV バスシステムの実証を開始した。 

③普及に向けた課題として、国内のEVに対するインフラ整備や認識の違いがある。現在は、EVに

も、ガソリン、ディーゼル車と同じ基準での性能（走行距離、給油時間など）が求められ、苦戦を強

いられている。自動車メーカーや関連産業における認識の進化があると良い。 

３．評価及び競争的資金制度について 

［評価について］ 

中間評価、事後評価での委員のコメントは適切であった。また、PO の指摘も適切であった。 

［競争的資金制度について］ 

２年目は予算の成立が遅れたため。契約が７月になり、技術開発のスタートが遅れ、その分、実

験データの取得が遅れた。 

４．その他 

本研究の基礎となる電池技術は、研究当初、既に社内で開発済みの技術であった。本研究は、

その技術をバス等車載とし、夏期・冬季の厳しい環境下での有効性確認や課題抽出の実証試験

を目的としていた。実証試験自体は概ね計画通りに遂行できた。 

電池性能の評価が、国内と海外で異なっている。海外では十分な安全性確認が疑われる製品

も安価で流通することから、市場で淘汰され開発のペースが速いのではないか。 
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（１０）超断熱サッシ開発による住宅の高断熱化検証とゼロ・エミッション住宅検証 

 

・競争的研究資金制度：地球温暖化対策技術開発・実証研究事業 

・研究代表者 ： 青木 和壽（有限会社和建築設計事務所） 

・研究期間 ： 平成 24 年度から平成 26 年度まで（3年間） 

・研究費総額 ： 167,780 千円 

・事後評価  ： 7.3 点（10 点満点中） 

 

① 研究概要 

超断熱サッシの主構造に地域木材を用いることによる、より少ないエネルギーで高付加価値な

ものづくりへの産業転換への研究と、超断熱サッシによる開口部リフォームによる省エネルギ

ー(※パッシブをも含み)を検証する。 

1. 超断熱サッシの技術開発(熱貫流率 0.5W/㎡・K・防火設備性能) 

2. 超断熱サッシの省エネルギー効果と検証 

3. 超断熱サッシを導入した既存住宅のリフォーム改修の普及検討 

4. より少ないエネルギーによる高付加価値なものづくりへの産業転換への研究 

 

② 現在までの研究の流れ 

 
③ アンケート調査結果 

1)課題研究について 

a)課題研究の分野：製品開発・技術開発分野 

b)課題研究の意義や成果のアピール:建築物の機構部の熱貫流率（UW）を 0.5W/㎡・K 以下にでき

ることを証明し、建築物の高断熱化を誘引させた。 

c)課題研究の参画者数：45 人 
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2)課題研究の成果の活用状況について 

a) 課題研究終了後、成果の実用化の状況（見込みを含む） 

成果 実用化時期 概要 

超断熱木製サッシ 

部材技術 

2018 年 課題研究で開発された超断熱木製サッシ部材の

枠材及び障子材技術が利用されている。 

（信濃毎日新聞 けいざい信州発 2017年8月23

日掲載） 

 

b)研究成果の環境行政への反映状況（見込みを含む） 

反映の種類 反映時期（年） 具体的内容 

都道府県（報告書） 2016 年 長野県科学技術振興指針 取組事例として記

載 

（URL)http://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/sangyo

/shokogyo/shisaku/shinko/shinko.html 

 

c）成果活用のための環境省や研究者の取組や努力について 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための環境省の必要な取組み 

技術開発や評価システム開発で先行する海外の研究機関（ift/ドイツ）との協力 

関係の構築をすることで、国際規格である ISO による評価方法を適確に行える 

国内体制づくりが必要である。現在の国内の窓の性能評価システム（JIS）や 

窓部材の評価システム（国内未整備）では、今後日本の窓の輸出はできない。 

窓性能評価で国際的に孤立化する恐れがある。 

（例として、断熱性能試験装置の限界存在、国産窓断熱性能計算ソフトの国際 

 的未通用、窓開閉強度の安全確認計算未整備等） 

 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための研究者としての努力 

他の先進国の技術開発や評価システムの把握と、他の先進国と比べたときの 

国内での問題点を明確にし、評価方法や試験機等の整備が必要である。また 

関係する国内業界における問題点（品質、生産管理、コスト等）を自力で解決する 

体制、姿勢づくりが急務である。 

 

3)課題研究終了後の展開状況について 

a)課題研究の展開状況 

継続的研究の実施状況 実施できた理由／中止、終了した理由 

課題研究から派生･発展した研究を実施 

窓の断熱性能 Uw を 0.8W/㎡・K 程度とした商

品化のニーズが複数メーカーあり、断熱性能

以外に商品化に必要な遮炎性能技術開発を

継続している。断熱性能 Uw を 0.8W/㎡・K 程

度のニーズは、生産コストとによるものであり、

遮炎性能は高級建物が多い首都圏での需要

によるもである。 
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b)課題研究終了時と現時点の研究ステージ 

       

基礎研究/基礎調

査等の段階 

目的基礎研究など

中間段階 

応用/実用化など

の中間段階 

モデル・技術・社会

システム等の普及

／製品開発の段階

課題研究終了時 ○ ○ ○ ◎ 

現時点 ○ ○ ○ ◎ 

 

c）競争的資金の活用による研究開発の進展への寄与（資金を得なかった場合と資金を得た現在の

評価） 

 

4)課題研究や関連する継続的な研究の実績や波及効果について 

a)論文等の実績 

論文件数 
総説・解

説 

口頭発

表等 

招待講演

等 
受賞 その他 

査読あり 
内、クレジッ

ト記入件数    

国内 3 件 3 件 1 件 - 件 － 件 1 件 － 件 

海外 － 件 - 件 － 件 - 件 － 件 － 件 － 件 

＊クレジット件数：本競争的研究資金による研究成果であることを明記した論文の件数 

 

 

b)知的基盤の強化につながる活動実績 

事例 具体的内容 

研究ネットワークの

形成 

公的研究機関や企業との研究開発プラットフォーム（木質外被研究開発

プラットフォーム）を設立した。 

農林水産省「知」の集積と活用の場、産学連携協議会登録 

 

0

2

4

6
研究開発課題の克服

研究コミュニティ形成

産学官連携等人材育成

研究活動の国際的展

開

１．資金がなかった場合の現状 ２．資金を得たことによる現在の評価
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c)課題研究終了後の特許出願件数と現在の状況 

出 願 審査中 登 録 取り下げ 実施許諾 海外出願 

1 件 - 件 1 件 - 件 - 件 - 件 

 

d)課題研究終了後の表彰等の実績 

受賞者 賞名／受賞機関 受賞理由（業績） 受賞年 

青木和壽 平成２５年度中部森林

技術交流発表会 

中部森林管理局森林林

業振興賞 

地域良質木材新な高付加価値

材開発 

2014 年 

 

e)課題研究や継続的研究に関連した一般市民への情報提供、啓発活動の実績 

活動の媒体等 時期 具体的内容、件数など 

講演･シンポジウ

ム・市民講座 

2017 年 環境エネルギー分野の産業化に向けた勉強会（各論 1） 

長野県環境部主催 

平成 29 年２月 15 日（水）午前 10 時から１２時 

長野県庁議会棟 404・405 会議室 

 

 

④ インタビュー調査結果 

１．研究開発の状況 

本研究で建築物の機構部の熱貫流率（UW）を 0.5W/㎡・K 以下にした超断熱木製サッシ部材

の枠材を開発した。木材を利用した建材開発や評価システム開発では、海外の研究機関（例えば

ift/ドイツ）が先行しており、国内関係機関だけでは十分な対応が出来ない。木材の有効活用を推

進する長野県の機関や、県内関連企業と共同して、海外技術の導入を図りながら目標を達成し

た。 

本研究終了後は、長野県信州の木先進的利用加速化事業（H27 年度）、林野庁地域材利用拡

大緊急対策事業（H28年度）を実施し、H29年度は農林水産省「知」の集積による産学連携推進事

業に採択され、断熱性能以外に商品化に必要な遮炎性能技術開発を継続している。 

２．成果の活用（取組み状況、解決すべき課題、今後の見通し等） 

［成果の活用］ 

国内における、精度の高い工作機械、評価方法や試験機等の整備が必要であるため、関係す

る国内業界における問題点（品質、生産管理、コスト等）を自力で解決する体制、姿勢づくりを目指

した公的研究機関や企業との研究開発プラットフォーム（木質外被研究開発プラットフォーム）を設

立した。 

農林水産省「知」の集積と活用の場、産学連携協議会登録された。 

本研究で開発された超断熱木製サッシ部材の枠材及び障子材技術が既に利用されている。 

（信濃毎日新聞 けいざい信州発 2017年8月23日掲載） 

 他の課題として、現状では価格の競争力に劣る点があるが、需要が拡大し量産化が可能になれ

ば解決する見通しである。 
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３．評価及び競争的資金制度について 

［評価について］ 

中間評価は適切であった。 

［競争的資金制度について］ 

環境省の研究費は大いに役立った。 

４．その他 

他の先進国の技術開発や評価システムの把握と、他の先進国と比べたときの国内での問題点を

明確にし、評価方法や試験機等の整備が必要である。国内関連機関の関係を構築することで、国

際規格である ISO による評価方法を適確に行える国内体制づくりが必要である。 

現在、事業化を構想中である。 
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３ 制度アンケート調査結果 
 

３．１ 制度アンケート調査の実施 

競争的資金制度に関するアンケート調査は、環境省の競争的資金により実施し、平成 28 年度に

終了した課題研究の代表者を対象にして実施した。 

調査の対象は、環境研究総合推進費の 58 課題である。調査は、回答者の利便性を考慮して、調

査依頼状および調査票のファイルを電子メールの添付ファイルとして送付し、回答も電子メール

により回収した。なお、アンケート調査票は研究代表者に送付したが、可能であれば、共同研究

者からの回答についても依頼した。 

 

・調査票送付 平成 29 年 10 月 13 日 

・回答締切 平成 29 年 10 月 31 日（締切日以降も継続して回収。） 

 

本項においては、競争的資金制度の領域・テーマ区分について次のように略記する。 

 

【環境研究総合推進費】 

戦略的研究開発領域   → 「1.戦略研究」 

統合領域         → 「2.統合」 

低炭素領域       → 「3.低炭素」 

資源循環領域      → 「4.資源循環」 

自然共生領域      → 「5.自然共生」 

安全確保領域      → 「6.安全確保」 

 

課題の研究代表者に調査票を発送し、54 課題から回答を得た（回収率 93.1%）。制度別の回収状

況は下表のとおりである。 

 

表 46 調査票の回収状況 

競争的研究資金制度 対象 回収数 回収率 

環境研究総合推進費 1.戦略研究（1 課題） 

2.統合（8 課題） 

3.低炭素（5 課題） 

4.資源循環（19 課題） 

5.自然共生（11 課題） 

6.安全確保（14 課題） 

1.戦略研究（1 課題） 

2.統合（8 課題） 

3.低炭素（4 課題） 

4.資源循環（18 課題） 

5.自然共生（9 課題） 

6.安全確保（14 課題） 

100% 

100% 

80% 

94.7% 

81.8% 

100% 

合計 58 54 93.1% 
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３．２ 制度アンケート調査結果 

 制度アンケート調査の主な結果は以下のとおりである。 

 

1. 課題研究の公募に関わる事務処理やテーマ区分は、8割以上の回答が「適切だった、わかり

やすかった」としている。（昨年度および一昨年度調査と同様） 

2. 研究資金の交付時期は、75.5%は「妥当だった」（昨年度調査：75.7%、一昨年度調査：53.8%）

としている。「遅かった」との回答は 17.0%で減少している（昨年度調査：24.3%、一昨年度

調査：38.5%）。 

3. 課題研究の研究期間は、63.0%は「妥当だった」としている。（昨年度調査：67.6%、一昨年

度調査：71.8%） 

4. 課題研究の予算額は、77.7%の回答者は「妥当だった」としている。（昨年度調査：81.1%、

一昨年度調査：71.8%） 

5. 研究経費の使用ルールは、「妥当なルールだった」とする回答の割合は 25.9%であった。 

6. 間接経費の有効活用は、自身の研究に直接もしくは間接的に役に立ったとする回答が 59.3%

を占めた。（昨年度調査：62.2%、一昨年度調査：61.5%） 

7. 事務局・PO・行政担当部署からのサポートは、回答者の 81.5%が「適切だった」と回答して

いる。（昨年度調査：64.9%、一昨年度調査：79.5%） 

8. 中間評価の実施方法は、「妥当だった」、「どちらかといえば妥当だった」とする回答が全体

の 70.3%を占めた。（昨年度調査：64.9%、一昨年度調査：71.8%） 

9. 事後評価の実施方法は、「妥当だった」、「どちらかといえば妥当だった」とする回答が全体

の 81.4%を占めた。（昨年度調査：81.1%、一昨年度調査：84.7%） 

10. 環境省の競争的資金への今後の応募意向は、81.4%の回答者が「応募しようと思う」と回答

している。（昨年度調査：83.8%、一昨年度調査：71.8%） 

11. 研究終了以降の競争的資金獲得実績は、「公的もしくは民間の競争的資金」を獲得したとす

る回答者が 31.4%（昨年度調査：40.5%、一昨年度調査：25.7%）あり、「競争的資金を得て

いない」との回答は 55.5%（昨年度調査：43.3%、一昨年度調査：56.4%）あった。現在資金

を得ていない研究者の 80%（昨年度調査：68.8%、一昨年度調査：63.6%）は今後「獲得予定」

もしくは「獲得意向」を示した。 

12. 研究終了以降に獲得している競争的資金等は、環境省環境研究総合推進費を中心に、文部科

学省科学研究費補助金や科学研究費補助金、日本学術振興会科学研究費(JSPS)など多様であ

る。 

 

 

 

以下に、設問ごとに、それぞれの詳細な内容を示す。 

 

（１）公募について 

○課題研究の公募から採択までの事務処理の適切さ（制度アンケート：問１） 

公募から採択までの事務処理については、87.0%が「適切だった」としており、概ね問題な

く実施されていると考えられる。 
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表 47 事務処理の適切さ（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率 1.戦略 

研究 

2.統合 3.低炭素 4.資源 

循環 

5.自然 

共生 

6.安全 

確保 

適切だった 1 7 3 16 7 13 47 87.0%

適切でなかった 0 0 0 1 1 0 2 3.7%

その他 0 1 1 1 1 1 5 9.3%

総数 1 8 4 18 9 14 54 100%

 

主な意見は次のとおりである。 

 適切だった 

・実施マニュアルがしっかりしている。（1件） 

 適切でなかった 

・採択決定後に実行協議資料の作成依頼が来たが、提出締切りまでの期間が短く、当時

は大学事務とともにアタフタした。（1件） 

 その他 

・予算の積算が、大変細かく作業に時間がかかった。（1件） 

・実行協議、詳細見積、確認書等、色々とあって、どのタイミングで何を送ればいいの

かの全体像を理解しづらかった。（1件） 

 

 

○課題研究の領域・テーマの区分のわかりやすさ（制度アンケート：問２） 

公募における研究領域やテーマ区分については、96.3%の回答者が「わかりやすかった」とし

ている。 

 

表 48 領域・テーマ区分のわかりやすさ（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率 1.戦略 

研究 

2.統合 3.低炭素 4.資源 

循環 

5.自然 

共生 

6.安全 

確保 

わかりやすい 1 6 4 18 9 14 52 96.3%

わかりにくい 0 2 0 0 0 0 2 3.7%

その他 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

総数 1 8 4 18 9 14 54 100%

 

主な意見は次のとおりである。 

 わかりにくい 

・終了後をにらんで、次期の提案をした。複数分野にまたがるものだったので統合分野

にだしたが、気候変動分野に回され、審査委員のコメントが「他分野がはいっている

のがダメ」という評価をいただいた。最初から気候変動は他分野とまたがってはいけ

ない、と明記すべき。（1件） 
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・全領域共通・領域横断部会（採択審査時点（平成 25 年度））の審査の仕方、現課等が

応募時点で分かりにくい。（1件） 

 

 

（２）課題研究について 

○研究資金の交付決定時期の妥当性（制度アンケート：問３） 

研究資金の交付決定時期については、「妥当だった」とする回答は 75.5%であり、「遅かった」

とする回答は 17.0%であった。 

 

表 49 研究資金の交付時期の妥当性（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率 1.戦略 

研究 

2.統合 3.低炭素 4.資源 

循環 

5.自然 

共生 

6.安全 

確保 

妥当だった 1 6 3 13 7 10 40 75.5%

遅かった 0 2 0 4 2 1 9 17.0%

その他 0 0 0 1 0 3 4 7.5%

総数 1 8 3 18 9 14 53 100%

 

主な意見は次のとおりである。 

 遅かった 

・入金が年度末で遅い。（9件） 

 その他 

・本学は小規模の大学なので、概算払いは非常に厳しいようなことを言われている。 

（1件） 

・年度末から年度初めでの対応となるため自施設の担当者交代時期と重なることで円滑

に行かない点もあった。（1件） 

・研究期間と研究費が明記された書類が 4月 1日にないため、研究が開始できない。 

（1件） 

・いくら使っていいのかがいまいち毎年わからずにそのまま使わないでいる状態が結構

あったような気がする。（1件） 

 

 

○課題研究の研究期間の妥当性（制度アンケート：問４） 

課題研究の研究期間については、回答者の 63.0%は「妥当だった」としている。「短かった」と

する回答は 25.9%であった。 
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表 50 研究期間の妥当性（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率 1.戦略 

研究 

2.統合 3.低炭素 4.資源 

循環 

5.自然 

共生 

6.安全 

確保 

妥当だった 1 4 1 14 4 10 34 63.0%

短かった 0 2 3 2 4 3 14 25.9%

その他 0 2 0 2 1 1 6 11.1%

総数 1 8 4 18 9 14 54 100%

 

主な意見は次のとおりである。 

 短かった 

・4～5年程度の研究期間が欲しい。（8件） 

・事前に 1年間の FS の期間があれば、目標の到達度が大きかったと思われる。（1件） 

 

 

○課題研究の予算額の妥当性（制度アンケート：問５） 

課題研究の予算額については、回答者の 77.7%が「妥当だった」としている。一方で「不十分

だった」とする回答が 9.3%あった。 

 

表 51 研究予算額の妥当性（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率 1.戦略研

究 

2.統合 3.低炭素 4.資源 

循環 

5.自然 

共生 

6.安全 

確保 

妥当だった 1 6 4 13 8 10 42 77.7%

不十分だった 0 1 0 0 0 4 5 9.3%

使い切れなかった 0 0 0 3 0 0 3 5.6%

その他 0 1 0 2 1 0 4 7.4%

総数 1 8 4 18 9 14 54 100%

 

主な意見は次のとおりである。 

 その他 

・予算額は妥当であるが、入金が遅く使いにくかった。（1件） 

・額自体は妥当であったが、使用ルールが費目区分の流用手続きが厳格であった。（1件） 

 

○予算の遂行上、制度上で制約・影響と感じた理由（制度アンケート：問５-ＳＱ１） 

予算の遂行上、制度上で制約や影響となった要因について、研究計画と比べ、不十分又は使い

きれなかったとする回答者に尋ねた。一番多かったのは「研究経費使用ルール上の制約」（例えば、

予算額の減額査定）との回答で 41.7%、次いで「研究課題の評価による影響」が 25.0%、同じく「そ

の他」が 25.0%であった。「社会情勢、環境に関わる情勢の変化」は 8.3%あった。 
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表 52 研究予算額の遂行上の制度上の制約・影響（複数回答）（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率1.戦略 

研究 

2.統合 3.低炭素 4.資源 

循環 

5.自然 

共生 

6.安全 

確保 

研究経費使用ルー

ル上の制約 
0 1 0 2 0 2 5 41.7%

研究課題の評価に

よる影響 
0 0 0 0 0 3 3 25.0%

社会情勢、環境に

関わる情勢の変化 
0 0 0 1 0 0 1 8.3%

その他 0 0 0 2 0 1 3 25.0%

総数 0 1 0 5 0 6 12 100%

 

○研究経費の使用ルールに関する要望（制度アンケート：問６） 

 

研究経費の使用ルールについては、「妥当なルールだった」とする回答は 14 件で、回答総数 54

に占める割合は 25.9%であった。 

「妥当なルールだった」とする回答以外では、「研究計画の変更をもっと柔軟に認めて欲しかっ

た」という回答が最も多く、次いで「費目区分が機関の会計ルール、他の研究資金と異なりわか

りにくかった」、次いで「使用にあたっての制約が大きかった」と続いている。 

 

表 53 研究経費の使用ルールに関する要望 

「妥当なルールではなかった」とする回答（複数回答）内訳（複数回答）（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率1.戦略 

研究 

2.統合 3.低炭 

素 

4.資源 

循環 

5.自然 

共生 

6.安全 

確保 

費目区分が機関の会計

ルール、他研究資金と

異なり分かりにくかった 

0 5 0 5 5 2 17 22.7%

使用にあたっての制約

が大きかった 

0 2 1 6 3 2 14 18.7%

研究計画の変更をもっと

柔軟に認めてほしかった 

0 5 2 5 4 6 22 29.3%

他の研究費との直接費

の合算使用を認めてほ

しかった 

0 2 0 2 0 2 6 8%

繰越を希望したが認め

られなかった 

0 0 0 0 1 0 1 1.3%

その他 

 

0 3 1 5 2 4 15 20%

総数 0 17 4 23 15 16 75 100%

  

 「その他」という回答については、15 件あった。主な内容は次のとおりである。 
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 その他 

・予算の積算、精算の労力が非常に大きな負担。（3件） 

・公募要領に、「2年目以降の経費は 1年目を超えてはならない」ことが明記されていな

かったのは問題だと思う。（1件） 

・予算が分からない状況で初年度だけでなく、2年度、3年度の事業計画を提出し、減額

になると当然出来なくなることは発生するにも関わらず、計画通りの実施を求められ

ることに矛盾を感じる。（1件） 

 
 

○間接経費の有効活用（制度アンケート：問７） 

間接経費の有効活用については、所属機関と協議を行うことで自身の研究に直接、もしくは機

関の共用研究設備等の充実を通じて間接的に役に立ったとする回答が 59.3%を占めた。 

 

表 54 間接経費の有効活用（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率1.戦略 

研究 

2.統合 3.低炭 

素 

4.資源 

循環 

5.自然 

共生 

6.安全 

確保 

所属機関と協議し、自身

の研究とも有効活用 
0 2 0 7 4 9 22 40.8%

所属機関が共用設備等

の充実に使用し、自身

の研究にも役に立った 

1 1 2 6 0 0 10 18.5%

所属機関が使途を決定

したので、自身の研究に

役立ったと思えない 

0 3 0 3 3 3 12 22.2%

その他 0 2 2 2 2 2 10 18.5%

総数 1 8 4 18 9 14 54 100%

 

主な意見は次のとおりである。 

 その他 

・所属機関が確保する分の使途（全額または一部）の説明が無いうえ、使途は不明だっ

た。（6件） 

・一部は他の用途へも転用を認めてもらいたかった。（1件） 

 

 

○課題研究実施中の PO・行政担当部署からのサポートの適切性（制度アンケート：問８） 

 

PO・行政担当部署からのサポートについては、回答者の 81.5%が「適切だった」と回答してい

る。「あまり適切でなかった」とする回答が 11.1%あった。  
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表 55  PO・行政担当部局からのサポートの適切性（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率1.戦略 

研究 

2.統合 3.低炭素 4.資源 

循環 

5.自然 

共生 

6.安全 

確保 

適切だった 1 3 4 18 6 12 44 81.5%

あまり適切でなかった 0 2 0 0 2 2 6 11.1%

その他 0 3 0 0 1 0 4 7.4%

総数 1 8 4 18 9 14 54 100%

 

主な意見は次のとおりである。 

 あまり適切ではなかった 

・行政担当者や PO が年度ごとに変るので密接なサポートは受けられなかった。（2件） 

・PO の選考基準が不透明・不明確。（2件） 

 その他 

・生物学と工学の違いなど専門性の違いのため研究の内容が理解されずらいと感じたこ

とがあった。（1件） 

・もっと PO と協議する時間を設けても良かったと思う。（2件） 

 
 

○事務局・PO・行政担当部署からのサポートへの意見（制度アンケート：問９） 

課題研究を効果的に実施するため、事務局・PO・行政担当部署から、どのようなサポートがあ

ると有難かったかの質問に対し、以下のような意見が寄せられた。 

 

主な意見は次のとおりである。 

 意見 

・PO との連携不足による課題の負担が大きい。（5件） 

・相談、助言等のアドバイスが良かった。（9件） 

・行政担当との連携の不満がある。（5件） 

・研究所課題の発表会、意見交換等がある方がよい（3件） 

・PO の様々なサポートの改善が必要。（8件） 

・開発した技術を自治体に活用していただくための工夫をしていただければよかた。（1件） 

・研究計画書、実行協議資料、交付申請書で同種の積算を行う場合に、書類の様式をそろえて

いただけると大変助かります。（1件） 

・契約が結ばれるのが非常に遅かったため、契約を早く進めていただきたかった。（1件） 

・研究アドバイザーの紹介制度があると有難い。（1件） 

・サブテーマ担当機関が委託費と補助金の混在であった場合の運用について、契約時および報

告時の対応方法が事前に示されると良いように思われた。（1件） 

 

（３）評価の実施方法について 

○中間評価の実施方法の妥当性（制度アンケート：問１０） 

中間評価の実施方法については、「妥当だった」、「どちらかといえば妥当だった」とする回答が

全体の 70.3%を占めた。 
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表 56 中間評価の実施方法の妥当性（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率 1.戦略 

研究 

2.統合 3.低炭 

素 

4.資源 

循環 

5.自然 

共生 

6.安全 

確保 

妥当だった 

 
0 1 2 7 2 4 16 29.6%

どちらかといえば妥

当だった 
1 3 1 9 2 6 22 40.7%

どちらかといえば妥

当ではなかった 
0 3 1 2 4 3 13 24.1%

妥当ではなかった 

 
0 0 0 0 1 0 1 1.9%

中間評価を受けてい

ない 
0 1 0 0 0 1 2 3.7%

未回答 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

総数 1 8 4 18 9 14 54 100%

 

主な意見は次のとおりである。 

 どちらかといえば妥当ではなかった 

・実質約 1年しか経過していない時点での評価は中間評価というには早すぎる。（10 件） 

・具体的な評価がなく、評価委員が適切に結果を吟味できていない印象を受けた。 

（5件） 

 妥当ではなかった 

・評価委員の評価基準が不透明。（1件） 

 

 

  



 

152 
 

○事後評価の実施方法の妥当性（制度アンケート：問１１） 

事後評価の実施方法については、「妥当だった」、「どちらかといえば妥当だった」を合わせると

81.4%を占めた。「どちらかといえば妥当ではなかった」、「妥当ではなかった」とする回答は合わ

せて 18.6%あった。 

 

表 57 事後評価の実施方法の妥当性（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率 1.戦略 

研究 

2.統合 3.低炭素 4.資源 

循環 

5.自然 

共生 

6.安全 

確保 

妥当だった 

 
0 1 1 7 4 7 20 37.0%

どちらかといえば妥当

だった 
1 5 3 9 3 3 24 44.4%

どちらかといえば妥当

ではなかった 
0 1 0 2 2 4 9 16.7%

妥当ではなかった 

 
0 1 0 0 0 0 1 1.9%

事後評価を受けてい

ない 
0 0 0 0 0 0 0 0.0%

未回答 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

総数 1 8 4 18 9 14 54 100%

 

主な意見は次のとおりである。 

 どちらかといえば妥当ではなかった 

（評価者に関するコメント） 

・成果報告会でのご指摘と事後評価での評価が異なった。事後評価者には、研究実施前

提や目的をプレゼンでしっかりと聞いていただき、その上での事後評価を望む。 

・研究内容を理解できていないと思われるコメントがあり、適切な評価委員を選んで欲

しい。 

・具体的な評価がなく、評価委員が適切に結果を吟味できていない印象を受けた。 

 

（時期に関して）・どうしても年度末いっぱいまで研究を行うので、差し支えなければ報

告書を提出した後でヒアリング（成果報告会）をして頂いたほうがありがたい。 

 

（成果報告会の発表時間に関して） 

・時間が短い。 

 

 妥当ではなかった 

・（成果報告会の）時期が事後ではない。ヒアリング用のファイルとして学会発表や成果

を用いた国民との対話活動などのとりまとめの様式が示されたが、極めて短いヒアリング

時間内にこれだけのものを示すのは不可能だった。（1件） 

 



 

153 
 

（４）今後の意向について 

○今後の環境省競争的資金制度への応募の可能性（制度アンケート：問１２） 

環境省の競争的資金への今後の応募意向については、81.4%の回答者が「応募しようと思う」と

回答している。 

 

表 58 今後の環境省の競争的資金制度への応募可能性（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率 1.戦略 

研究 

2.統合 3.低炭 

素 

4.資源 

循環 

5.自然 

共生 

6.安全 

確保 

応募しようと思う 1 7 4 13 7 12 44 81.4%

どちらともいえない 0 0 0 4 1 2 7 13.0%

応募しようと思わない 0 1 0 1 1 0 3 5.6%

未回答 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

総数 1 8 4 18 9 14 54 100%

 

 応募しようと思わない 

・別の資金制度を考えている。（1件） 

・定年退職して研究の現場を離れたため。（1件） 

 

○平成 28 年度の研究終了以降の競争的資金獲得状況（制度アンケート：問１３） 

平成 28 年度の研究終了以降の競争的資金獲得実績については、「公的な競争的資金、民間の競

争的資金」を獲得したとする回答者は 31.4%あり、「競争的資金を得ていない」との回答は 55.5%

あった。 

表 59 研究終了以降の競争的資金獲得の実績 

 環境研究総合推進費 

総計 比率 1.戦略 

研究 

2.統合 3.低炭

素 

4.資源

循環 

5.自然

共生 

6.安全 

確保 

競争的資金を得ていない 1 5 1 8 7 8 30 55.5%

公的な競争的資金、民間

の競争的資金 
0 2 3 6 0 6 17 31.4%

所属する機関からの研究

資金 
0 0 0 1 0 0 1 1.9%

他機関との共同研究によ

る研究資金 
0 0 0 1 2 0 3 5.6%

その他 0 1 0 2 0 0 3 5.6%

未回答 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

総数 1 8 4 18 9 14 54 100%

 

 

主な意見は次のとおりである。 
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 その他 

・科研費の分担として競争的資金を得ている。（1件） 

・平行して他者が代表となって獲得した公的な競争的資金の分担者であったので、資金

は受けているが、H29 に獲得したものではない。（1件） 

 

○今後の競争的資金の獲得の予定・意向（制度アンケート：問 13-SQ1） 

競争的資金を獲得していない回答者 30 名（環境研究総合推進費）を対象に、今後の競争的資金

の獲得の予定・意向についてたずねた。80%の回答者が、「獲得予定」もしくは「獲得意向」を示

した。一方、「予定・意向なし」とする回答は 20 %であった。 

 

表 60 今後の競争的資金の獲得の予定・意向 

 地球環境総合推進費 

総計 比率 1.戦略 

研究 

2.統合 3.低炭 

素 

4.資源 

循環 

5.自然 

共生 

6.安全 

確保 

獲得予定 0 2 1 3 2 4 12 40.0%

獲得意向 0 3 0 4 3 2 12 40.0%

予定・意向なし 1 0 0 1 2 2 6 20.0%

未回答 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

総数 1 5 1 8 7 8 30 100%

 

主な意見は次のとおりである。 

 獲得予定（複数回答を含む） 

・環境省競争的資金。（10 件） 

・学術振興会科学研究費。（5件） 

・JICA と JST による SATREPS プロジェクト。（1件） 

・民間の競争的資金。（2件） 

 獲得意向（複数回答を含む） 

・環境省競争的資金。（5件） 

・学術振興会科学研究費。（5件） 

・日本医療研究開発機構（AMED）。（1件） 

・未定。（2件） 

 

 ○獲得している競争的資金等について（制度アンケート：問 13-SQ2） 

平成 28 年度の研究終了後、獲得している競争的資金等について、公的な競争的資金として共通

してあげられていたのは、環境省環境研究総合推進費であった。その他では、文部科学省科学研

究費補助金や日本学術振興会科学研究費(JSPS)、財団など多様な競争的資金が挙げられている。 

領域・テーマ区分に代表的な資金をみると、次のとおりである。 

 

1.戦略研究：獲得予定なし 

2.統合：環境省環境研究総合推進費、 
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地球規模課題解決に資する国際協力プログラム（GGS）、 

日本生命財団 環境研究助成、 

3.低炭素：環境省環境研究総合推進費 

4.資源循環：環境省環境研究総合推進費 

5.自然共生：環境省環境研究総合推進費、日本学術振興会科学研究費(JSPS) 

6.安全確保：環境省環境研究総合推進費、文部科学省科学研究費補助金、 

日本学術振興会科学研究費(JSPS)、 

県での事業，企業による公募およびグローバル研究費 

 

３．４ 制度アンケート結果の経年比較 

 

制度アンケート調査結果について、平成 28 年度追跡評価業務で実施した制度アンケート調査結

果との比較（平成 26、27、28 年度終了課題）は下記のとおりである。 

 

（１）課題研究の公募から採択までの事務処理の適切さ 

公募から採択までの事務処理については、平成 26、27、28 年度終了課題ともに、適切であった

とする回答は、概ね 90％かそれ以上であり、問題なく実施されている。 

 
図 ２３ 事務処理の適切さ 

 

（２）課題研究の領域・テーマの区分のわかりやすさ 

公募における研究領域やテーマ区分については、平成 26、27、28 年度終了課題ともに 80%以上

の回答者が「わかりやすかった」としている。 
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図 ２４ 領域・テーマ区分のわかりやすさ 

 

（３）研究資金の交付決定時期の妥当性 

研究資金の交付決定時期については、平成 26 年度終了課題と比べて平成 27、28 年度終了課題

では「妥当だった」とする回答が多く、遅かったとする回答が少なくなってきている。 

 

 
図 ２５ 研究資金の交付時期の妥当性 

 

（４）課題研究の研究期間の妥当性 

課題研究の研究期間については、年 「々妥当だった」とする回答が少しずつだが減少している。 
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図 ２６ 研究期間の妥当性 

 

（５）課題研究の予算額の妥当性（制度アンケート：問 5） 

課題研究の予算額については、「妥当だった」とする回答は平成 26 年度終了課題の約 70%と比

べて、平成 27、28 年度終了課題では約 80%と増加した。一方、「不十分だった」とする回答は平

成 26、27 年度終了課題と比べて、平成 28 年度終了課題では減少している。 

 

 

図 ２７ 研究予算額の妥当性 

 

（６）研究経費の使用ルールに関する要望 

研究経費の使用ルールについては、平成 26、27、28 年度終了課題ともに、「研究計画の変更を

もっと柔軟に認めて欲しかった」とする回答が 25%以上となった。平成 28 年度終了課題では、「研

究計画の変更をもっと柔軟に認めて欲しかった」とする回答が最も多くなった。ここ 3 年間では

平成 27 年度終了課題のみ「使用にあたっての制約が大きかった」という回答ががもっとも多く異

なる傾向であった。 
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図 ２８ 研究経費の使用ルールに関する要望 

（「妥当なルールではなかった」とする回答（複数回答）内訳（件）） 

 

（７）間接経費の有効活用 

間接経費の有効活用については、平成 26、28 年度終了課題では、「所属機関と協議を行うこと

で自身の研究にも役立った」とする回答が最も多く、平成 27 年度終了課題では、「機関の共用研

究設備等の充実を通じて間接的に役に立った」とする回答が多くを占めており傾向が異なってい

た。 

 

図 ２９ 間接経費の有効活用 
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（８）課題研究実施中の PO・行政担当部署からのサポートの適切性 

PO・行政担当部署からのサポートについては、平成 26、27、28 年度終了課題ともに、「適切だ

った」と回答が最も多い。平成 27 年度終了課題では、「あまり適切でなかった」、「その他」とす

る回答がやや多かったが、平成 28 年度終了課題では減少した。 

 

 

図 ３０ PO・行政担当部局からのサポートの適切性 
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４ アンケート調査票 
４．１ 追跡アンケート調査票 
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４．２ 制度アンケート調査票 
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